
　消費者庁及び消費者委員会は、消費者・
生活者の視点に立つ行政への転換を図るた
めの拠点としての役割を担うことを期待さ
れて2009年９月に設置されました。本章で

は、このような設置当初に求められた役割
を踏まえ、両組織のこれまでの取組を振り
返り、その成果と課題を明らかにします。

　「消費者」とは、商品を購入したりサー
ビスを利用したりといった「消費」活動を
する人のことであり、全ての人は消費者で
あるといえます9。
　「消費者」には、次のような特徴があり
ます。
　第一に、生身の人間（自然人）であるこ
とです。自然人である「消費者」は、生命・
身体に深刻な被害を受けると二度と取り返
しがつきません。
　第二に、事業者との間で保有する情報の
質と量に格差があることです。商品・サー
ビスの選択に必要な、品質や価格に関する
情報の全てを独力で把握することは困難で
あり、商品・サービスを製造・販売する事

業者よりも情報の質と量で劣っています。
　第三に、事業者との間に交渉力の格差が
あることです。消費者は事業者と比較して
交渉力に劣り、巧みなセールストークや強
引な売り込みにより、意図せざる消費行動
をとってしまうことがあります。
　一般的に、これらの特徴を要因として含
む問題を「消費者問題」といいます。
　同時に、消費者は、社会を構成する重要
なステークホルダーとしての性質も有して
います。消費者は、日本経済全体（名目国
内総生産）の50％以上を占める家計消費の
当事者であり、その行動が社会に大きな影
響を与える主体としての側面もあります。
そのため、消費者は従来の「保護」される
脆弱な存在としてだけではなく、自立した
責任のある行動を通して、社会的な「役割」
を果たしていくことが求められます。

消費者庁及び消費者委員会の10年第2章

消費者庁及び消費者委員会の設立第 1節

（ 1）消費者政策の意義

消費者と消費者問題

９�）法律上、「消費者」概念を初めて明確に定義したのは、消費者契約法であり、「この法律において『消費者』とは、
個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。」（消費者契約法第２
条第１項）と定義される。
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　消費者基本法第２条では、消費者政策の
基本理念として、消費生活における基本的
な需要が満たされ、その健全な環境が確保
される中で、
・消費者の安全が確保されること
・�商品及び役務について消費者の自主的か
つ合理的な選択の機会が確保されること

・�消費者に対し必要な情報及び教育の機会
が提供されること

・�消費者の意見が消費者政策に反映される
こと

・�消費者に被害が生じた場合には適切かつ
迅速に救済されること

が重要であり、これらを消費者の権利とし
て位置付けています。そして、「消費者の
権利の尊重」と「消費者の自立支援」を消
費者政策の基本と位置付けています（図表
Ⅰ-２-１-１）。
　社会経済情勢の変化や新たに発生する
様々な課題に対し、国、地方公共団体、事
業者、消費者がそれぞれの役割を果たし、
消費者が常に安心して消費活動を行うこと
のできる社会の実現に向けて、様々なルー
ルや規制、仕組みの運用状況について不断
に確認していくことが必要です。

消費者の権利と消費者基本法

　明治以来、日本は各府省庁縦割りの仕組
みの下、それぞれの領域で事業者の保護育

成を通して国民経済の発展を図ってきまし
たが、この間、「消費者の保護」は、あく
まで産業振興の間接的、派生的なテーマと
して、縦割り的に行われてきました10。
　しかし、社会経済情勢の変化に伴い、消

（ ２）消費者庁設置以前の消費者行政の問題点

図表Ⅰ-2-1-1 消費者基本法の全体構成

第１条　目的 第２条　基本理念 第３条～第８条　責務等

第11条～第23条　基本的施策 第９条～第10条の２、第24条～第29条
消費者行政推進の仕組み

消費者利益の擁護・増進に関し、
・消費者の権利の尊重及び
　その自立の支援
　その他の基本理念を定める
・国、地方公共団体及び事業者の責務等
を明らかにする

・その施策の基本となる事項を定める
ことにより、
総合的な施策の推進を図る

第11条　安全の確保
第12条　消費者契約の適正化等
第13条　計量の適正化
第14条　規格の適正化
第15条　広告その他の表示の適正化等
第16条　公正自由な競争の促進等
第17条　啓発活動及び教育の推進
第18条　意見の反映及び透明性の確保
第19条　苦情処理及び紛争解決の促進
第20条　高度情報通信社会の進展への的確な対応
第21条　国際的な連携の確保
第22条　環境の保全への配慮
第23条　試験、検査等の施設の整備等

第９条　消費者基本計画の策定
第10条の２　年次報告

第10条　関係法令の制定、財政上の措置

第24条　行政組織の整備及び行政運営の改善
第25条　国民生活センターの役割
第26条　消費者団体の自主的な活動の促進
第27条・28条　消費者政策会議
第29条　消費者委員会

・消費者の権利の尊重
・安全の確保
・選択の機会の確保
・必要な情報の提供
・教育の機会の提供
・意見の反映
・被害の救済
・消費者の自立を支援

・国の責務
・地方公共団体の責務
・事業者の責務
・消費者等の努力規定

10�）具体的には、消費者保護に係る事務を各省庁が所管する業ないし物資に応じて配分した上で、各省庁設置法の所
掌事務に「所掌事務に係る一般消費者の保護に関すること」といった規定を追加することにより対応していた。
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費者問題は複数の府省庁にまたがる横断的
なものも多くなっており、これまでの縦割
り行政では、法規制の横断的な体系化に遅
れが生じたほか、どの府省庁も権限を有し
ないいわゆる「すき間事案」が生じるなど、
適切に対応することが困難な状況も発生し
ました。

　具体的には、①受付体制等の不備（窓口
不明、受付拒否、たらい回し）、②窓口間
の情報共有の不足、③府省庁への連絡体制
の不備、④府省庁間の分担・連携体制の不
備、⑤権限の不行使、⑥権限の不備（すき
間等）といったことが問題点として指摘さ
れました（図表Ⅰ-２-１-２）。

消費者行政の歴史（消費者庁及び消費者委員会の設置以前）
　高度経済成長がもたらした、大量生産・大量消費社会の出現と軌を一にするように、消費者問
題が社会的課題として顕在化し、政府において消費者問題に対応するための組織整備の必要性が
認識されるようになりました。
　1965年には、消費者行政を担当する政府の部局として、経済企画庁に「国民生活局」が設置さ
れ、さらに消費者政策等を審議するための内閣総理大臣の諮問機関として「国民生活審議会」が
設置されました。また、同年、地方公共団体では、消費生活センターの設置が開始されました。
この頃、各省庁においても、消費者行政を担当する組織の設置が進みました。
　1968年に消費者保護基本法が制定され、日本の消費者政策の基本理念が定められました。同法
では、地方公共団体の責務が規定されたほか、1969年の地方自治法改正で「消費者保護」が地方
の事務として規定され11、各地方公共団体において消費者行政担当部局が設置されました。

図表Ⅰ-2-1-2 消費者庁設置までの消費者行政の問題点と対応

（出典）　 消費者行政推進会議「消費者行政推進会議取りまとめ～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～」（2008年 6 月）

消　費　者

２：情報共有に問題

４：分担・連携に問題

事　業　者

一元的な消費者相談窓口の設置

情報の一元的集約・分析

消費者に身近な諸法律を所管

１.

２.３.

４.５.

１.～６.

６.

消費者庁創設後これまでの問題点

Ｂ省
（部局）

Ａ省
（部局）

窓口 窓口

消費者安全法によりすき間事案に
対応・新法の企画立案

消費者行政の司令塔として各省庁
に勧告、措置要求

５：
権限の
不行使

３：
連絡に
問題

６：
権限の不備
（すき間等）

１：
・受付等に問題
・窓口不明
・受付拒否
・たらい回し

11�）2000年の地方自治法の大改正で、他の事務と横並びで「消費者の保護」という文字は明示されなくなったものの、
引き続き「自治事務」として位置付けられている。
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　2000年代半ば以降、いわゆる食品偽装問
題や中国産冷凍餃子事件、悪質商法による
被害の増加等、消費者の身近なところで大
きな不安をもたらす消費者問題が多数発生
し、国民の安全・安心を確保するために消
費者行政の在り方を大きく転換することが
求められました。
　このような状況を踏まえ、これまでの行政
のパラダイム（価値規範）を転換し、事業
者の保護育成を通じた行政を国民一人一人
の立場に立ったものへと改めるため、各府
省庁の所管分野に横断的にまたがる事案に
対して、消費者行政の「司令塔」として機
能し、各行政機関の権限の円滑な調整を行
い、必要な事案に対しては、自ら迅速に対
応する新たな組織の設立が求められました。
　これらを背景として、2008年１月に召集
された第169回国会冒頭の内閣総理大臣に
よる施政方針演説において、消費者行政の

司令塔となる新組織の検討が表明されまし
た14。
　新組織の検討は、閣議決定に基づき開催
された有識者会議15により行われました。
2008年６月、報告書の取りまとめ16に続き、
同報告書を踏まえた「消費者行政推進基本
計画」が閣議決定されました。
　続いて、政府は、2008年９月に召集され
た第170回国会に、消費者庁の設置等を目
的とするいわゆる「消費者庁関連三法
案17」を提出しました。消費者庁関連三法
案は、2009年１月に召集された第171回国
会において衆議院、参議院にそれぞれ設置
された消費者問題に関する特別委員会にお
いて審議され、消費者政策に関する重要事
項を自ら調査審議し、内閣総理大臣等に建
議する第三者機関を「消費者委員会」とし
て内閣府内に設置することとするなどの所
要の修正を経て、同年５月に成立しました。
　そして、2009年９月１日、消費者庁と消
費者委員会が発足しました。

（ ３）消費者庁及び消費者委員会設置の経緯

　1970年には、消費者問題に関する情報提供や苦情相談対応、商品テスト、教育研修を担う機関
として「国民生活センター12」が設立され、地方公共団体においても消費生活センターの設立が
続き、1973年には全都道府県に消費生活センターが設置されました。
　2004年には、消費者保護基本法が改正され、消費者基本法13として公布・施行されたほか、
2005年には、同法に基づき、消費者政策の計画的な推進を図るため、2005年度から2009年度まで
の５年間を対象とする消費者基本計画（第１期）が定められ、その後も５年ごとに改定されてい
ます。

12）1970年に特殊法人として設立され、2003年に独立行政法人に移行した。
13�）消費者基本法では、「消費者の権利の尊重」、「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本理念とし、また、消費
者を「保護」の対象から、経済社会における重要な「主体」と位置付け、さらに、消費者団体を、消費生活の安定
及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努める主体として位置付けた。
14�）福田内閣総理大臣（当時）の施政方針演説においては、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的
に推進するための強い権限を持つ新組織を発足させること、消費者行政担当大臣を常設すること、新組織は、国民
の意見や苦情の窓口となり、政策に直結させ、消費者を主役とする政府の舵取り役になること等が表明された。
15）「消費者行政推進会議」（座長：佐々木毅学習院大学法学部教授（当時））
16�）消費者行政推進会議「消費者行政推進会議取りまとめ～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～」（2008年
６月）
17�）消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案を指す。
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　新組織についての基本的な考え方を示し
た「消費者行政推進基本計画」は、規制緩
和等市場重視の施策が推進されるようにな
る中で、「安全安心な市場」、「良質な市場」
の実現こそが新たな公共的目標として位置
付けられるべきものとなったとした上で、
それは競争の質を高め、消費者、事業者双
方にとって長期的な利益をもたらす唯一の
道であると指摘しています。
　その上で、新組織の創設は、この新たな
目標の実現に資するものであるとともに、
政府がこれまでの事業者中心の施策や行政
の在り方を「消費者の利益の擁護及び増
進」、「消費者の権利の尊重及びその自立の
支援」の観点から積極的に見直すという意
味で、行政の「パラダイム（価値規範）転換」
の拠点であり、消費者・生活者が主役とな
る社会を実現する国民本位の行政に大きく
転換しなければならない、としています。
　このため、新組織は何よりもまずこれま
での縦割り的体制に対して消費者行政の
「一元化」を実現することを任務とし、そ
のために強力な権限と必要な人員を備えた
ものでなければならないとしています。
　また、新組織は機動的に活動できる「賢

い組織」として消費者行政における司令塔
的役割を果たすことが求められますが、こ
のためには地方公共団体との緊密な協力が
必要であり、消費生活センターの強化充実
を前提とした緊密な全国ネットワークが早
急に構築されなくてはならないとしています。
　さらに、新組織が「消費者の利益の擁護
及び増進」のために継続的にその活動を強
化充実させていくためには、消費者の声を
真摯に受け止める仕組みの存在と消費者に
よる強力な後押しが欠かせないほか、新組
織の創設により消費者の更なる意識改革を
促し、「消費者市民社会18」の構築に向けた取
組を進めることが必要であるとしています。
　なお、このような新たな消費者行政の展
開は、消費者に安全安心を提供すると同時
に、ルールの透明性や行政行為の予見可能
性を高めることにより、産業活動を活性化
させるものであることも指摘されました。
　「消費者行政推進基本計画」では、以上
のような事項を新組織が果たすべき役割と
して示した上で、行政に対する消費者の信
頼性を確保するために新組織が満たすべき
６つの原則、すなわち、①消費者にとって
便利で分かりやすい、②消費者がメリット
を十分実感できる、③迅速な対応、④専門
性の確保、⑤透明性の確保、⑥効率性の確
保を提示しています（図表Ⅰ-２-１-３）。

（ ４）新組織に期待された役割

18�）「消費者市民社会」は、「消費者行政推進基本計画」においては、「個人が、消費者としての役割において、社会
倫理問題、多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する
社会」を意味するとされたが、その後、2012年に制定された消費者教育推進法において、「消費者が、個々の消費
者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたっ
て内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形
成に積極的に参画する社会」と定義された（同法第２条第２項）。
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　消費者庁関連三法19の成立後、消費者庁
及び消費者委員会設置法に規定された所掌
事務を遂行するための体制整備が進められ
ました。その後、消費者安全調査委員会や
消費者教育推進会議の設置等、体制の拡充
を経て、現在では（図表Ⅰ-２-１-４）の枠組
みで消費者行政を推進しています。

①消費者庁
　消費者庁の役割は、消費者が主役となっ
て、安心して安全で豊かに暮らすことがで
きる社会の実現に向けた政府の「舵取り役」
として、消費者行政を統一的・一元的に推
進するための強い権限を保持し、それを適
切に行使することにあります。

　具体的には、消費者安全法に基づいて、
各府省庁、国民生活センターや各地方公共
団体の消費生活センター等が把握した消費
者事故等に関する情報を一元的に集約し、
調査・分析して、消費者に対して迅速に注
意喚起するほか、必要に応じて各府省庁に
対して「措置要求」を行い、いわゆる「す
き間事案」については自ら事業者に対する
勧告等を行うことにより、迅速な被害の拡
大防止、再発防止等を目指します。また、
消費者に身近な問題を取り扱う法令を幅広
く所管して、法執行等を行います。さらに、
各府省庁の施策の総合調整を行う20ととも
に、各府省庁の縦割りを超えて消費者行政
に関する幅広い分野を対象とした横断的な
新法等を企画立案します。

（ ５）新たな消費者行政の基本的な枠組み

図表Ⅰ-2-1-3 消費者行政推進会議取りまとめで示された 6原則

（出典）　 消費者行政推進会議「消費者行政推進会議取りまとめ～消費者・生活者の視点に立つ
行政への転換～」（2008年 6 月）

新組織が満たすべき６原則

①消費者にとって
　便利で分かりやすい

②消費者がメリットを
　十分実感できる

③迅速な対応

④専門性の確保

⑤透明性の確保

⑥効率性の確保

・消費者の視点で政策全般を監視し、「消費者を主役とする政府の舵取り役」として、新組織を創設
・新たな消費者行政の強化は、消費者に安全安心を提供すると同時に、産業活動を活性化
・新組織は、以下の６原則を満たすべき

・生産者サイドから消費者・生活者サイドへの視点の転換の象徴
・強力な権限と責任、一元的窓口、情報収集と発信の一元化を実現

・相談や法執行等に迅速な対応
・緊急時には､緊急対策本部を設置し､勧告等

・消費者の立場から強力な指導力を発揮する機動的な賢い組織
・地方への権限委譲や関係機関への事務の委任
・行政組織の肥大化を招かぬよう、機構・定員及び予算を振り替え

・各省庁や民間の専門家の活用等により幅広い「専門性」を確保・育成

・審議会的な機関を設置し、新組織や各省庁の行政に消費者の声を反映

・「取引」「安全」「表示」などの問題を幅広く所管
・一元的窓口、執行、勧告などの機能を持つ消費者行政全般の司令塔
・消費者に身近な問題を取り扱う法律を所管し、その他の法律も関与
・すき間事案への対応や横断的な規制体系の整備のための新法の制定
・父権訴訟、違法収益の剥奪等、被害者救済のための法的措置を検討

19�）消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
（平成21年法律第49号）、消費者安全法を指す。
20�）設置当初は、消費者行政について関係行政機関の調整を行うこととされた。加えて2016年からは、内閣の重要政
策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律（平成27年法律第66号）
により内閣府から消費者問題と食品安全に関する総合調整機能が消費者庁に移管された。
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②消費者委員会
　消費者委員会は、消費者行政全般に対し
て監視機能等を有する機関として、内閣府
に置かれ、内閣総理大臣が任命する10人以
内の委員（任期２年）で組織されています。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本
的な政策等に関する重要事項について、内
閣総理大臣、関係大臣等からの諮問に応じ
て調査審議するのみならず、これらを自ら
積極的に調査審議し、必要と認められる事
項については、内閣総理大臣や関係大臣等
に建議する権限等を有します21。

③消費者担当大臣
　消費者行政を強力に推進していくため
に、内閣府特命担当大臣（消費者）22（以
下「消費者担当大臣」という。）が必置大
臣として必ず発令されることとなりまし
た。消費者担当大臣は、内閣総理大臣を助
け行政各部の施策の統一を図るため、消費
者政策について関係行政機関の調整を行う
とともに、関係行政機関の長へ勧告を行う
権限を有します。

④国民生活センター
　国民生活センターは、消費者庁を始めと
する関係府省庁や全国の地方公共団体の消

図表Ⅰ-2-1-4 消費者行政の基本的枠組み

（備考）　 消費者庁作成。

処分
・指導

相談・
苦情

助言
あっせん
啓発消

　費

　者

事

　業

　者

内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全）

建議等

情報

措置要求
・勧告等

情報

支援

建議等

（特定）適格消費者団体

内 閣 総 理 大 臣

情報

建議・
勧告等

相談・苦情
消費者ホットライン
（188）経由

勧告・命令
、指導啓発

等

各

　府

　省

情報

差止請
求・被

害回復
請求

情報提供

情報

地
方
自
治
体

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　〇「
消
費
生
活
相
談
員
」

相
談
窓
口

公表・注意喚起

公正取引委員会、経済産業局長等に
権限の一部を委任

消 費 者 庁
～消費者行政の司令塔・エンジン役～

○情報を一元的に集約し、調査・分析
○情報を迅速に発信して、注意喚起
○緊急時対応が必要な生命・身体事案への
政府一体となった対応

○各省庁に対する措置要求
○「すき間事案」への対応（勧告等）
○消費者に身近な諸法律を所管・執行
○横断的な制度を企画立案

消費者安全調査委員会
○生命身体事故等の原因を調査

消費者教育推進会議
○消費者教育の推進について議論

独立行政法人

　国民生活センター
　　　　　　　～中核的な実施機関～
　○支援相談、研修、商品テスト、
　　情報の収集・分析・提供、広報、ADR等

消費者委員会
○独立した第三者機関
○建議・勧告等を行う

認
定

協
力

21�）消費者委員会が発足して初めての年次報告である「平成21～22年度消費者委員会活動報告」（2010年９月）では、
消費者委員会の役割を、消費者政策の重要事項について調査審議する「審議会的機能」、消費者行政全般に対する「監
視機能」、消費者の声を消費者行政に直接届ける「パイプ機能」に分類している。
22�）2009年９月１日、設置時は内閣府特命担当大臣（消費者）。同年９月16日から内閣府特命担当大臣（消費者及び
食品安全）。
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費生活センター等と連携して、消費者行政
における中核的な実施機関としての役割を
果たしています。
　具体的には、PIO-NET（全国消費生活情
報ネットワークシステム）を運用して、消
費生活に関する情報を全国の消費生活セン
ター等から収集し、消費者被害の未然防止・
拡大防止等に役立てています。また、消費
生活センター等が行う相談業務を支援する
とともに、裁判外紛争解決手続（ADR）
を実施しています。さらに、苦情相談解決
のための商品テストや、広く問題点を情報
提供するための商品群のテスト、地方公共
団体の消費者行政担当職員・消費生活相談
員を対象とした研修、小規模な消費生活セ
ンター等への経験豊富な相談員による巡回
指導、生活問題に関する調査研究を実施し、

様々なメディアを通じて消費者への情報提
供を積極的に行っています23。

　消費者庁及び消費者委員会は、2019年９
月にその設置から10年を迎えます。両組織
は、その設置に際して期待された役割を果
たすために様々な課題に取り組んできまし
た。次節以降では、この10年間の取組を、
（１）消費者行政の一元化、（２）地方消
費者行政の充実及び消費生活相談体制の整
備、（３）府省庁横断的な消費者政策の一
体的推進、（４）消費者市民社会の実現に
向けた取組、（５）消費者の意見を消費者
政策に反映させる仕組み、（６）消費生活
のみならず産業活動の活性化といった諸機
能から概観していきます。

23�）国民生活センターは、2010年12月の閣議決定（「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」）において、そ
の機能を消費者庁に一元化し、法人の廃止を含め在り方を検討するという方針が打ち出されたが、その後、第三者
を含めた検証・議論等を経て、従前どおり独立の機関となっている（「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成25年12月閣議決定））。
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　消費者庁の設置に当たっては、行政組織
の肥大化を招かぬよう、法律、権限、事務
等を移管する府省庁から機構・定員及び予
算を振り替えることが原則とされ、2009年
９月の消費者庁の設置時は８課202名の体
制でスタートしました。その後、新たに生

じた政策課題への対応の必要性等を踏ま
え、組織の変更・拡充等が行われてきまし
た。2019年度末時点で９課363名となりま
す（図表Ⅰ-２-２-１、図表Ⅰ-２-２-２）。
　また、消費者庁は、各府省庁や民間から
の専門家を積極的に活用してきましたが、
2013年度からは国家公務員試験等による採
用を開始するなど、多様なバックグラウン
ドを有する職員によって消費者行政に関す
る幅広い専門性を確保・育成してきました。
　予算については、2009年度の約89億円か
ら、2019年度には約122億円に増加しました

消費者庁のこれまでの取組第 ２節

（ １）消費者行政の一元化

組織体制等の整備

図表Ⅰ-2-2-1 消費者庁の組織（2019年 4 月 1 日時点）

課名（定員） 主な業務

総務課（46）
（管理室（9））
（広報室（5））

消
費
者
庁

審議会等

定員361名
（2019年４月１日時点）

（注）2019年度末の定員は363名

内 閣 府 大 臣 政 務 官

消 費 者 庁 長 官

次 長

政策立案総括審議官

消費者安全調査委員会

消費者教育推進会議

審議官（ 3）

参事官（ 2）

内 閣 府 副 大 臣

内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）

内 閣 総 理 大 臣 総務、人事、予算・会計、機構・定員、法令審査、国会連絡、情報システム、政策評価、
EBPM、防災、広報・報道対応

消費者制度課（23）

消費者政策課（41）
（財産被害対策室（13））

（国際室（8））

食品表示法、健康増進法、米トレサ法、食品衛生法、JAS法の企画・立案等

・消費者基本法の基本理念の実現等に関する総合調整等
・閣議決定された基本的な方針（消費者庁の任務に関連するもの）に基づく総合
調整等

・基本的な政策等の企画・立案、推進（消費者基本計画等）
・関係府省庁との政策調整
・消費者事故に関する情報の集約、分析、発信（財産分野）
・消費者安全法（財産事案）の執行
・国際関係業務

消費者安全課（45）
（事故調査室（19））

・食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する総合調整等
・食の安全を中心とした緊急事態対応等に関する関係府省庁との連携確保
・消費者事故に関する情報の集約、分析、発信（生命・身体分野）
・消費者安全法（生命・身体事案）の執行
・消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故情報の公表
・食品安全基本法（基本方針の策定、リスクコミュニケーション）
・消費者安全調査委員会の運営サポート

・消費者教育
・消費者教育推進会議の運営サポート
・消費者に対する普及啓発
・地方消費者行政に関する政策の企画・立案、推進
・（独）国民生活センターを所管

・消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制
度の企画・立案、推進

・公益通報者保護制度の企画・立案、推進

表示対策課（73）
（食品表示対策室（15））

・景品表示法、家庭用品品質表示法、住宅品確法、消費税転嫁対策特別措置法を
所管

・食品表示法、健康増進法、米トレサ法、食品衛生法、JAS法の執行

取引対策課（34） ・特定商取引法、特定電子メール法、預託法を所管
・業法（宅建業法、旅行業法、割販法、貸金業法）を所管

食品表示企画課（35）
（保健表示室（14））

消費者教育・
地方協力課
（35）

（消費者教育推進室（14））

・消費生活動向に関する調査
・消費者白書
・事業者に対する情報提供、消費者志向経営の推進
・物価関係業務（公共料金、国民生活安定緊急措置法等）

消費者調査課（21）
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（補正予算を除く。）（図表Ⅰ-２-２-３）。また、
2013年からは、予算の概算要求と合わせて、
予算要求の背景となる考え方や重点施策に
ついても併せて公表し、消費者等にも分か
りやすい情報提供に努めています24。
　消費者庁では、2013年９月、消費者行政

の「舵取り役」として、消費者が主役となっ
て安心して安全で豊かに暮らすことができ
る社会を実現するという目標を職員で共有
するために、消費者庁職員の行動指針を示
した「消費者庁の使命25」を掲げ、消費者
の視点を職員へ浸透させるべく取り組んで

図表Ⅰ-2-2-2 消費者庁の定員の推移

20192018201720162015201420132012201120102009
（年度末）

（人）
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202 217

270 279 289 301 309 320 334 346
363

（備考）　各年度末時点の人数。

図表Ⅰ-2-2-3 消費者庁予算額の推移

（備考）　 1．各年度の合計額は、各年度の当初予算、東日本大震災復興特別会計、補正予算の合計額。
　　　　 2．2008年度については、補正予算。
　　　　　　2019年度については、当初予算と東日本大震災復興特別会計の合計額。

150.0

80.0 60.2

30.5

25.7 20.0 23.2 12.0 20.5

4.7 7.5

7.2 4.8 4.8 4.8 4.8 3.7

89.2 89.5 90.4 88.7 85.0
114.8 120.0 118.9 121.7 119.3 118.2

150.0

169.2

89.5 90.4

153.6

123.0

147.7 144.8 146.9 138.5 144.6

121.9

201920182017201620152014201320122011201020092008
0

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

（億円）

（年度）

当初予算 東日本大震災復興特別会計 補正予算
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24�）2013年から「消費者安心戦略」、2015年から「消費者の安全・安心暮らし戦略」、2018年から「消費者の安全・安
心な暮らしのための重点施策」を公表している。
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います。

　消費者庁の設置に当たっては、消費者に
身近な問題を取り扱う法律は消費者庁が所
管するとともに、「すき間事案」への対応
や横断的な規制体系の整備のための新法の
制定を行うこととされました。このため、
消費者庁の設置に際して消費者安全法が制
定されるとともに、各府省庁から関連する
法律が移管されました（図表Ⅰ-２-２-４）。
　また、消費者庁では、社会経済情勢の変
化や消費者を取り巻く諸課題への対応のた
め、不断にこれら所管法令の見直しを進め、
必要な改正や新法の制定についての企画立
案を進めています（横断的な規制体系の整
備のための法制度の整備については本節

（３）にて後述。）（図表Ⅰ-２-２-５）。

　「政府関係機関の地方移転にかかる今後
の取組について」（2016年９月まち・ひと・
しごと創生本部決定）に基づき、2017年７
月、消費者庁と国民生活センターは、実証
に基づいた政策の分析・研究機能をベース
とした消費者行政の発展・創造の拠点26と
して「消費者行政新未来創造オフィス」を
徳島県に開設しました（図表Ⅰ-２-２-６、図
表Ⅰ-２-２-７）。なお、同決定では、新未来
創造オフィスの今後の在り方について、
2019年度を目途に検証・見直しを行うこと
とされています。（新未来創造オフィスの成
果については、第１部第２章第４節参照。）。

消費者に身近な法律の所管・整備 消費者行政新未来創造オフィスの
開設

図表Ⅰ-2-2-4 消費者庁設置時の各府省からの主な業務移管

経済産業省［31名］
農林水産省［21名］

厚生労働省［10名］

・景品表示法

・特定商取引法
・消費生活用製品安全法
・家庭用品品質表示法
・割賦販売法
・預託法

・JAS法

・食品衛生法
・健康増進法

国土交通省［３名］
・住宅品確法
・宅地建物取引業法
・旅行業法

総務省［３名］

・特定電子メール法

消費者庁

・消費者契約法
・製造物責任（PL）法
・個人情報保護法
・公益通報者保護法
・消費者基本法
・国民生活センター法
・食品安全基本法

警察庁、金融庁、法務省
［各１名（計３名）］

・貸金業法

内閣府［81名］
（国民生活局、食安委事務局　ほか）

公正取引委員会［44名］

注：法律の全部が移管されたものではな
く、一部を移管、全部又は一部を共
管している法律がある。

注：個人情報保護法については、2016
年１月に個人情報保護委員会が新設
されたことから、個人情報保護委員
会に移管。

25�）消費者庁職員の行動指針は「消費者・生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考えます。」、「自らの仕事に誇り
を持ち、強い責任感と高い志を持って職務を遂行します。」、「便利で分かりやすい情報を提供するよう心懸け、コミュ
ニケーションを重視します。」、「専門性を向上させるため、日々、知見の獲得・深化に努め、その成果を具体的な
結果として示します。」、「困難な課題であっても、できる方法を考え、挑戦し続けます。」の５本の柱からなる。
26�）これまで行ってきた迅速な対応を要する業務、対外調整プロセスが重要な業務（国会対応、危機管理、法執行、
司令塔機能、制度整備等）は引き続き東京で行っている。
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図表Ⅰ-2-2-5 消費者庁設置後の主な法律の制定や改正

消費者教育の推進に関する法律　※議員立法

消費者安全法

特定商取引に関する法律

消費者契約法

不当景品類及び不当表示防止法

食品表示法

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の
裁判手続の特例に関する法律

消費者基本法

独立行政法人国民生活センター法

○平成24年改正：①消費者安全調査委員会の設置
②消費者の財産被害に係るすき間事案への

行政措置の導入
○平成26年改正：①地域の見守りネットワークの構築

②消費生活相談員・資格試験を法定化

○平成26年６月改正：①表示に関するコンプライアンス体制
の確立

②監視指導体制の強化
○平成26年11月改正：課徴金制度の導入

○平成25年に成立
 【趣旨】食品表示に関する制度の一元化
○平成30年改正：食品を回収する食品関連事業者等へ回収に

着手した旨及び回収の状況の届出を義務付
け

○平成24年に成立
 【趣旨】消費者教育の総合的・一体的な推進

○平成24年改正　※議員立法
：政府が講じた消費者行政の実施状況報告書

を国会に提出することを義務付け

○平成29年改正：国民生活センターの業務として仮差押命令
の立担保業務の追加

食品ロスの削減の推進に関する法律　※議員立法
○令和元年に成立
 【趣旨】食品ロスの削減の総合的な推進

○平成24年改正：取引類型として訪問購入を追加
○平成28年改正：悪質事業者への対応の強化等

（業務停止を命じられた法人の役員等に対
する業務禁止命令の新設等）

○平成28年改正：①過量契約の取消し
②消費者の解除権を放棄させる条項の無効

等の規定追加
○平成29年改正：適格消費者団体の認定の有効期間の延長
○平成30年改正：①不安をあおる行為等による契約の取消し

②消費者の後見等を理由とする解除条項の
無効等の規定追加

○平成25年に成立
 【趣旨】特定適格消費者団体による被害回復裁判手続の導入

図表Ⅰ-2-2-6 消費者行政新未来創造オフィスの機能・概要

消費者行政新未来創造オフィス
（徳島）

（独）国民生活センター
外部機関との
ネットワーク

消費者庁
分析・研究、実証実験等のプロジェクトを集中的
に実施

消費者庁（東京）

１．全国展開を見据えたモデルプロジェクト

２．基礎研究プロジェクト

３．消費者庁の働き方改革の拠点
テレワーク、ペーパーレス等の促進

試行の結果

検証・見直し【2019年度を目途に結論を得る】

（独）国民生活センター

実証に基づいた政策の分析・研究機能をベース
とした新たな未来に向けた消費者行政の発展・
創造の拠点

・若年者向け消費者教育教材の活用
・見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）
の構築

・倫理的消費の普及
・食品ロスの削減
・子どもの事故防止
・栄養成分表示等の活用に向けた消費者教育
・消費者志向経営の推進
・公益通報者保護制度の推進
・食品に関するリスクコミュニケーション
・シェアリングエコノミーに関する実証実験等

・行動経済学等を活用した消費行動等の分析・研究
・障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査
・若者の消費者被害の心理的要因からの分析
・過疎地域等の消費活動特性に関する調査・分析

・主として関西、中国・四国地域の対象者を中心とした
研修

・先駆的な商品テストを県の協力のもと実施
（例）錠剤、カプセル状の健康食品の品質等に関する実態調査

・分野に応じて、消費者庁各課との連
携、共同研究の実施

・調査・研究の成果に基づく、施策の
企画・立案→成果を全国に普及

・相模原事務所：研修、商品テスト
・東京事務所：相談、広報、ADR等

①今後の
・徳島県を中心とする交通・通信網
・消費者行政を支える人的資源とそのネット
ワーク

・政府内の各府省共通のテレビ会議システム
等の整備状況のほか、

②同オフィスの設置が、
・消費者行政の進化
・地方創生
にどの程度貢献したかの実績を踏まえて行う。

（※）消費者委員会は、消費者行政の進化等の
観点から意見を述べる。

「政府関係機関の地方移転にかか
る今後の取組について」
（2016年９月１日まち・ひと・し
ごと創生本部決定）

・消費者教育、倫理的消費、人材
育成の面で、熱心な取組がみら
れた
・徳島県から、先駆的な施策推進
を図るための「実証フィールド」
確保の提案
・徳島県知事の強力なリーダー
シップの下、消費者行政部局の
ほか県庁各部局から幅広い協力
が得られた
・落ち着いて業務ができる環境

⇒調査研究や徳島の現場に密着し
て行うタイプの業務は、現地と
の連携により、実効性のある施
策の立案につながることを期待

これまで行ってきた迅速な対応を
要する業務、対外調整プロセスが
重要な業務（国会対応、危機管理、
法執行、司令塔機能、制度整備等）
は東京で行う。

行政、事業者、学術・教育機関等
とのネットワークを整備
（徳島県周辺（関西、中国・四国
地域）も含む。）

学術的・人的連携
実証実験の実施

出張、滞在

実証成果

成果を共有し、有機的に連携
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　地方消費者行政の現場では、消費生活セ
ンターを中心に、関係者が協力して消費者
の安全・安心の確保のための様々な取組を
行っています（図表Ⅰ-２-２-８）。例えば、
消費者トラブルに遭った消費者からの苦
情・相談を受け付け、解決のためのアドバ
イスや事業者との間に立ったあっせんを行
うほか、消費者トラブルに関する最新の情
報等についての普及・啓発や悪質事業者に
対する法執行を行うことにより、消費者被
害の未然防止・拡大防止のための取組を
行っています。さらに、持続可能な社会の
構築を担う自立した消費者の育成を行うな
どの取組も徐々に進んでいます。
　消費者庁の設置当初は、長年にわたる地
方の消費者行政の縮小傾向に歯止めをか
け、一定の水準への底上げを図ることが課
題と指摘されていました。こうした状況の
中、2008年度に地方消費者行政活性化交付

金により各都道府県に「地方消費者行政活
性化基金（以下「基金」という。）」を造成
し、2009年度から2011年度までの３年間を
地方消費者行政の「集中育成・強化期間」
と位置付け、主に、「消費者教育・啓発事業」、
「相談員配置・増員等（人件費）」、「消費
生活センター・相談窓口設置」の体制整備
事業に活用されました27。その後、2013年
に「地方消費者行政に対する国の財政措置
の活用に関する一般準則」を策定して交付
金の活用期間についての原則を定めるとと
もに、2014年度補正予算からは、政府方
針28を踏まえ、基金による支援を単年度の
交付金である「地方消費者行政推進交付金」
として2017年度までに累計約540億円を措
置し、消費生活センターの設置や消費生活
相談員の増加等の地方消費者行政の充実が
行われました。
　同時に、地方消費者行政は自治事務とし
て位置付けられており、地方公共団体にお
いて安定的な取組が可能となるよう、消費
者行政の推進に係る地方交付税措置が消費
者庁設置前の2008年度の約90億円から2018
年度には約270億円まで増額されました。
これにより、地方消費者行政の推進に充て
られている地方の一般財源が徐々に拡大
し、交付金による取組と相まって地方消費
者行政が充実していくことが期待されたと
ころですが、2017年度まで自主財源が約
120億円程度で横ばいとなっており、地方
の一般財源に裏付けられた消費者行政予算
による地方の自主的、安定的な取組への移
行には課題が残っています。
　また、2017年度には、「地方消費者行政
推進交付金」による新規事業立ち上げの最
終年度を迎えましたが、2018年度からは、

（ ２）地方消費者行政の充実及び消費生活相談体制の整備

地方消費者行政の体制強化

図表Ⅰ-2-2-7
内閣総理大臣、消費者担当
大臣と新未来創造オフィス
職員の懇談（2018年 9月）

27�）「地方消費者行政の充実・強化のための指針」（2012年）等も踏まえ、活性化事業の実施期間は、１年ずつ２回の
延長を経て2013年度までの措置となった。
28�）「経済財政運営と改革の基本方針2014」（平成26年６月24日閣議決定）
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「地方消費者行政強化交付金」を創設し、
これまでに整備してきた消費生活相談体制
の維持・充実のための事業を引き続き支援
するとともに、国として取り組むべき重要
な消費者政策の推進に資する取組を支援し
ています。引き続き地方消費者行政の地方
の一般財源による取組を促すとともに、交
付金による支援を通じて、地方消費者行政
の充実・強化を図ることとしています（図
表Ⅰ-２-２-９）。
　2014年には、「地方消費者行政強化作戦」
を定め、相談窓口のない地方公共団体（市
町村）の解消や、消費生活センター設立の
促進、消費者教育の推進、2014年に改正29

された消費者安全法の規定に基づく消費者
安全確保地域協議会（見守りネットワーク）
の設置等の目標を掲げ、「どこに住んでい
ても質の高い相談・救済を受けられる地域

体制」を全国的に整備することを目指して
きました。2015年３月には、「地方消費者
行政強化作戦」を改訂し、新たに消費者教
育の推進、見守りネットワークの構築に関
する目標を定めました（図表Ⅰ-２-２-１0）。

　消費者が日常生活において消費者トラブ
ルに巻き込まれた場合には、行政機関が整
備している専門的な窓口への相談（第２部
第２章【別表２】消費者からの情報・相談
の受付体制参照。）や事業者との直接交渉が
解決方法として考えられますが、そのよう
な状況で、適切な窓口や解決方法を冷静に
判断することは、消費者にとって困難とい
えます。そのため、全ての消費者が何でも

一元的な相談窓口の整備

図表Ⅰ-2-2-8 消費者被害・トラブルへの対応を中心とした地方消費者行政の仕組み

地方公共団体

助言・あっせん

消費者

事業者

消
費
者
被
害
・

ト
ラ
ブ
ル

相談情報の
データベース化

全国消費生活情報
ネットワーク
システム

（PIO-NET）

支援相談研修
情報提供

（高齢者・障害者
の見守り情報等）
商品テスト

苦情・相談
（消費者ホットライン

「188」）

独立行政法人
国民生活センター

消費者
行政
担当課

財産被害、事故情報を報告
福祉
警察

教育部局等
連携
情報共有

消費者教育・啓発

あっせん、
法執行

PIO―NETに集積
された相談情報

消費生活センター等
消費生活センター：855箇所
相談窓口設置地方公共団体数（※）

：1,796
消費生活相談員：3,438人

（2018年４月１日時点）

体制整備を支援
※地方消費者行政推進
交付金、地方消費者行
政強化交付金等
累計約600億円
（2008年度補正～
　　2019年度予算）

※消費生活相談員「職」
の法定化、資格制度の
創設等　2016年４月～
（改正消費者安全法）

消
費
者
庁

関
係
府
省

（備考）　（※）消費生活相談窓口を設置している都道府県、政令市、市区町村（政令市を除く。）、広域連合、一部事務組合の合計。

29�）不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成26年法律第71号）
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図表Ⅰ-2-2-9 地方消費者行政予算の推移

（備考）　 1． 消費者庁作成。
　　　　 2． 「自主財源」、「基金及び交付金」については、消費者行政本課及び消費生活センター以外の部署も含めた地方公共団体全体の

消費者行政予算（広義）。2008年度から2017年度については最終予算、2018年度については当初予算。
　　　　 3． 地方交付税措置は、国から地方に交付される普通交付税（単位費用）における消費者行政経費。
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139%

自主財源/地方交付税措置（右軸）
自主財源（左軸） 基金及び交付金（左軸）地方交付税措置（左軸）

図表Ⅰ-2-2-10 「地方消費者行政強化作戦」の概要

地方消費者行政強化作戦 2015年 3 月
消費者庁

▶　 消費者基本計画（平成27年 3 月24日閣議決定）を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済
を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備

　✓　地方消費者行政のための交付金を通じ、地方における計画的・安定的な取組を支援
　✓　地方の自主性・独自性を確保しつつ、交付金を通じた当面の政策目標を設定

趣旨

●都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援　
〈政策目標 1〉相談体制の空白地域の解消
　　 1－ 1　相談窓口未設置の自治体（市町村）を解消
〈政策目標 2〉相談体制の質の向上
　　 2－ 1　消費生活センターの設立促進
　　　　　　（人口 5万人以上の全市町及び人口 5万人未満の市町村の50％以上）
　 【消費生活相談員】
　　 2－ 2　管内自治体（市区町村）の50％以上に配置
　　 2－ 3　資格保有率を75％以上に引き上げ
　　 2－ 4　研修参加率を100％に引き上げ（各年度）
〈政策目標 3〉適格消費者団体の空白地域の解消
　　 3－ 1　 適格消費者団体が存在しない 3ブロック（東北、北陸、四国）における適格消費者団体の

設立支援
〈政策目標 4〉消費者教育の推進
　　 4－ 1　消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）
〈政策目標 5〉「見守りネットワーク」の構築
　　 5－ 1　消費者安全確保地域協議会の設置（人口 5万人以上の全市町）

当面の政策目標
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相談でき、誰もがアクセスしやすい一元的
な消費者相談窓口の整備が重要となります。
　消費者安全法において、都道府県に、消
費生活センターを設置することが義務化30

（市町村については努力義務化）され、2015
年度には消費生活相談窓口が未設置の地方
公共団体がなくなり、2014年以来取り組んで
いる「地方消費者行政強化作戦」の政策目
標の一つである「相談体制の空白地域の解
消」を達成しています（図表Ⅰ-２-２-１１）。
　また、消費者庁では、消費生活センター
等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を知
らない消費者に、近くの消費生活相談窓口
を案内することにより、消費生活相談の最
初の一歩をお手伝いするものとして、「消費
者ホットライン」の運用を2010年から全国
で開始しました。さらに、消費者による利
用を促すため、2015年から、より覚えやすい、
局番なしの３桁の電話番号「188（いやや！）」
の運用を開始し、誰もがアクセスしやすい
一元的な相談窓口を整備しています。消費

者にとって消費者ホットラインがより身近
でアクセスしやすいものとなるよう、2018
年７月には、消費者ホットラインのイメー
ジキャラクター「イヤヤン」を発表し、あ
らゆる機会において積極的に周知していま
す（図表Ⅰ-２-２-１２、図表Ⅰ-２-２-１３）。
　国民生活センターでは、各地の消費生活
センターのバックアップとして、平日のみ
ならず、土日祝日や災害時に相談対応をし
ています。特に、大きな災害が起こった際
には、被災地域の相談窓口のバックアップ
や災害後に多発する悪質商法等への対応の
ため、特設ダイヤルを開設するなど、緊急
時でも十分な相談体制が維持されるように
しています。
　また、近年、インターネット通販等を通
じた海外の事業者との越境取引をめぐる消
費者トラブルが増加していることを受け
て、消費者庁では、消費生活センター等に
おける相談受付機能を補完するため、2011
年に「消費者庁越境消費者センター」を開

図表Ⅰ-2-2-11 消費生活相談窓口未設置の地方公共団体の状況

（備考）　 1． 消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2． 消費生活相談窓口は消費生活センターを含む。

2010年度 2018年度
（2015年度に相談体制の空白地域の解消を達成）

：20％以上
：20％未満
：0

未設置市区町村（政令
市を除く）の割合

北海道北海道北海道

青森

岩手岩手岩手

宮城

秋田
山形

福島

茨城
栃木栃木栃木群馬群馬群馬

埼玉埼玉埼玉

千葉
東京東京東京

神奈川神奈川神奈川

新潟

山梨山梨山梨
長野長野長野

富山富山富山

石川

福井

岐阜岐阜岐阜

静岡静岡静岡愛知愛知愛知

三重

滋賀滋賀滋賀

京都

大阪大阪大阪
兵庫兵庫兵庫

奈良奈良奈良

和歌山

鳥取島根

岡山岡山岡山広島広島広島
山口

徳島徳島徳島
香川香川香川

愛媛愛媛愛媛

高知

福岡福岡福岡

佐賀
長崎

熊本

大分大分大分

宮崎

鹿児島

鹿児島

沖縄

北海道北海道北海道

青森

岩手岩手岩手

宮城

秋田
山形

福島

茨城
栃木栃木栃木群馬群馬群馬

埼玉埼玉埼玉

千葉
東京東京東京

神奈川神奈川神奈川

新潟

山梨山梨山梨
長野長野長野

富山富山富山

石川

福井

岐阜岐阜岐阜

静岡静岡静岡愛知愛知愛知

三重

滋賀滋賀滋賀

京都

大阪大阪大阪
兵庫兵庫兵庫

奈良奈良奈良

和歌山

鳥取島根

岡山岡山岡山広島広島広島
山口

徳島徳島徳島
香川香川香川

愛媛愛媛愛媛

高知

福岡福岡福岡

佐賀
長崎長崎長崎

熊本
大分大分大分

宮崎

鹿児島

鹿児島

沖縄

30�）消費者安全法第10条
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設しました。2015年から、相談体制を整備
し、事業として恒常的に行うことを目的と
して、これを国民生活センターに移管し、

「国民生活センター越境消費者センター
（CCJ：Cross-border�Consumer� center�
Japan）」と名称変更して、引き続き活動
を行っています。国民生活センターの有す
る消費生活相談への対応に関する豊富なノ
ウハウや知見等を活用して、越境取引に関
するトラブルについて、より円滑な解決に
向けて取り組んでいます（相談件数等は、
第２部第１章第３節（２）参照。）。
　CCJでは、事業者が所在する国の消費者
相談機関と連携して紛争解決の支援を行っ
ています。連携している海外機関は、2018
年度末時点で、24の国・地域を管轄する13
機関となっています（図表Ⅰ-２-２-１４）。
　さらに、訪日外国人旅行者については、
東京オリンピック・パラリンピック競技大
会が開催される2020年に4000万人、2030年
に6000万人という目標が掲げられ31、今後

図表Ⅰ-2-2-12 消費者ホットライン188（いやや！）の仕組み

図表Ⅰ-2-2-13
消費者ホットライン188
イメージキャラクター
「イヤヤン」

イヤヤンは「泣き寝入りは超いやや！」が口癖の蝶々です。
全国を旅して危険な製品でケガをした人や強引な勧誘に困って
いる人を見かけると、消費者ホットライン188を教えています。
188にダイヤルし、問題を解決出来た人が、蝶のように羽ばた
く姿を見るのが大好きです。

31�）明日の日本を支える観光ビジョン構想会議「明日の日本を支える観光ビジョン」（2016年３月）
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も増加することが予想されることを受け、
消費者庁では、在留外国人等を対象とした
消費生活相談体制の整備に取り組む地方公
共団体を、「地方消費者行政強化交付金」
により支援しています。また、国民生活セ
ンターでは、2018年12月に、日本を訪れた
外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラ
ブルに遭った場合に相談できる電話相談窓
口として「訪日観光客消費者ホットライン
（Consumer�Hotline� for�Tourists）」を開
設しました。

　消費生活相談員は、消費生活センター・
消費生活相談窓口の現場において消費者か

らの相談等に直接対応する重要な役割を担
います。消費生活相談では、相談者から相
談の内容を聞き取り、適切に対応し、時に
は事業者との交渉等も行うため、消費生活
相談に必要な知識・技術はもちろん、経験
の積み重ねも重要となります。そのほか、
消費生活相談員には、消費者に近い立場か
らの普及啓発を行う役割もあります。
　また、消費生活相談員の重要な役割の一
つに、PIO-NET32への消費生活相談情報の
入力・登録業務があります。集約された消
費生活相談情報は相談対応の際に参考にな
るのみならず、法執行の端緒や、消費者政
策の立案に活用されています。このように、
PIO-NETへの入力・登録は、消費者行政
において重要な業務となっています。
　しかし、これらの役割を担う消費生活相

消費生活相談員の位置付け向上

図表Ⅰ-2-2-14 国民生活センター越境消費者センター（CCJ）における相談対応の仕組み

海外の消費者相談機関

国民生活センター越境消費者センター
（CCJ：Cross-border Consumer center Japan）

日本の事業者

海外の事業者

日本の消費者

トラブル トラブル

①相談③相談内容の伝達、
　解決策の提示

⑤回答内容の伝達、
　アドバイス

②相談内容の翻訳・伝達、
　解決策の提示

④回答内容の翻訳・伝達

①相談
③相談内容の伝達、
　解決策の提示　

⑤回答内容の伝達、
　アドバイス

海外の消費者

①’ 相談

サポート

⑤’
アドバイス

全
国
の

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

32�）全国の消費生活センター・消費生活相談窓口や関係機関の間で相談情報を共有するPIO-NET（全国消費生活情報
ネットワークシステム）については、国民生活センターが運営し、適宜改修等を行い、相談業務の効率化等を図っ
ている。PIO-NETには、全国で受け付けられた消費生活相談のデータが集約され、全国の消費生活相談員や行政機
関が利用できるようになっている。
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談員の採用形態をみると、常勤職員は2018
年度でも2.0％となっており、また、一部
の地方公共団体では、消費生活相談員のい
わゆる「雇止め」が行われているなど、雇
用上の地位が不安定であり、消費生活相談
に必要な知識や経験が蓄積されにくいとい
う問題が存在しています。そこで、消費者
庁では、2014年の消費者安全法改正33によ
り、消費生活相談員の職及び任用要件等を
法律上に位置付け、また、2014年６月に、
消費者担当大臣及び消費者庁長官から地方
公共団体の長宛てに「雇止め」の見直しを
求める通知を発出するなど34の対応をして
います。
　消費生活相談員の数は徐々に増えていま
すが、消費生活相談員それぞれの質の向上

も重要な課題です。2014年の消費者安全法
改正では、消費生活相談員資格試験の法定
化35や、消費者行政職員及び消費生活相談
員に対する研修の実施、市町村に対する助
言、協力その他必要な援助をする「指定消
費生活相談員」制度の創設等が規定され、
消費生活相談員の質の向上を目指していま
す（図表Ⅰ-２-２-１５）。

　消費者庁は、縦割り行政から脱却すべく、
消費者行政の「司令塔」としての役割を果
たすために設置されました。以下では、消
費者庁が消費者行政の「司令塔」としてど

（ ３）府省庁横断的な消費者政策の一体的推進

図表Ⅰ-2-2-15 消費生活相談員資格試験制度

目　的

試験科目

○都道府県・市町村に置く職として、「消費生活相談員」を法定化
　→消費者・事業者にとって分かりやすい存在に
○「消費生活相談員」に任用されるための要件を法定化
　※要件：消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の知識及び技術を有する者
　→消費生活相談員に求められる水準を担保
○「消費生活相談員資格試験」の実施について登録試験機関制度を導入
　→消費生活相談の担い手の質と量の確保

登録試験機関とは

○内閣総理大臣によって登録された登録試験機関が消費生活相談員試験を実施
○登録試験機関は「国民生活センター」「日本産業協会」の２機関（2019年３月末時点）

出題数

登録試験機関の試験業務に関するガイドラインにおい
て、出題数の下限を設定
（各科目20問、自由選択50問の計150問）

①商品等及び役務の消費安全性に関する科目
②消費者行政に関する法令に関する科目
③消費生活相談の実務に関する科目
④消費生活一般に関する科目
⑤消費者のための経済知識に関する科目

33�）不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
34�）そのほか、2015年には、平成26年改正消費者安全法の施行に伴う内閣府令により消費者安全法施行規則を改正し、
地方公共団体が消費生活センターに関する条例の策定に当たって参酌すべき基準として、雇止めの見直しを含めた
適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を定めることを規定するとともに、「改正消費者安全法の実施に係る地方
消費者行政ガイドライン」において消費生活センター以外の相談窓口に勤務される消費生活相談員に対しても同様
の対応がなされるよう求めている。
35�）法定資格である消費生活相談員の試験は、登録試験機関である国民生活センター及び一般財団法人日本産業協会
により、両機関が行う独自の資格試験「消費生活専門相談員資格認定試験」（国民生活センター）、「消費生活アド
バイザー資格試験」（日本産業協会）と兼ねる形で実施される。
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のような役割が求められてきたかについ
て、①消費者被害に対して、すき間なく迅
速に対応する機能と、②府省庁横断的に消
費者政策を推進する調整機能に分けて解説
するとともに、③政府の消費者政策の計画
的な推進（消費者基本計画等）について概
観します36。

　従来の問題点を受け、消費者被害に対し
てすき間なく、迅速に対応するため、消費
者事故等の情報を消費者庁に一元的に集

約・分析した上で、消費者への注意喚起、
関係行政機関（各大臣）への措置要求、事
業者に対しての勧告等をする仕組みが整備
されました（図表Ⅰ-２-２-１６）。
　2012年の消費者安全法改正37において、
財産に関する事態（以下「財産事案」とい
う。）にも勧告を行う対象を拡大し、2013
年には、２件の財産事案で事業者に対する
勧告を行いました（図表Ⅰ-２-２-１７）。
　このような仕組みの下、2018年度末まで
に、消費者安全法の規定に基づく注意喚起
を累計74件（生命・身体事案３件、財産事
案71件）実施しています。
　消費者庁では、2010年には、消費者安全
法第６条の規定に基づき、「消費者安全の
確保に関する基本的な方針」（2010年内閣
総理大臣決定）を作成するなど、様々な取

① 消費者被害に対して、すき
間なく迅速に対応する機能

消費者事故等に関する情報の
一元的集約・分析・注意喚起等

図表Ⅰ-2-2-16 生命・身体に関する事故情報の収集・活用の全体像

事故等原因調
査等の申出

消費者

消費者庁（事故情報を一元的に集約）

消費者の生命・身体に関する事故発生

事故情報の相談・通報等

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品※）
［837件］

事業者 医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データ
バンク参画機関

（関係省庁、
独立行政法人等）

事故情報
の提供
[6,602件]

事故情報
の提供
[5,791件]

消費生活用製品安全
法に基づく報告 個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知
［2,695件］

PIO―NET情報
（全国消費生活情報
ネットワークシステム）
[12,734件]

関係省庁・
地方公共団体等

消費者相談窓口
国民生活センター
消費生活センター

消費者安全法に基づく通知等

意見・措置要求等

処分・指導等

各省庁

消費者 事業者

注意喚起等
勧告・意見

各省庁

消費者・事業者

消費者安全調査委員会

［　］内の件数は2018年度のもの ※消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される
製品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の
対象となっているもの（食品・医療品・自動車等）を除く製品。

す
き
間
事
案
の
措
置

36�）これ以降、「消費者行政の司令塔機能」といった用語を用いる場合には、主にこれらの機能を意味するものとする。
37�）消費者安全法の一部を改正する法律（平成24年法律第77号）
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組を推進してきました。2010年には、消費
者事故について分析・原因究明をするため
の助言や指導を行う「事故情報分析タスク
フォース38」を設置し、同タスクフォース
は2012年に設置された消費者安全調査委員
会に引き継がれました。2010年には、国民
生活センターと連携し、関係機関の協力を
得て生命・身体に関する事故情報等を幅広
く集約して提供する「事故情報データバン
ク」の運用を開始し、また同年から、消費
者からの苦情にはなりにくい消費者の不注
意や誤った使い方による事故の情報を医療
機関から収集する「医療機関ネットワーク
事業」も開始しています（第２部第１章第
２節参照。）。
　さらに、欠陥等がある製品について、事
業者がリコール措置を行う場合があります

が、リコール情報を適切に消費者に届ける
ことは、同種の消費者被害を繰り返さない
ために重要です。消費者庁では、2012年か
ら、各府省に多岐にわたって存在している
リコールに関する情報を一元化して消費者
に提供する「消費者庁リコール情報サイ
ト39」の運用を開始しました。
　加えて、消費生活用製品安全法に基づく
重大製品事故の報告・公表制度については、
消費者庁の設置により2009年から、重大製
品事故の受理及び公表業務（事業者名公表
も含む。）を消費者庁が行うこととなり、
これまでに累計9,240件の事故を公表して
います（2018年度末時点）。

図表Ⅰ-2-2-17 財産に関する事故情報の収集・活用の全体像

事業者向けの措置消費者向けの措置

すき間、非すき間
に関係なく

【消費者庁】

すき間
事案

非すき間
事案

～消費者安全法の執行～　消費者庁の事務フロー

◎調査
・関連事実の調査、消費者からの被害聴取
・消費者事故等（第２条第５項第３号）の認定　等

さらに ・多数消費者財産被害事態（第２条第８項）の認定
・実在する事業者か、隙間事案か否か　等

◎端緒
・提供された情報の分析
・調査対象事案の選定（消費者の財産被害の発生などの観点から）

◎罰則（第52条、第56条）

◎情報提供
・第12条第２項に基
づく通知

・PIO―NET入力　等

◎情報提供
（第38条第１項、第2項）
・消費者被害の発生又
は拡大の防止のため
に資する情報

◎関係機関への
措置要求

（第39条第１項）
・消費者被害の発生又は
拡大の防止を図るため
・措置がある法律の所管
官庁へ措置要求

◎勧告（第40条第４項）
・事業者へ不当な取引の取り
やめを勧告
・行政指導

◎命令（第40条第５項）
・正当な理由なく勧告に係る
措置をとらなかった場合
・行政処分

◎注意喚起
（第38条第１項）
・消費者被害の発生又は
拡大の防止を図るため
消費者の注意を喚起

情
報
の
集
約
・
分
析

都
道
府
県

市
町
村

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

関
係
行
政
機
関

38�）消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に対する附
帯決議（参議院）14を踏まえ設置。
39�）https://www.recall.caa.go.jp/
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　2012年に、消費者事故からの教訓を得て、
事故の予防・再発防止のための知見を得る
ことを目的に消費者安全調査委員会（以下
「消費者事故調」という。）が設置されま
した40。消費者事故調は、事故原因につい
て、機械の不具合の有無、法令違反といっ
た点だけでなく、消費者によって実際に使
われる環境や人間の行動特性にも目を向
け、幅広い視点から、科学的かつ客観的な
調査を行っています。
　また、消費者事故調による調査の対象と
なり得る事故等は、幅広い分野の生命身体
事故等に及ぶため、「公共性」、「被害の程
度」、「単一事故の規模」、「多発性」、「消費
者による回避可能性」及び「要配慮者への
集中」の要素を総合的に勘案して選定し、
事故等原因調査等を実施しています（図表
Ⅰ-２-２-１８）。
　消費者事故調発足以来、16件の調査等を
開始し、うち14件の事案について最終報告
を行うとともに、関係行政機関の長に対し
て意見を述べています（2019年３月末時点）
（図表Ⅰ-２-２-１９）。意見については、フォ
ローアップを行い、事故の発生状況はどの
ようになっているか、再発防止の取組がな
されているかについて確認することとして

います。
　引き続き、消費者安全の考え方や継続的
な安全管理の取組の重要性が広く社会で共
有され、実践されるよう、調査等によって
得られた知見を適切に社会に提供するよう
努めていきます。

事故の原因究明（消費者安全調査
委員会の設置・取組）

図表Ⅰ-2-2-18 消費者事故調における事
故等原因調査等の流れ

事故等の発生

端緒情報の入手

情報の収集

調査等の対象の選定

事故等原因調査（自ら調査）

他の行政機関等による
調査等の結果の評価

実施

実施

報告書の作成・公表

評価書の作成・公表

勧告・意見

フォローアップとして、原則、報告書公表から１年後に、関係行政機
関の取組状況を把握

他の行政機関で調査等が行
われていない場合

他の行政機関等で調査等が
行われているが、消費者安
全の確保の見地から必要な
事故等原因の究明結果が得
られない場合

他の行政機関等で調査等が行われてお
り、その結果が得られる場合

必要に応じて当該行政機関の長に意見
更に必要があると認める場合

40�）2012年に消費者安全法の一部を改正する法律が成立し、同年10月１日に消費者庁内に設置。
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図表Ⅰ-2-2-19 消費者事故調案件一覧（2019年 3 月末時点）

1 ） 2014年 6 月の意見に対するフォローアップとしての実態調査結果を踏まえた再意見。
2） 事案を絞らず当該事案をテーマとして広く調査する手法。

案件 経過

調
査
等
を
終
了
し
た
事
案

ガス湯沸器事故（東京都内） 2014年 1 月評価書公表とともに経済産業省に意見

幼稚園で発生したプール事故（神奈川
県内）

2014年 6 月報告書公表とともに内閣府、文部科学省及び厚生労
働省に意見
2018年 4 月内閣府、文部科学省及び厚生労働省に再意見1

機械式立体駐車場事故 2014年 7 月報告書公表とともに消費者庁及び国土交通省に意見
2015年 1 月解説書公表

家庭用ヒートポンプ給湯機の事案 2014年12月報告書公表とともに消費者庁、公害等調整委員会、
経済産業省及び環境省に意見

エスカレーター事故（東京都内） 2015年 6 月報告書公表とともに消費者庁及び国土交通省に意見

毛染めによる皮膚障害 2015年10月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労働省に意見

子供による医薬品誤飲事故
2014年12月経過報告公表とともに消費者庁及び厚生労働省に意
見
2015年12月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労働省に意見

ハンドル形電動車椅子を使用中の事故 2016年 7 月報告書公表とともに消費者庁、厚生労働省、経済産
業省及び国土交通省に意見

エレベーター事故（東京都内） 2016年 8 月報告書公表とともに国土交通省に意見

体育館の床板の剝離による負傷事故 2017年 5 月報告書公表とともに文部科学省に意見

玩具による乳幼児の気道閉塞事故 2017年11月報告書公表とともに消費者庁及び経済産業省に意見

家庭用コージェネレーションシステム
の事案

2017年12月報告書公表とともに消費者庁、公害等調整委員会、
経済産業省及び環境省に意見

電動シャッター動作時の事故 2018年 9 月報告書公表とともに消費者庁及び経済産業省に意見

住宅用太陽光発電システムから発生し
た火災事故等 2019年 1 月報告書公表とともに消費者庁及び経済産業省に意見

調
査
中
の
事
案

歩行型ロータリ除雪機による事故 2018年 2 月テーマ選定2

2018年11月経過報告公表

幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故 2018年11月テーマ選定2
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　消費者事故調は、2019年１月に、住宅用太陽光発電システム（図表（a））から発生
した火災事故等の報告書を公表しました。
　住宅用太陽光発電システムは、国内における累計導入件数が200万件以上ある、公
共性の高いものです。同システムから発生した住宅の火災事故等が2017年までに13件
起きており、また被害の程度も大きくなる場合があります（図表（b））。
　火災事故等の原因として、モジュールの経年劣化又は製造上の問題による不具合が
発 生し、その不具合が進行することや、ケーブルの施工不良が考えられました。加え
て、モジュールやケーブルと屋根の木材の間に、鋼板等の不燃材料が存在しない設置
形態の製品が発火した場合、住宅への延焼が発生するおそれがあります（図表（c）、
（ｄ））。
　報告書では、当該製品と屋根の木材との間に不燃材料等を挿入することが当面の最
も有効な再発防止策であるとしました。また、発火の可能性のある不具合の存在を確
認するための点検の促進や、消費者に対する火災リスク、点検の重要性についての分
かりやすい情報提供も重要としました。

住宅用太陽光発電システムから発生した火災
事故等報告書の公表

C O L U M N 6

【ID3092】【コラム】太陽光報告書概要.pptx

【図表】　住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故について

（c）屋根断面イメージ図

（a）住宅用太陽光発電システム（破線で示す範囲）

（d）一般的な住宅の屋根構造の一例

（b）屋根の被害状況（例）

ケーブル
（太陽電池モジュール
からパワーコンディ
ショナまで）

太陽電池モジュール

接続箱

分電盤
電力量計

商用系統
売
電
用

買
電
用

パワーコンディショナ

屋根置き型

鋼板等付帯型 鋼板等なし型

鋼板等敷設型

架台 ケーブル

ケーブル

モジュール

モジュール ケーブル モジュール

ルーフィング（可燃物）
野地板（可燃物）

野地板（可燃物）

屋根材（瓦、スレート、
金属屋根等）

ケーブル モジュール

ルーフィング（可燃物）

ルーフィング
（可燃物）

野地板（可燃物） ルーフィング
（可燃物）

野地板（可燃物）
不燃材料（鋼板等）

不燃材料（鋼板等）

屋根材

ルーフィング

野地板

垂木
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　消費者庁は、消費者行政の司令塔として、
消費者利益の擁護及び増進に関わる主要な
法律（消費者に身近な法律）を所管してい
ます。その上で、消費者庁が法執行の権限
を有する法令（景品表示法、特定商取引法
等）については、消費者庁が中心となって
法執行を行うこととなりました（図表Ⅰ-２-
２-２0）。
　例えば、取引の公正を確保し消費者被害
を防止するため、消費者庁は、特定商取引
法や預託法を所管しています。これらの法
律・関連政省令は、高齢化の進展等の社会
経済情勢の変化や悪質事業者の手口の一層
の巧妙化等に対応するため、累次にわたり

改正されています。また消費者庁は、全国
の地方経済産業局等と一丸となって、これ
らの所管法令を厳正かつ適切に執行してお
り、特に、全国的な広がりがあり、甚大な
消費者被害のおそれのある重大事案に対し
て重点的に取り組んでいます。消費者庁が
設立された後の特定商取引法及び預託法に
基づく国（消費者庁及び地方経済産業局）
による行政処分の件数は、合計381件となっ
ており（2019年３月末時点）、特に近年は、
売上高4110億円以上の大規模事業者等に対
する行政処分件数が増加傾向にあります
（2016年度は21件、2017年度は15件、2018
年度は20件）。
　また、景品表示法は、消費者にその商品・
サービスについて実際のもの又は競争事業
者のものより著しく優良又は有利であると

一元的に集約・分析された情報に
基づく法執行等

図表Ⅰ-2-2-20 消費者庁における法律の所管形態

所管の対象 ＝  消費者利益の擁護及び増進に関わる主要な法律（消費者に身近な法律）を所管。
　　　　　　　 （他の法律分野についても、「消費者安全法」による措置要求等で対応。）

所管の形態 ＝  行政組織の肥大化を招かぬよう、国の地方出先機関、都道府県を活用。消費者庁の主
導の下、効率的に法執行。二重行政を回避。

表示関係（景品表示法、食品表示法（JAS法、食品衛生法、健康増進法を一元化）、家庭用品品質表示法　等）
◎　消費者庁が、企画立案を担うとともに、自ら、立入検査、命令等を行う。
◎　立入検査、命令等を行うに当たっては、国の地方出先機関、都道府県等と適切に連携。

取引関係（特定商取引法、特定電子メール法、預託法　等）
◎　消費者庁が、企画立案を担うとともに、自ら、立入検査、命令等を行う。
◎　 特に、消費者トラブルの多い特定商取引法については、執行体制を経済産業省から消費者庁に移管し、地方の経済産業

局を直接に消費者庁が指揮監督することにより、実質的に執行体制を一元化。

業法関係（貸金業法、割賦販売法、宅地建物取引業法、旅行業法）
◎　消費者庁が、行為規制について、企画立案を担う。
◎　 消費者庁は、業所管大臣の行う処分に関し、協議を受け、必要な意見を述べる。意見を述べるため必要な立入検査は消

費者庁が行う。二重行政を回避しつつ、消費者の目線を反映。

安全関係（消費生活用製品安全法、家庭用品規制法、食品衛生法、食品安全基本法）
◎　安全基準の策定は、各省の専門性を活用し、消費者庁が協議を受けることで、消費者の目線を反映。
◎　消費生活用製品安全法の重大製品事故報告制度は、消費者庁が所管し、迅速に事故情報を公表。
◎　食品安全基本法に基づき、食品安全行政の基本方針を消費者庁が所管し、司令塔として機能。

その他関係（製造物責任法（PL法）、消費者契約法、公益通報者保護法　等）
◎　消費者庁が企画立案を担うことにより、消費者利益の擁護及び増進を実効的に図る。

41�）売上高は、消費者庁において確認することができた直近事業年度のもの。
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誤認される表示等を禁止等しています。景
品表示法に違反する行為があれば、事業者
に対して、その行為の取りやめ、再発防止
策の実施等を命令する行政処分等を行って
おり、消費者庁では、2009年度から2018年
度までに、景品表示法に基づく措置命令を
302件、課徴金納付命令を40件行いました。
　以上のように、消費者庁は、事案の性質
に応じて地方公共団体等との連携や役割分
担の下に、所管法令を適切に執行していま
す（図表Ⅰ-２-２-２１）。
　一方、消費者庁以外の府省庁が所管する
分野については、それぞれの分野の所管府
省庁が法執行を行いますが、各府省庁が迅
速に対応しない場合には、消費者安全法の
規定に基づき措置要求等を検討します。い

わゆる「すき間事案」については、同じく
消費者安全法の規定に基づき消費者庁が法
執行をすることで、網羅的かつ効率的に対
応することができるようになりました。
　このような仕組みを整備することによ
り、消費者庁が、一元的に収集された情報
を基に、事案の性質に応じ適切な手段を選
択し、すき間のない迅速な対応をすること
が期待できます。
　なお、消費者安全法の規定に基づく法執
行の実績については、事業者に対する行政
措置が２件であり、各府省庁に対する措置
要求は実績がありません（2019年３月末時
点）。

図表Ⅰ-2-2-21 主な法律の執行状況

法律名 実施主体 措置内容 2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度 合計

特定商取引法

消費者庁

業務停止命令 2 15 11 21 9 8 11 9 9 8 103

指示 2 14 12 8 1 15 6 9 11 11 89

業務禁止命令 － － － － － － － － － 15 15

経済産業局
※1

業務停止命令 12 13 13 10 3 8 12 5 6 5 87

指示 10 11 7 1 8 9 5 5 6 8 70

業務禁止命令 － － － － － － － － － 11 11

預託法
業務停止命令 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

措置命令 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

特定電子メール法 措置命令 4 7 10 8 7 7 7 0 2 0 52

景品表示法
措置命令 6 20 28 37 45 30 13 27 50 46 302

課徴金納付命令 － － － － － － － 1 19 20 40

家庭用品品質表示法 指示 7 6 4 9 20 4 7 35 1 11 104

健康増進法
勧告 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

指導 0 0 0 1 10 20 27 46 34 29 167

食品表示法
（JAS法※2）

消費者庁※3 指導 1 2 0 0 6 2 15 4 0 2 32

農水省※4 指示 31 24 7 23 14 14 5 12 11 12 153

消費者安全法

（生命・身体
事案） 注意喚起 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

（財産事案）
注意喚起 0 1 7 5 7 10 9 10 10 12 71

勧告 － － － － 2 0 0 0 0 0 2

（注）　都道府県の執行状況については、本報告資料編（資料10- 1 ）を参照。
※ 1　2009年度は消費者庁設置以後の実績を記載。
※ 2　2014年度まではJAS法、2015年度から食品表示法に基づく実績を記載。
※ 3　消費者庁において、JAS法に基づく命令を 1件（2012年度）及び同法に基づく指示を 1件（2010年度）行っている。　
※ 4　農林水産省の集計により記載。
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　消費者政策の推進には多くの府省庁が関
与しており、関係府省庁一体となった取組
が不可欠です。しかし、各府省庁の縦割り
的な仕組みが制約となることもあったた
め、消費者庁には、消費者政策を一元的に
推進するための強力な権限を付与して、消
費者行政における司令塔機能を十分発揮す
ることが期待されました。このため、消費
者庁設置と共に必置化された消費者担当大
臣には、関係行政機関の長に対し、勧告す
ることができる権限が与えられました42。
また、2016年からは内閣官房・内閣府見直
し法43により、消費者問題と食品安全に関
する総合調整機能が消費者庁に移管されま
した。これらにより、重要な消費者事故等
が発生し、又は発生するおそれがある場合
等には、消費者に対する注意喚起を行うと
ともに、関係府省庁間の連絡会議等を開催
して、政府全体として講ずべき対応を確認・
決定するなど、必要な対応を速やかに実施
することとなっています。
　以下では、消費者庁が府省庁横断的に取
り組んだ主な事例を紹介します。

ⅰ．食品安全に関する取組
　食品は、これに含まれる有害な微生物や
化学物質等の危害要因を摂取することに
よって人の健康に悪影響を及ぼす可能性が
あることから、2003年に成立した食品安全
基本法により、その発生を防止し、又はそ

のリスクを適切なレベルに低減するための
枠組み（リスクアナリシス）が日本の食品
安全行政に導入されました。この枠組みに
基づき、リスク評価機関である内閣府食品
安全委員会と、リスク管理機関である厚生
労働省、農林水産省、消費者庁等が連携・
協力して、食品安全行政を展開しています。
　食品安全に関する緊急事態等において
は、「消費者安全の確保に関する関係府省
緊急時対応基本要綱」（2012年９月関係閣
僚申合せ）で定める手順に基づき、関係府
省庁が相互に十分な連絡及び連携を図り、
政府一体となって迅速かつ適切に対応し、
消費者被害の発生・拡大の防止に努めると
ともに、関係行政機関や事業者、医療機関
等から寄せられる事故情報については迅速
かつ的確に収集・分析を行い、消費者への
情報提供等を通じて、生命・身体に係る消
費者事故等の発生・拡大を防止することと
しています。なお、同要綱及び「冷凍食品
への農薬混入事案を受けた今後の対応パッ
ケージ」（2014年３月関係府省庁局長申合
せ）を踏まえ、消費者庁では、関係府省と
連携し、毎年度１回緊急時対応訓練を実施
しています。また、定期的な関係府省庁の
相互の十分な連絡及び連携を目的として、
食品安全行政に関する関係府省連絡会議
（局長級）を毎年度２回開催しています。
　また、2011年３月に発生した東京電力福島
第一原子力発電所事故を受け、消費者の食
の安全・安心を確保し、食品中の放射性物
質に関する理解を広げることを目的として、
2011年度から「食品中の放射性物質」に関す
る情報提供とリスクコミュニケーションの推
進に取り組んでおり、関係府省庁、地方公共
団体及び各種団体とも連携して、消費者と専

② 府省庁横断的に消費者政
策を推進する調整機能

消費者問題への対応における
調整機能の発揮

42�）内閣府設置法（平成11年法律第89号）第12条第２項
43�）内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律
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門家、生産者、行政担当者等が共に参加す
る意見交換会を2018年度末までに862回開催
しています（図表Ⅰ-２-２-２２）。

ⅱ．子供の事故防止に関する取組
　消費者を取り巻く生活環境、消費者の生
活スタイルは、時代と共に変化しています。
生活スタイルが変わり、昔から使われてい
るものが当時の想定にない使い方をされて
事故のリスクが生じることや、消費者の
ニーズに応えた便利な新製品が、一方で事
故の原因となることも考えられます。中で
も発達段階にある子供は、身体機能が未熟
であるため、事故に遭うと大人よりも危険
な状態に陥りやすいという特徴があります。
　長年にわたり、14歳以下の子供の死因の
上位が不慮の事故となっている状況の中、
消費者庁では設置後間もない2009年度から
「子どもを事故から守る！プロジェクト」
を推進し、子供の事故防止に向けた取組を
行っています。
　また、子供の事故は多岐にわたり、様々

な場面や製品・サービスが関係しています。
そこで、事故防止の取組に関係の深い府省
庁で協力し、政府全体でより一層の事故防
止に向けた取組強化を図るため、2016年度
には、「子供の事故防止に関する関係府省
庁連絡会議」を設置し、消費者庁が事務局
を担っています。関係府省庁44が子供の事
故の実態及び子供の事故防止に向けた各種
取組等を情報交換し、緊密に連携して、保
護者の事故防止意識を高めるための効果的
な啓発活動の実施、教育・保育施設等の関
係者による取組、子供の事故防止に配慮さ
れた安全な製品の普及等の、総合的な取組
を推進しています。
　さらに、2017年度には、「子どもの事故
防止週間」を創設し、共通テーマを掲げて
関係府省庁が連携し、集中的に広報を実施
して、相乗効果が期待できる啓発活動に取
り組んでいます45。

ⅲ．架空請求対策パッケージ
　2017年度に架空請求に関する消費生活相

図表Ⅰ-2-2-22 消費者庁が実施したリスクコミュニケーションの実績

主なテーマ 2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度 テーマ別合計

食品中の放射性物質 45 175 99 99 100 100 108 136 862
牛海綿状脳症（BSE） － 2 2 － － 2 － － 6
健康食品 3 － 3 2 2 2 5 8 25
輸入食品 － 3 － － － 1 － － 4
農薬 － － － 1 2 － － － 3
食中毒 － － － － 4 － － － 4
食品添加物 － － － － － 1 1 1 3
食品安全全般等 － － － － 3 3 21 26 53
年度別合計 48 180 104 102 111 109 135 171 960

44�）2018年度末時点で、内閣府、警察庁、消費者庁、総務省消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産
業省、国土交通省、海上保安庁で構成。
45�）2017年度は５月22日から28日まで「外出時の子どもの事故防止」をテーマに、2018年度は５月21日から27日まで「水
の事故」と「幼児用座席付自転車の事故」をテーマに、実施した。
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談の件数が急増したことから、被害の未然
防止、拡大防止を図るため、2018年７月に
「架空請求対策パッケージ」を消費者政策
会議において決定しました。架空請求がな
されてから被害が発生するまでのプロセス
を示し、関係省庁等が連携して、プロセス

ごとに対策等を提示し、その推進を図って
います。
　そのほかにも、様々な分野において関係
府省庁と連携した取組を進めています（図
表Ⅰ-２-２-２３）。

図表Ⅰ-2-2-23 各府省庁と連携して行った主な取組

美容医療関
係の消費者
トラブルへ
の対応

消費者委員会の建議（2011年）を受け、厚生労働省が「医療機関のホームページの内容の適切
なあり方に関する指針」（2012年 9 月）を策定し、各地方公共団体に「美容医療サービス等の
自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」（2013年 9 月）を通知。
消費者委員会は2015年 7 月にも建議を公表し、医療法等の一部を改正する法律（平成29年法律
第57号）が成立。
消費者庁は、消費者委員会専門調査会における議論を踏まえ、一定の美容医療契約を特定継続
的役務提供として特定商取引法の規制対象としたほか、普及啓発（チラシ作成）、消費者庁ウェ
ブサイトを活用した情報提供、PIO-NETに登録された消費生活相談情報の地方公共団体の保
健・衛生部局への提供（厚生労働省経由）等を実施。

サブリース
問題への対
応

消費者庁では、国土交通省と共同で注意喚起を実施（2018年 3 月）。2018年10月には国土交通
省に加えて金融庁とも共同して注意喚起を更新し、公表。さらに、2018年11月、より簡潔な啓
発用資料を作成し、公表。
また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員向けの研修を実施。

ギャンブル
等依存症対
策の推進

2018年 7 月に成立したギャンブル等依存症対策基本法（平成30年法律第74号）（同年10月施行）
に基づいて設置されたギャンブル等依存症対策推進本部においては、内閣府特命担当大臣（消
費者及び食品安全）が、厚生労働大臣と共に副本部長に特定された。
消費者庁においては、2018年 3 月、関係省庁と連携し、注意喚起・普及啓発資料や消費生活相
談員向けのマニュアルを作成し、公表。その後も、青少年向けの啓発用資料や啓発用資料のサ
ンプルを作成し、公表したほか、2019年 3 月、マニュアルの改定を実施。また、国民生活セン
ターにおいて、消費生活相談員向けの研修を実施。

多重債務問
題への対応

2006年に貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成18年法律第115号）が成立。
関係省庁が十分連携の上、「多重債務問題改善プログラム」を多重債務者対策本部において決
定（2007年 4 月）。
消費者庁においては、金融庁と共同でマニュアルを作成・公表（2011年 8 月）。また、2012年
9 月以降、金融庁と共同で「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」を開催。
また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員向けの研修を実施。

暗 号 資 産
（仮想通貨）
をめぐる問
題への対応

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律（平成28年
法律第62号）の施行（2017年 4 月）により、暗号資産（仮想通貨）の交換等を行う事業者に対
する登録制が導入された。2017年 9 月、金融庁・財務局により登録を受けた事業者が公表され
るタイミングに合わせ、金融庁・消費者庁・警察庁が共同で、注意喚起を実施。
その後、金融庁・財務局が個々の業者に立入検査を行うなど、モニタリングをより一層強化す
る中で、様々な課題が明らかとなったことを踏まえ、2018年10月、金融庁・消費者庁・警察庁
が共同で、注意喚起の内容を更新し、改めて公表。
金融庁・消費者庁・警察庁で情報交換の会議を開催しているほか、金融庁と調整を行いながら、
消費生活相談員向けの情報提供を随時実施。また、国民生活センターにおいて研修を実施。

廃棄食品の
不正流通問
題への対応

食品廃棄物が不正に転売され、その後、消費者に食品として販売されていた事案が判明（2016
年 1 月）。
消費者の信頼を確保するため、関係行政機関及び関係事業者が連携し、食品廃棄物の処理に係
る対策と、食品関係事業者による食品の適正な取扱いに係る対策の両面から、隙間なく対策を
講ずるため、食品安全行政に関する関係府省連絡会議において、「廃棄食品の不正流通に関す
る今後の対策」（2016年 2 月26日食品安全行政に関する関係府省連絡会議申合せ）を取りまとめ。

第
１
部

第
２
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
の
こ
れ
ま
で
の
取
組

73



　消費者政策は、各府省庁の所掌分野にま
たがる幅広い問題を対象とすることから、
その効果的な推進を図るためには、各府省
庁の施策を一元的に取りまとめ、整合性を
確保することが必要となります。
　「消費者政策の推進に関する基本的な計
画」（以下「消費者基本計画」という。）は、

消費者基本法第９条の規定に基づき、長期
的に講ずべき消費者政策の大綱及び消費者
政策の計画的な推進を図るために必要な事
項について閣議決定するものです。2005
年46、2010年、2015年と３期にわたり策定
され、第２期と第３期の消費者基本計画に
ついては消費者庁の設置後に取りまとめら
れました47。
　現行の第３期消費者基本計画では、2015
年度から2019年度までの５年間に取り組む
べき施策として、六つの枠組みを示し、そ
の評価指標（KPI）と共に規定しています
（図表Ⅰ-２-２-２４）。また、本計画に基づき

③ 政府の消費者政策の
計画的な推進

消費者基本計画の策定と
検証・評価・監視

図表Ⅰ-2-2-24 第 3 期消費者基本計画（2015年度から2019年度まで）の概要

① 消費者の安全の確保 ② 表示の充実と信頼
の確保

③ 適正な取引の実現 ④ 消費者が主役と
なって選択・行動
できる社会の形成

⑤ 消費者の被害救
済、利益保護の枠
組みの整備

⑥ 国や地方の消費者
行政の体制整備

（ 1） 事故の未然防止
（ 2） 事故等の情報収

集と発生・拡大
防止

（ 3） 原因究明調査と
再発防止

（ 4） 食品の安全性の
確保

（ 1） 景品表示法の普
及啓発・厳正な
運用

（ 2） 商品・サービス
に応じた表示の
普及・改善

（ 3） 食品表示による
適正な情報提
供・関係法令の
厳正な運用

（ 1） 横断的な法令の
厳正な執行、見
直し

（ 2） 商品・サービス
に応じた取引の
適正化

（ 3） 情報通信技術の
進展に対応した
取引の適正化

（ 4） 犯罪の未然防
止・取締り

（ 5） 規格・計量の適
正化

（ 1） 政策の透明性確
保と消費者意見
の反映

（ 2） 消費者教育の推進
（ 3） 消費者団体、事

業者・事業者団
体等の取組の支
援・促進

（ 4） 公正自由な競争の
促進と公共料金
の適正性の確保

（ 5） 環境に配慮した消
費行動等の推進

（ 1） 被害救済、苦情
処理、紛争解決
の促進

（ 2） 高度情報通信社
会の進展への対応

（ 3） グローバル化の
進展への対応

（ 1） 国の組織体制の
充実・強化

（ 2） 地方における体
制整備

5 年間で取り組むべき施策の内容

計画の効果的な実施

○工程表の作成

・ ５ 年間の取組予定を明確化
・ 効果把握のため、施策ごとに指
標（KPI）を具体化

・ 各府省庁等は、工程表の施策を
着実かつ積極的に推進

【実施状況の検証・評価・監視】
・ 毎年度、実施状況を取りまとめ
・ 消費者委員会、消費者政策会議
で検証・評価等を実施

【見直し】
・ 1年に 1回は工程表を改定
・ 環境や課題、取り組むべき
施策に大きな変化がある場
合は計画を改定

46�）第１期消費者基本計画については、内閣府の国民生活局（当時）で取りまとめた。
47�）第４期の消費者基本計画については、多様な有識者の参画を得て、2017年10月から、「第４期消費者基本計画の
あり方に関する検討会」を開催し、2019年１月８日に検討会での議論の取りまとめを報告（詳細は第１部第３章参
照。）。
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関係府省庁が講ずる具体的施策について、
その実施状況を検証・評価するための工程
表を作成し、毎年改定するとともに、計画
の検証・評価に際しては、政府の消費者政
策を監視する観点から消費者委員会が意見
を表明しています。このように、PDCAサ
イクルを機能させつつ、関係府省庁と連携
し、消費者基本計画及び工程表に盛り込ま
れた施策を着実に推進しています。

　各府省庁縦割りの法制度の弊害として、
所管ごとの規制の程度にばらつきがあるこ
とや、複数の法律による規制の仕組みが複
雑であること等が挙げられます。そこで、
消費者の目線に立ちつつ、各府省庁の縦割
りを超えて、幅広い分野を対象にした横断
的な新法等を企画立案することが消費者庁
の重要な任務とされました。
　これにより、必要に応じて新規立法の企
画立案等に取り組むとともに、所管ごとに
分断されていた個別の規制を横断的に体系
化することによって、他分野より遅れた分
野の規制を改善することができ、さらには
所管ごとで錯綜していた規制を分かりやす
いものとすることが期待されます。
　以下では、消費者庁が分野横断的な法令
の企画立案を行った主な事例を紹介します。

ⅰ．食品表示制度の一元化
　食品表示は消費者が食品を購入するとき、
食品を適切に選択したり、安全に食べたり
するため、食品の内容を正しく理解する上
で重要な情報源です。消費者庁設置時には、

食品の表示について一般的なルールを定め
ている法律として、食品衛生法、JAS法、
健康増進法の三法があり、三法それぞれに
基づき複数の表示基準が定められ、用語の
定義が異なるなど、分かりにくいものとなっ
ていました。その結果、消費者にとって分
かりにくい制度となっていたばかりか、事
業者にとっても、同一の食品に複数の法律
が定める基準に従って表示を行わなければ
ならない状況が生じていました。
　2013年に食品表示法が成立し、2015年か
ら施行され、食品衛生法、JAS法、健康増
進法の三法の食品表示に関する規定が統合
されたことにより、食品表示に関する包括
的かつ一元的な制度が創設されました。ま
た、同法の制定を受けて、58本あった表示
基準についても整理統合が行われました
（図表Ⅰ-２-２-２５）。
　新たな食品表示制度が導入された後も、
制度の更なる充実のため、個別の検討課題
等について、検討48、整備を進めています。
　例えば、加工食品の原料原産地表示につ
いては、有識者による検討を踏まえ、2017
年９月に、輸入品を除く全ての加工食品に
ついて、重量割合上位１位の原材料の原産
地を義務表示の対象とすること等を内容と
する食品表示基準の一部を改正する内閣府
令が公布されました。
　遺伝子組換え食品の表示についても、有
識者による検討を経て、2019年４月25日に
食品表示基準の一部を改正する内閣府令が
公布されました。この改正は、情報が正確
に消費者に伝わるようにすることに主眼を
置き、任意表示制度について、①分別生産
流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の
混入を５％以下に抑えているものについ

分野横断的な法令の整備

48�）「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会」、「機能性表示食品制度における機能性関与成分
の取扱い等に関する検討会」、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」、「遺伝子組換え表示制度に関する
検討会」において、それぞれ報告書の取りまとめを行った。
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て、これまでは「遺伝子組換えでない」と
の表示が認められていたところ、今後は、
「適切に分別生産流通管理している」旨の
表示ができることとし、②遺伝子組換え農
産物が「不検出」の場合に限り、「遺伝子
組換えでない」という表示を認めることと
するものです。新たな制度は、2023年４月
１日から施行されます。
　2018年には、食品衛生法に食品リコール
情報の報告制度が導入されたこと等に伴
い、食品表示法についても、食品リコール
情報の行政機関への届出を義務化する改正
法案49が成立しました。

ⅱ．消費者契約法
　2001年から施行された消費者契約法は、
消費者と事業者との間で、締結される契約
を幅広く対象としてその適正化を図る民事
ルールを規定しています。社会経済情勢の
変化等を踏まえ、法の実効性を確保するた

め、2016年及び2018年に改正法案が成立し
（以下、それぞれ「2016年改正」50、「2018
年改正」51という。）、取消しの対象となる
不当な勧誘行為や無効となる不当な契約条
項の拡充等が行われてきました。具体的に
は、初めての民事ルール部分の改正となっ
た2016年改正では、社会の高齢化の進展を
背景に、いわゆる過量契約に係る取消権の
創設等がなされました。また、2018年改正
では、若年者を含めた幅広い世代に消費者
被害が生じている状況を念頭に、社会生活
上の経験不足等を利用する行為（就職セミ
ナー商法、デート商法等）により消費者が
困惑した場合における取消権の創設等がな
されました。その後は、2018年改正の審議
の際の、衆参両院の委員会における附帯決
議の趣旨を踏まえ、2019年２月から「消費
者契約法改正に向けた専門技術的側面の研
究会」を開催し、消費者契約法の各種論点
について、法制的・法技術的な観点から、

図表Ⅰ-2-2-25 食品表示制度の一元化

食品衛生法JAS法 健康増進法

食品安全の確保

原材料名

内容量

原産地

品質
名称

賞味・消費期限

保存方法

遺伝子組換え

製造者名等

健康増進法
（栄養表示）

等

添加物

アレルギー
等

等

一元化

食品表示法（平成25年法律第70号）

【目的】
○食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自
主的かつ合理的な食品選択の機会の確保

〈新たな食品表示基準のポイント〉
①栄養成分表示の義務化
②製造所固有記号の使用に係るルールの改善
③アレルギー表示に係るルールの改善
④新たな機能性表示制度の創設

※「食品表示法」及び食品表示法に基づく「食品
表示基準」は2015年４月より施行。

【目的】
○農林物資の品質の
改善
○品質に関する適正
な表示により消費
者の選択に資する

【目的】
○栄養の改善その他
の国民の健康の増
進を図る

【目的】
○飲食に起因する衛
生上の危害発生を
防止

49�）食品表示法の一部を改正する法律（平成30年法律第97号）
50�）消費者契約法の一部を改正する法律（平成28年法律第61号）
51�）消費者契約法の一部を改正する法律（平成30年法律第54号）
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検討を行っています。

ⅲ．消費者団体訴訟制度
　消費者被害については、同種の被害が多
数発生するという特徴があります。消費者
被害の未然防止・拡大防止を図るため、適
格消費者団体が事業者の不当な行為に対し
て差止請求権を行使することができる制度
について消費者契約法の改正により2007年
６月から運用が開始され、2009年からは景
品表示法及び特定商取引法に、2015年から
は食品表示法に差止請求権を行使できる対
象が広がりました。
　また、消費者被害については、個々の消
費者が受ける被害額が僅少であることか
ら、訴訟により被害の回復を図ることが困
難でした。そこで、消費者の財産的被害を
集団的に回復するため、消費者裁判手続特
例法が制定され、2016年10月から、特定適

格消費者団体が（個々の消費者に代わって）
訴訟を通じて集団的な被害の回復を求める
ことができる制度の運用が開始されました
（図表Ⅰ-２-２-２６）。
　また、被害回復裁判手続の実効性を強化
するため、2017年には、国民生活センター
法が改正52され、国民生活センターが特定
適格消費者団体に代わって、仮差押えの担
保を立てることができるようになりました。

　消費者庁は、物価に関する基本的な政策
の企画立案や推進についても所掌していま
す。オイルショックのような物価に関する
異常事態が発生した際に、国民生活の安定
等を図るための法令53を所管するととも
に、生活関連物資等の価格調査等を実施し

物価対策の推進

図表Ⅰ-2-2-26 2 段階型の訴訟制度

被害回復の流れ〈２段階型の訴訟制度〉
　特定適格消費者団体が、事業者の金銭支払義務の確認を求めて
訴訟を提起（第１段階）し、事業者の支払義務が確定した後、被
害を受けた個々の消費者の債権額（返金額）の確定（第２段階）
が行われます。

第１段階 第２段階
事業者の金銭支払
義務の確認

個々の消費者の誰にいくら
支払うかを確定

消
費
者
被
害
の
発
生

訴
訟
の
提
起

事
業
者
の
金
銭
支
払
義
務
の
審
理

勝
訴
判
決

敗
訴
判
決

消
費
者
へ
支
払

消費者 特定適格消費者団体 裁判所 事業者

消
費
者
へ
裁
判
手
続
参
加
を
呼
び
掛
け

（
通
知
・
公
告
）

消
費
者
の
裁
判
手
続
へ
の
加
入

（
授
権
手
続
・
債
権
届
出
）

債
権
額
（
消
費
者
へ
の
支
払
金
額
）

の
確
定

52�）独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律（平成29年法律第43号）
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ています。
　また、政府の規制する料金又は価格であ
る公共料金等の新規設定及び変更について
所管省庁が認可等をするに当たっては、事
前に消費者庁と協議を行うことになってお
り、消費者庁は公共料金の決定過程の透明
性と料金の適正性の確保に向けて、消費者
の立場から検討を行っています。その中で
も特に重要な公共料金等として物価問題に
関する関係閣僚会議に付議する案件につい
ては、消費者庁が検討するに際して消費者
委員会の意見を求めることにより、消費者
の声が適切に反映されるようになっていま
す（図表Ⅰ-２-２-２７）。
　特に、2011年３月に発生した東日本大震
災と東京電力福島第一原子力発電所事故の
影響により原子力発電が停止された際に
は、火力発電の活用による燃料費の増加を
賄うため、電力会社各社は電気料金の値上
げ申請を行いました。これを受け消費者庁
は、消費者利益の擁護の観点から、消費者

委員会に意見を求めた上で、原価の更なる
厳格な査定や情報公開等について経済産業
省に意見を表明しました。その結果、各電
力会社の値上げ幅はそれぞれ申請時に比べ
圧縮されました。また、電気料金の値上げ
後においても消費者委員会に意見を求めた
上でフォローアップを行い、料金の適正化
に向けて電力会社への指導を行うよう経済
産業省に要請しました。
　また、2016年４月から電気、2017年４月
から都市ガスについて、それぞれ小売全面
自由化が進められています。料金の自由化
が進む分野においても引き続き消費者の利
益を確保することが重要であり、消費者庁
としてもその動向を注視しています。
　この一環として、消費者庁は、各送配電
事業会社による電力の託送料金54の在り方
について調査・審議を行うために消費者委
員会へ諮問を行い、消費者委員会からの答
申を基に、2016年７月に経済産業省に対し
て、消費者利益の擁護・増進の観点からの

図表Ⅰ-2-2-27 公共料金決定の仕組み

物価問題に関する関係閣僚会議

（各鉄道会社）
事業者

運輸
審議会

公聴会等

（国土交通省）
所管省庁 消費者庁

諮問

答申

申請 認可

消費者委員会
（公共料金等
専門調査会）

付議

協議
付議

意見

公共料金改定手続きの基本的な流れ（大手鉄道会社の運賃改定の例）

長期及び短期にわたる物価安定対策に関する
重要問題について、関係各大臣が協議を行う
機関

53�）生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和48年法律第48号）、国民生活安定緊
急措置法（昭和48年法律第121号）、物価統制令（昭和21年勅令第118号）
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問題点の改善に向けて対応するよう要請し
ました。
　さらに、一般家庭など低圧需要家向け電
気の経過措置料金の解除55についても、消費
者庁は、消費者委員会の意見等を踏まえた
上で、2018年12月に経済産業省に対して、
小売電気事業者間における公平・公正な競
争を確保するための施策が十分に機能する
ことや、消費者が自主的かつ合理的に選択
できる環境が整っていることを確認した上
で、電気の経過措置料金の解除をすること等
を求める意見を表明しています（図表Ⅰ-２-
２-２８）。
　なお、2014年４月の消費税率の引上げ
（５％から８％）に際しては、2013年８月
に「消費税率引上げに伴う公共料金等の改
定について」の物価担当官会議申合せを行

い、消費税の公共料金等への転嫁について
の基本的な考え方を整理しました。本申合
せに基づき、重要な公共料金等で料金改定
申請がなされたものについては、消費者委
員会からの意見聴取や物価問題に関する関
係閣僚会議の了承を得た上で、料金改定の
認可等を行いました。また、2013年10月に
消費者庁に便乗値上げ情報・相談窓口を開
設し、消費者・事業者への相談対応を行う
とともに、物価モニター調査を活用し、消
費税率引上げの前後における生活関連物資
等の価格調査等を実施しました。
　さらに、2019年10月に予定されている消
費税率の引上げ（８％から10％）に向けて、
2018年11月に関係省庁等56において「消費
税率の引上げに伴う価格設定について（ガ
イドライン）」を取りまとめ、税率引上げ

図表Ⅰ-2-2-28 電気料金（料金改定・自由化関連）に関する消費者庁からの意見表明の一覧

案件 消費者庁からの意見表明（標題のみ）

電気料金値上げ認可
申請に関する意見

関西電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2015年 5 月11日）
北海道電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2014年10月 8 日）
中部電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2014年 4 月10日）
北海道電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2013年 7 月31日）
東北電力株式会社及び四国電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2013年 7 月30日）
関西電力株式会社及び九州電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2013年 3 月22日）
東京電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2012年 7 月17日）

電気料金値上げ後の
フォローアップ

中部電力株式会社による電気料金値上げ後のフォローアップに関する経済産業省への意見について（2018
年 1 月31日）
北海道電力株式会社、東北電力株式会社、関西電力株式会社、四国電力株式会社及び九州電力株式会社に
よる電気料金値上げ後のフォローアップに関する経済産業省への意見について（2017年 4 月25日）
東京電力株式会社による電気料金値上げ後のフォローアップに関する経済産業省への意見について（2016
年 5 月31日）

電力託送料金の検討 送配電事業を行う電力会社の託送料金の審査等について（意見）（2016年 7 月27日）

電気の経過措置料金
について 電気の経過措置料金解除に関する意見（2018年12月27日）

54�）託送料金とは、小売電気事業者が送配電事業者の送配電設備を利用する際の利用料を指す。消費者が支払う電気
料金には託送料金が含まれているが、送配電事業は地域独占であることから、総括原価方式による料金規制が措置
されている。
55�）電気の小売全面自由化に際しては、「規制なき独占」に陥ることを防ぐため、低圧需要家向けの小売規制料金に
ついて経過措置を講じ、2020年３月末までは、全国全ての地域において、従来と同様の規制料金（経過措置料金）
が存続することとなっている。経過措置料金は、2020年３月末をもって原則として撤廃されることになっているが、
小売電気事業者間の競争が十分に進展していないなど、「電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認め
られるものとして経済産業大臣が指定する」供給区域については、引き続き経過措置料金が存続することとなる。
56�）内閣官房、公正取引委員会、消費者庁、財務省、経済産業省、中小企業庁
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前後における価格設定に関する考え方を明
確化しました。

　消費者基本法の成立により、消費者政策
の基本理念は、従来の「保護」から消費者
の「自立」支援に大きく転換されました。
そして、消費者の自立を支援するためには
消費者教育が重要であり、消費者教育の機
会が提供されることが消費者の権利である
ことを踏まえ、2012年に議員立法により、
消費者教育推進法が成立しました。
　同法では、法律上初めて「消費者市民社
会」が定義57されるとともに、消費者の自
立のためには、まずは消費者被害に遭わな
いよう、消費生活に関する実践的な能力が
育まれなければならず、その上で、消費者
が自らの行動が社会に与える影響を自覚
し、主体的に消費者市民社会の形成に参画
することができるようになることが重要で
あるとの基本理念を示しています。また、
基本理念を踏まえた消費者教育の推進に関
する施策の策定・実施に関する国、地方公
共団体の責務を定めるとともに、消費者団
体、事業者・事業者団体の努力義務につい
て規定されました。
　同法に基づき2013年６月に「消費者教育

の推進に関する基本的な方針」（以下「基
本方針」という。）が閣議決定され、2018
年には基本方針の決定から５年が経過する
ことを踏まえ、消費生活を取り巻く環境の
変化と消費者教育の推進に関する施策の実
施状況を踏まえた検討を行った上で変更の閣
議決定がなされました（図表Ⅰ-２-２-２９）。
また、同法に基づき2013年３月に設置され
た消費者教育推進会議（以下「推進会議」
という。）は、①消費者教育の総合的、体
系的かつ効果的な推進に関して、委員相互
の情報交換及び調整を行うこと、②基本方
針に関し、意見を述べることが役割とされ
ています。
　基本方針や推進会議での議論を踏まえ
て、消費者庁では、消費者の生涯を通じた
消費者教育の体系化58や、文部科学省を始
めとする関係府省庁や地方公共団体との連
携・協力等の取組を進めています。特に、
若年者への消費者教育の機会の充実のた
め、文部科学省を始めとする関係府省庁と
連携しつつ、高校生向け消費者教育教材「社
会への扉」を作成し、2018年には、民法の
成年年齢引下げを見据え、2020年度までの
３年間を集中強化期間とするアクションプ
ログラムを決定59したところです。

　先進国では概して家計が支出する消費額
が経済全体（GDP）の５割を超えている

（ ４）消費者市民社会の実現に向けた取組

消費者教育の推進

エシカル消費の推進

57�）消費者教育推進法第２条第２項では、消費者市民社会を「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性
を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球
環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と
定義している。
58�）消費者庁では、「消費者教育ポータルサイト」（https://www.kportal.caa.go.jp/index.php）を通じ、消費者教育の
体系イメージマップを始め、消費者教育に関する様々な情報を提供している。
59�）関係省庁（消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁）で構成する「若年者への消費者教育の推進に関する４省庁
関係局長連絡会議」において、「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」を決定した。
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など、消費者の行動は社会経済に大きな影
響を与えます。消費者が自らの行動の影響
力に自覚を持ち、日常の消費生活において、
環境や労働問題等の人権問題、社会、地域
等の持続可能性を配慮した消費行動、すな
わち「エシカル消費60」を実践することは、
持続可能な社会の実現に欠かせません。
　消費者庁では、2015年から「倫理的消費」
調査研究会を開催し、エシカル消費（倫理
的消費）の内容やその必要性、また、国民
の理解を広め、日常生活での浸透を深める

ための方策等について検討を行い、2017年
に同研究会の取りまとめを公表しました
（図表Ⅰ-２-２-３0）。
　広くエシカル消費についての理解を深め
るため、地方公共団体による取組を後押し
すべく、エシカル消費の普及・啓発シンポ
ジウムとして「エシカル・ラボ」を全国で
開催するとともに、先進的な取組の収集・
紹介や、啓発リーフレットの作成、多様な
主体との協働によるムーブメントづくりの
促進等を実施し、広くエシカル消費の普及

図表Ⅰ-2-2-29 消費者教育の推進に関する基本的な方針の概要

Ⅲ　消費者教育の推進の内容
様々な場における消費者教育 人材（担い手）の育成・活用

Ⅱ　消費者教育の推進の基本的な方向

Ⅰ　消費者教育の推進の意義

消費者を
取り巻く
現状と課題

○各主体の役割と連携・協働

○消費者教育の体系的推進のための取組の方向

○他の消費生活に関連する教育との連携推進
（環境教育・食育・金融経済教育・法教育・主権者教育等）

・国と地方公共団体
・消費者行政と教育行政
・地方公共団体と消費者団体、事業者等

消費者教育は、幼児期から高齢期までの
各段階に応じて体系的に行うべき

(小学校・中学校･高等学校・特別支援学校等)

(大学・専門学校等)

学校

地域
社会

職域

(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等)

(大学・専門学校等)

Ⅳ　関連する他の消費者施策との連携 Ⅴ　今後の消費者教育の計画的な推進

○食品と放射能に関する理解増進　○事故・トラブル情報の迅速的確な分析・原因究明
○食品表示の理解増進

2018年度から2022年度までの５年間を対象

消費者教育
コーディネーター

多様な関係者や場をつなぐため、
間に立って調整

職域 家庭

学校

消費生活センター等を拠点とする、多様な主体が連携・協働した体制作り
様々な場における、外部人材を活用した効果的な消費者教育を実現

育成・配置の促進消費生活相談員、元教員、
NPOの一員など

【16都道府県、９政令市で設置済み】
（2017年４月１日時点）

当面の重点事項
　１．若年者の消費者教育
　２．消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育

の推進
　３．高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応

した消費者教育の推進
※具体的に推進する施策は、赤枠箇所

○基本方針＝消費者教育の推進に関する法律（2012年12月施行）第９条の規定に基づき、内閣
総理大臣及び文部科学大臣が案を作成、閣議で決定。

○基本方針の位置付け＝誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育
を受けることができる機会を提供するためには、消費者教育を体系的・
総合的に推進することが必要
⇒幅広い担い手（国、地方、消費者団体、事業者等、消費者自身）にとっ
ての指針

○手段＝幅広い担い手の支援・育成、担い手間の連携、情報共有の促進

・家計消費は国内総生産（GDP）の過半数（291.9兆円/
538.4兆円）（2016年）
⇒消費者の安全・安心の確保は、消費の拡大、更には経
済の好循環の実現にとって大前提
・インターネット利用の拡大、「デジタルコンテンツ」
に関する相談件数の増加

・成年年齢引下げについての検討も踏まえた実践的な消
費者教育の重要性
・社会の安定と持続可能性の確保のため、消費者が自身
の社会的役割を自覚し、行動することの重要性につい
ての認識の高まり（SDGs）

消費者の自立を支援
　被害に遭わない消費者、合理的意思決定のできる消費者の育成
　さらには、社会の一員として、より良い市場とより良い社会の発展
のために積極的に関与する消費者の育成（消費者市民社会の形成に
参画）

・ライフステージに応じた様々な教育の場（学校、地域、家庭、職域等）
を活用して効果的に消費者教育を行う
⇒それぞれのライフステージにおける消費者教育のイメージが様々な主体
において共有されることが重要

・消費者の特性（年齢のほか、性別、障害の有無、消費生活に関する知識
の量など）に配慮し、対象に応じた消費者教育の方法や内容を工夫
⇒例えば、高等学校段階までに契約などについての実践的な消費者教育を
行う、要支援者に対する教育については本人だけでなくその支援者への
働き掛けを行う、など

・学習指導要領に基づく実践的な教育
を推進

・その着実な実施について周知・徹底

自立した社会人としての育成のため消
費者教育に関する科目等の開設に期待
⇒特色ある取組事例や課題等の情報提
供・啓発

・消費生活センターの拠点化
・社会教育施設等の活用
・国からは情報提供等の支援
・見守りネットワーク構築の促進、そ
の活用による消費者教育の実施

・職域における消費者教育の内容、事
業者にとってのメリットなどの認識
を共有

・事業者の形態、事業分野等に応じた
従業者に対する教育を実施

教職員の指導力向上が必要
・教員養成課程や現職教員研修等にお
ける消費者教育に関する内容の充実

　⇒実態把握と必要な情報提供
・国民生活センター等の教員向け研修
の活用を推進

・地方公共団体や関係団体との連携の
枠組みを構築

・消費者教育推進地域協議会への参画
を促進

・消費者団体・NPO等による消費者
教育

・担い手育成拠点としての国民生活セ
ンター、消費生活センター、社会教
育施設等の活用

・消費者教育としての、事業者によ
る消費者への情報提供、商品サー
ビスの開発・提供

・積極的な情報提供としての「出前
講座」、「出前授業」の充実に期待

消費生活相談員や専門家（弁
護士、司法書士、行政書士等）
などの外部人材

地域における多様な主体間の
ネットワーク化
（結節点としての消費者教育
推進地域協議会）

60�）「消費者基本計画」では、「地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動」と定義されて
いる。
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に努めています。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2018
年度）で、消費者が日頃の消費生活で行っ
ていることを聞いたところ、社会や環境に
配慮した消費行動であるエシカル消費に通
じる行動を心掛け、より良い社会への貢献
を意識している人が多いことが分かりま
す。一方で、「倫理的消費（エシカル消費）
を行う」と回答した人の割合は10.2％にと
どまっていることから、「エシカル消費と
いう言葉は知らなかったが、環境問題等に
配慮した消費を行うことで、社会に貢献し
たい」と考えている人が多いことがうかが
えます（図表Ⅰ-２-２-３１）。

図表Ⅰ-2-2-30 エシカル消費について

消費者の視点 事業者の視点 行政の視点

～あなたの消費が世界の未来を変える～
2017年４月「倫理的消費」調査研究会取りまとめ

（座長：東京大学名誉教授　山本良一）

推進方策の方向性

国民全体による
幅広い議論の喚起

様々な主体、分野の協働に
よるムーブメントづくり

学校教育などを通じた
消費者の意識の向上

事業者による消費者との
コミュニケーションの促進、

推進体制の整備

配慮の対象とその具体例

人

社会

環境

地域

動物福祉
エシカルファッション

持続可能な開発目標
（SDGs）

目標12：
つくる責任
つかう責任

（持続可能な生産消費
形態を確保する）

倫理的消費（エシカル消費）に取り組む必要性と意義

・持続可能性の観点から喫緊の社会的課題を多く含有
・課題の解決には、消費者一人一人の行動が不可欠かつ有効
・「安さ」や「便利さ」に隠れた社会的費用の意識が必要

持続可能な社会の形成倫理的消費
（エシカル消費）とは

「地域の活性化や雇用なども含
む、人や社会、環境に配慮し
た消費行動」（消費者基本計画）

消費者それぞれが各自にと
っての社会的課題の解決を
考慮したり、そうした課題
に取り組む事業者を応援し
ながら消費活動を行うこと

障がい者支援につな
がる商品

地産地消
被災地産品

フェアトレード商品
寄付付きの商品

エコ商品
リサイクル製品
資源保護等に関する
認証がある商品

「倫理的消費（エシカル消費）」
という言葉の認知度は低い
が、基本的な概念は理解

①消費という日常活動を通じ
社会的課題の解決に貢献

②商品・サービス選択に第四
の尺度の提供（安全・安心、
品質、価格＋倫理的消費）

③消費者市民社会の形成に寄
与（消費者教育の実践）

①消費者と事業者の協働
によるWin―Winの関
係の構築が国民的財産
②持続可能な社会の実
現、地域の活性化など
の社会的課題の解決

①供給工程（サプライチェーン）
の透明性向上
②差別化による新たな競争力の
創出
③利害関係者からの信頼感、イ
メージの向上（資本市場での
事業者の評価向上）

人権や環境に配慮したまち
づくり、地産地消、消費者
教育などの取組

「企業市民」、「企業の社会的
責任」の重要性を認識

・第四の尺度としての意
義等の共有

・議論の場の提供
（エシカル・ラボ、SNS）

・教材作成、教員向け研修
・ESD（持続可能な開発の
ための教育）との連携

・消費者教育基本方針等へ
の反映

・全国展開を見据えたモデ
ルプロジェクトの実施・
展開

・民間団体との連携によるキャ
ンペーン・表彰の実施

・地域におけるプラットフォー
ム（推進組織）の試行（徳
島県）

・ポータルサイト等を通じた
情報提供（認証ラベル等の
情報の集約・提供）

・消費者への情報提供
・消費者の声の商品・サー
ビスへの反映

・事業者間の連携強化

事業者・行政に加え
消費者の認識と行動

も不可欠

広く国民間での理解と
その先の行動を期待

倫理的消費は
あなたの消費が世界
の未来を変える
可能性を秘めている
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【ID3087】【コラム】日頃の消費生活で行っていること.xlsx

図表Ⅰ-2-2-31 日頃の消費生活で行っていること

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、日頃の消費生活で以下のようなことを行っていますか」との問いに対する回答（複数回答）。
　　　　 3． （※）倫理的消費（エシカル消費）とは、より良い社会に向けた、人や社会、環境に配慮した消費行動のこと。

71.3

59.6

55.7

48.2

43.8

39.7

10.2

4.9

4.3

0.5

0 70605040302010 80
（％）

無回答

節水・節電を意識する

この中に行っていることはない

倫理的消費（エシカル消費）（※）を行う

地元産品を購入して地産地消を実践する

環境・エネルギー問題に関心を持つ

ゴミを減らし、再利用やリサイクルを行う

（N＝6,053人、M.T.＝338.2％）

学校や地域などで消費生活に関する
教育や講座を受ける

食べられるのに廃棄される食品（食品ロス）を
減らす

新聞やインターネットなどで消費者問題に
関する情報に注目する
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　消費者庁は、2015年５月から2017年３月までの約２年間、「『倫理的消費』調査研究
会」を実施するとともに、地方公共団体と協力してエシカル消費の可能性を広く発信
するため、「エシカル・ラボ」を全国各地で開催してきました。
　「エシカル・ラボ」では、参加者に、その地域ならではのエシカル消費の取組を発
見してもらうため、学生や地域で積極的に取り組んでいる人たちが事例紹介をしてい
ます。
　例えば、2018年10月に開催した「エシカル・ラボ in 山口」では、山口県立大学の
学生が取組事例を紹介しました。この取組は、特定非営利活動法人 TABLE FOR 
TWO（以下「TFT」という。）が展開する食糧支援プログラムに参加するとともに、
SNS等で積極的に発信することで、趣旨・目的に賛同する人を増やすものです。また、
こだわりの地元農産物を使ったメニューを提供しているレストランの協力を得た上
で、地産地消メニューを開発・販売した売上げの一部のTFTへの寄付、地域の方を招
き、世界の食の不均衡について多くの人に知ってもらうためのワークショップの開催
等の取組も行っています。
　取組事例を紹介した学生からは、「今日食べた（選んだ）もので、世界の誰かを救
うことができるかもしれない、そんなきっかけを県内にたくさんちりばめていきたい」

パートナーシップで進める「エシカル消費」の普及
～消費者の日々の暮らしが世界の未来を変える～

C O L U M N 7

【図表１】　山口県立大学の学生の取組事例（消費者庁ウェブサイトにて紹介中）

YPU　TFTから発信するエシカル消費で国際協力　　山口県立大学　公認サークル YPU TFT Project

概要 主な取組
大学生

フェアトレード
地域活性化

寄付つき商品

キーワード

私たち

食堂／店舗

開発途上国
の子ども達

TFT事務局

学校給食

大学祭でのオリジナルスイーツの販売

Yamaguchi For Two
・2019年1月26日洞春寺で開催予定
・海山の自然に恵まれた山口県の質の高い食材で作ったTFTメニューで給食支援
・ワークショップ「世界の食卓」やフェアトレードチョコ販売も実施予定

https://onigiri-action.com/

11月の大学祭（華月祭）で1,720円寄付

１食につき20円
の寄付

定食／食品（TFT
メニュー）を購入

“あなたの１食で世界がちょっと変わるかも”
というメッセージを発信し、
山口から新たな国際協力の旋風を巻き起こす

TFTとは？

１食につき
20円寄付

地元の食材を使用したデザートや、
フェアトレードチョコレート・コーヒーなどの提供

@yputftproject

学食へTFTメニューを導入
野菜多めで栄養バランスが適正なヘルシーなメニューを開発。
SNSで広報し、学食と協力して販売。売上げから寄付金を送付。

学校給食
86食分！

国際協力

その他の活動
・出前ワークショップなどイベント開催
・フィリピンスタディーツアー

〒753-8502 山口県山口市桜畠3-2-1 
2009年、山口県立大学にTFTを導入することを目的に、
学生有志により結成した団体（中四国国公立大学初の学
生団体）

おにぎりアクション
・10月16日の「世界食料デー」に合わせて実施されているイベ

ント
・おにぎりを食べている写真を、サイト・SNSに１枚投稿する

ごとに、協賛企業がTFTを通じて給食５食分を寄付
・YPU TFT Projectも、積極的に参加するとともに、SNSなど

で発信し、参加を呼び掛け

地域の小中高生などを対象
世界の食の不均衡について理
解し、世界の一員として何が
できるか考える機会を提供

特定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalは、
2007年、東京に本部設立。
直訳すると「二人の食卓」。時間と空間を越えて食事を分
かち合うというコンセプト。http://jp.tablefor2.org/

（注）　情報は、2018年12月28日公表時点のもの。

と、消費者が持続可能な世界を築くための重要な主役である、という力強いメッセー
ジが発信されました。
　これらの取組は、大学生だけでは実現することができない一方で、大学生の熱意に
より地域の人たちを巻き込むことで、「エシカル消費」の輪を広げるという、大きな
意義を持っていると考えられます。このように、「『エシカル消費』という言葉は知ら
なかったが、社会のために良いことをしたいとは思っていた」という様々な立場の人
たちを、「エシカル消費」というキーワードでつなぐことで、それぞれの取組をより
一層効果的に展開することが可能になります。
　SDGsにも掲げられた、「パートナーシップ」の重要性は、このような点にあると
いえます。

　また、2019年３月に開催した「エシカル・ラボin京都」では、府内の事業者や民間
団体、学生団体等幅広い関係者による展示・販売コーナーを設け、それぞれの取組を
消費者に伝える機会としました。さらに、関連イベントとして、エシカル消費の普及
に取り組む団体が講師を務め、参加者が買物を通じて世界をより良くする方法を考え
るきっかけとなる、子供向けワークショップ「世界を変える『スーパー』ヒーローに
なろう」を開催しました。
　このワークショップでは、世界が
抱える問題や、「エシカル消費」に
関するマークやラベルについて学
び、スーパーに見立てた会場で、日々
の暮らしの中で目にしている身近な
商品を手に取って、その商品の背景
を考えてもらいました。参加した子
供たちからは、「いつも買っている
このお菓子に、こんなマークが付い
ているなんて知らなかった」、「世界
のために良い、というだけではなく
て、日々のお買物が楽しくなると思
う。学校の先生や友達に伝えたい。」
といった声が聴かれました。

　このように、「エシカル消費」が広がっていく第一歩は、全ての消費者の身近な暮
らしの中にそのきっかけがあること、消費者一人一人の行動が世界の未来を変える力
を持っていることに、気付き、実感してもらうことであると考えられます。
　今後も様々な人たちとのパートナーシップにより、発信を進めていきます。

【図表２】　ワークショップの様子（エシカル・ラボ in 京都）
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　消費者庁は、2015年５月から2017年３月までの約２年間、「『倫理的消費』調査研究
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【図表１】　山口県立大学の学生の取組事例（消費者庁ウェブサイトにて紹介中）
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　消費者の安全・安心を確保するとともに、
自主的かつ合理的な行動をとることを支援
するためには、消費生活を送る上で必要な
知識や情報が消費者それぞれの特性に応じ
て分かりやすく届けられることが重要です。
　消費者庁では、国民生活センター等の関
係機関と連携した上で、消費者を取り巻く
社会経済情勢や消費生活相談の傾向等を踏
まえつつ、消費生活に関する知識の普及や
情報提供等に取り組んでいます。
　例えば、資源の有効活用や環境負荷への
配慮の観点から、食べられるのに廃棄され
る食品（食品ロス）を減らすことは重要で

す。食品ロス削減に向けて、消費者庁を始
めとした関係省庁61は、2012年度から毎年
度、「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」
を開催し、各省庁の取組の実施状況につい
て情報共有を行っており、関係省庁が連携
し、食品ロス削減に向けた国民運動「NO-
FOODLOSS�PROJECT」を展開していま
す（図表Ⅰ-２-２-３２）。
　また、日常生活において、消費者が自ら
の食生活の状況に応じた適切な食品の選択
ができるようにするためには、栄養成分表
示等の活用によるバランスの取れた食生活
の普及啓発や、栄養機能食品62、機能性表
示食品63、特定保健用食品64の三つから成
る保健機能食品の適切な利用に関する消費
者の理解促進が重要です。

消費者等に対する周知・啓発、
情報提供

図表Ⅰ-2-2-32 食品ロス削減に向けた国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」

日本の食品ロスの状況 事業系352万トン
家庭系291万トン

地方公共団体、事業者等の取組

持続可能な社会の実現

学校
大学等

事業者

地方公共団体
文部科学省

経済産業省

農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

飲食店での取組

食料品店での取組

学校、大学等での取組
小学生の取組 大学生の取組

中高校生の取組

地方公共団体から全国に発信する取組

・食品ロス量は年間643万トン（2016年度推計）
≒国連世界食糧計画（WFP）による食糧援助量
　（約380万トン）の1.7倍

・年間１人当たりの食品ロス量は51kg
≒年間１人当たりの米の消費量（約54kg)に相当

地方公共団体との取組とし
て、食べ残しを減らす飲食
店数は、全国で13,650店
舗（2018年度）

〈食べきり運動協力店ステッカー
（福井県：登録店 1,090店舗）
（2019年２月末時点）〉

食品棚「てまえどり」
で食品ロス削減に向け
たキャンペーンの実施

〈食品棚手前の値引
き商品などから購入
する「てまえどり」
の啓発（神戸市・生
活協同組合コープこ
うべ）〉

食品ロス削減全国大会の開催
第１回開催　長野県松本市（2017年10月30―31日）
第２回開催　京都市（2018年10月30日）

●児童たちが手作り
新聞を作成し、学
校内や町内会や街
頭等で配布

●災害時用備蓄食料
を有効活用した給
食の提供

●食品ロスの実態を調査し、若者向けの冊子
の作成

●災害時用備蓄食料や自宅に眠っている食品
を有効活用した料理レシピの考案

●家庭からの食品ロスを減らすための
リーフレット作成や楽しく取り組め
る教材の開発

●出前授業や地域イベントで啓発活動
●エシカル消費も考えた食品ロス削減

レシピの作成

●学園祭等でのフードドラ
イブの実施、フードバン
ク活動の紹介

〈手作り新聞の内容
（神奈川県鎌倉市立
小坂小学校４年生）〉

〈災害時用備蓄食料を活用した料理レシピ考案の取組
（愛知学院大学）〉

〈フードドライブの様子
（広島文教女子大学）〉

多様な主体が連携し、
国民運動として食品
ロスの削減を推進

61�）消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省
62�）栄養機能食品は、食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取する者に対し、当該栄養成分の機能を
表示するもので、20種類の栄養成分の含有量や表示する機能について一定のルールが定められており、それに従っ
た表示を行う自己認証制度となっている（2019年３月末時点）。
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　消費者庁では、栄養成分表示を食生活の
参考に活用する消費者を増やしていくため
に、事業者への栄養成分表示制度の普及啓
発と共に、高齢者、中高年、若年女性向け
といった消費者の特性に応じた消費者向け
リーフレットを作成するなど消費者への活
用を促す取組を進めています（図表Ⅰ-２-
２-３３）。
　さらに、2011年３月の東日本大震災・東
京電力福島第一原子力発電所事故後に、被
災県産の農林水産物を買い控える消費行動
がみられたことに対応して、食品中の放射
性物質に関するリスクコミュニケーション
の実施や、消費者意識の実態等の調査を
行っています（第１部第１章第２節、第１
部第２章第２節（３）参照。）。
　これらの普及啓発等に加え、消費者基本

法及び消費者安全法の規定65に基づき、
2013年から、毎年、「消費者政策の実施の
状況」、「消費者事故等に関する情報の集約
及び分析の取りまとめ結果の報告」等を「消
費者白書」として取りまとめ、国会に報告
しています。消費者白書では、これらに加
え、毎年その時々話題になっている事柄（特
集テーマ）や消費者の行動・意識、消費者
問題の現状についても調査・分析し、一般
の消費者にも分かりやすい形で解説してい
ます。

図表Ⅰ-2-2-33 健康や栄養に関する食品表示制度の概要  

一般食品

妊産婦、授乳婦用粉乳

病者用食品

乳児用調製乳

えん下困難者用食品 えん下困難者用食品
とろみ調整用食品

乳児用調製粉乳
乳児用調製液状乳

低たんぱく質食品
アレルゲン除去食品
無乳糖食品
総合栄養食品

成分の機能の表示

特別の用途に適する旨
の表示

特定の栄養成分の機能が表示されている

企業等の責任において保健の機能が表示されている

個別評価型

許可基準型

栄養成分表示

さらに、成分の機能や特別の用途を表示する場合は、以下の制度があります。

保健機能食品

特定保健用食品

栄養機能食品

機能性表示食品

特別用途食品

栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示で販売されている食品は
一般食品です。

容器包装に入れられた加工食品等には、栄養成分表示が表示されています。
また、栄養強調表示や栄養素等表示基準値などの表示がされている食品もあります。
栄養成分表示を見れば、食品の熱量や栄養素の量などの栄養的な特徴が分かります。

消費者庁長官が許可した食品に保健の機能が
表示されている

63�）機能性表示食品は、疾病に罹患していない者に対して、健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的（疾病リ
スクの低減に係るものを除く。）が期待できる旨を、事業者の責任で科学的根拠に基づいて表示する食品であり、
販売日の60日前までに必要な事項を消費者庁長官に届け出たもの。
64�）特定保健用食品は、体の生理学的機能に影響を与える成分を含み、その摂取により、おなかの調子を整える、等
の特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品。この表示をするためには、その保健の用途に関する科学的根
拠が明らかであるかどうか等について、国による個別の審査を受けて、消費者庁長官の許可を得る必要がある。
65�）消費者基本法第10条の２及び消費者安全法第13条第４項
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　日本においては、食べることができる食品が年間600万トン以上廃棄されていると
推計されています。このような食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、廃棄物
処理による環境負荷、市町村の処理費用の増大等につながります。
　食品ロスの問題については、2015年９月に国連総会で採決された持続可能な開発の
ための2030アジェンダにおいても言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題
となっています。また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、と
りわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している日本として、真摯に
取り組むべき課題となっています。
　このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連
携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、2019年５月24日に議員立法と
して、食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）が成立しました。

　同法は、「食品ロスの削減」を、「まだ食べることができる食品が廃棄されないよう
にするための社会的な
取組」と定義し、国・
地方公共団体・事業者
の責務及び消費者の役
割を規定しています。
　また、国民の間に広
く食品ロス削減に関す
る理解と関心を深める
ため、10月を食品ロス
削減月間と定め、10月
30日を食品ロス削減の
日としています。
　さらに、政府は、閣
議決定により食品ロス
の削減に関する基本方
針を定めることとし、
また、都道府県及び市
町村は、食品ロス削減
推進計画を定めるよう
努めなければならない
こととされています。
　加えて、消費者担当
大臣を会長とする食
品ロス削減推進会議
を内閣府に設置し、基
本方針の案の作成等
を行うことも規定さ
れています。

食品ロスの削減の推進に関する法律について
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【ID3102】食品ロスの削減の推進に関する法律の概要.docx

【図表】　 食品ロスの削減の推進に関する法律の概要

基本的施策（第14条～第19条）

施行期日：公布日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

前文

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組

食品ロスの削減の定義（第２条）

食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10月）を設ける
食品ロス削減月間（第９条）

国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力
責務等（第３条～第７条）

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進（第８条）

内閣府に、関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）

・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定

基本方針等（第11条～第13条）

〈食品ロスの問題〉
・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年９月国連総会決議）でも言及

資源の無駄（事業
コスト・家計負担
の増大）、環境負荷
の増大等の問題も

・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを
輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明示
・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課
題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図って
いくこと、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用する
ようにしていくことを明記

食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当たっては、この法律の
趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
※必要量に応じた食品の販売・購入、販売・購入をした食品を無駄にしないための取組等、消費者
と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援
③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究
⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に
関する調査・検討
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　消費者団体は、消費者の埋もれがちな声
を集約し、具体的な意見にまとめて表明し
たり、消費者教育の担い手として活動した
りするなど、消費者にとって頼れる存在で
あり、消費者行政の推進においても重要な
役割を果たしています。
　こうした消費者団体の役割を消費者政策
に積極的に活用していくため、定期的に「地
方消費者フォーラム」や「消費者団体との
意見交換会」を開催し、消費者団体と綿密
に情報交換を行うとともに、課題に応じて
連携を図っています（図表Ⅰ-２-２-３４）。

　また、消費者被害の抑止や被害救済の実
効性を確保するために、法律上位置付けら
れた消費者団体も存在しています。具体的
には、消費者団体の中から内閣総理大臣が
認定した適格消費者団体が、不特定多数の
消費者の利益を擁護するために差止めを求
めることができる制度（差止請求制度。
2007年に運用開始）や、適格消費者団体の
中から内閣総理大臣が新たに認定した特定
適格消費者団体が、消費者に代わって事業
者に対し被害の集団的な回復を求めること
ができる制度（被害回復制度。2016年に運
用開始）が整備されています（図表Ⅰ-２-
２-３５）。消費者庁では、適格消費者団体等
と地方公共団体との連携を促進するため、
情報提供に関する通知を地方公共団体に宛
てて発出しました。また、2017年には、適
格消費者団体等に対するクラウドファン

（ ５）消費者の意見を消費者政策に反映させる仕組み

消費者団体との連携、支援

図表Ⅰ-2-2-34 地方消費者フォーラム開催実績（開催地　参加人数）

（備考）　 上中段は開催都市、下段（　）は参加人数。

ブロック 都道府県 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
実
行
委
員
形
式
に
よ
る
8
ブ
ロ
ッ
ク
開
催
を
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0
1
8
年
度
よ
り
県
と
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共
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開
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に
変
更

2018年度

北海道 北海道 札幌市
（86人）

札幌市
（100人）

札幌市
（78人）

札幌市
（144人）

札幌市
（65人）

札幌市
（117人）

札幌市
（114人）

札幌市
（155人）

神奈川県
横浜市

（230人）

東北
　青森県、岩手県、
　宮城県、秋田県、
山形県、福島県

宮城県
仙台市

（125人）

福島県
福島市

（189人）

山形県
山形市

（223人）

青森県
青森市

（215人）

宮城県
仙台市

（158人）

秋田県
秋田市

（170人）

岩手県
盛岡市

（174人）

福島県
福島市

（169人）

山梨県
甲府市

（131人）

関東

茨城県、栃木県、
群馬県、新潟県、
長野県、埼玉県、
東京都、千葉県、
神奈川県、山梨県

東京都
（141人）

埼玉県
さいたま市
（189人）

茨城県
つくば市
（195人）

千葉県
千葉市

（261人）

栃木県
宇都宮市
（307人）

新潟県
新潟市

（272人）

長野県
長野市

（253人）

群馬県
前橋市

（264人）

滋賀県
大津市
（85人）

北陸 富山県、石川県、
福井県

石川県
金沢市

（123人）

富山県
富山市

（152人）

福井県
福井市

（180人）

石川県
金沢市

（192人）

富山県
富山市

（224人）

福井県
福井市

（170人）

石川県
金沢市

（219人）

富山県
富山市

（163人）

山口県
山口市

（146人）

中部 　岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県

愛知県
名古屋市
（120人）

愛知県
名古屋市
（104人）

愛知県
名古屋市
（142人）

愛知県
名古屋市
（192人）

静岡県
静岡市

（331人）

岐阜県
岐阜市

（245人）

三重県
津市

（116人）

愛知県
名古屋市
（122人）

近畿
滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

大阪府
大阪市

（167人）

大阪府
大阪市

（150人）

京都府
京都市

（167人）

奈良県
奈良市

（174人）

滋賀県
大津市

（193人）

和歌山県
和歌山市
（197人）

兵庫県
神戸市

（244人）

大阪府
大阪市

（253人）

中国・四国

鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、
山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、

高知県

岡山県
岡山市

（100人）

広島県
広島市
（83人）

愛媛県
松山市

（102人）

山口県
山口市

（121人）

徳島県
徳島市

（189人）

鳥取県
米子市
（99人）

香川県
高松市

（118人）

高知県
高知市

（122人）

九州・沖縄

福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

福岡県
福岡市

（127人）

大分県
大分市

（282人）

佐賀県
佐賀市

（218人）

沖縄県
浦添市

（157人）

熊本県
熊本市

（167人）

鹿児島県
鹿児島市
（266人）

長崎県
長崎市

（217人）

宮崎県
宮崎市

（156人）

合計 － 989人 1,249人 1,305人 1,456人 1,634人 1,536人 1,455人 1,404人 592人

　日本においては、食べることができる食品が年間600万トン以上廃棄されていると
推計されています。このような食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、廃棄物
処理による環境負荷、市町村の処理費用の増大等につながります。
　食品ロスの問題については、2015年９月に国連総会で採決された持続可能な開発の
ための2030アジェンダにおいても言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題
となっています。また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、と
りわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している日本として、真摯に
取り組むべき課題となっています。
　このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連
携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、2019年５月24日に議員立法と
して、食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）が成立しました。

　同法は、「食品ロスの削減」を、「まだ食べることができる食品が廃棄されないよう
にするための社会的な
取組」と定義し、国・
地方公共団体・事業者
の責務及び消費者の役
割を規定しています。
　また、国民の間に広
く食品ロス削減に関す
る理解と関心を深める
ため、10月を食品ロス
削減月間と定め、10月
30日を食品ロス削減の
日としています。
　さらに、政府は、閣
議決定により食品ロス
の削減に関する基本方
針を定めることとし、
また、都道府県及び市
町村は、食品ロス削減
推進計画を定めるよう
努めなければならない
こととされています。
　加えて、消費者担当
大臣を会長とする食
品ロス削減推進会議
を内閣府に設置し、基
本方針の案の作成等
を行うことも規定さ
れています。

食品ロスの削減の推進に関する法律について
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【ID3102】食品ロスの削減の推進に関する法律の概要.docx

【図表】　 食品ロスの削減の推進に関する法律の概要

基本的施策（第14条～第19条）

施行期日：公布日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

前文

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組

食品ロスの削減の定義（第２条）

食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10月）を設ける
食品ロス削減月間（第９条）

国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力
責務等（第３条～第７条）

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進（第８条）

内閣府に、関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）

・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定

基本方針等（第11条～第13条）

〈食品ロスの問題〉
・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年９月国連総会決議）でも言及

資源の無駄（事業
コスト・家計負担
の増大）、環境負荷
の増大等の問題も

・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを
輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明示

・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課
題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図って
いくこと、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用する
ようにしていくことを明記

食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当たっては、この法律の
趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
※必要量に応じた食品の販売・購入、販売・購入をした食品を無駄にしないための取組等、消費者
と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援
③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究
⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に
関する調査・検討

第
１
部

第
２
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
の
こ
れ
ま
で
の
取
組

89



ディング等による寄附を容易にする制度改
正を行い、2018年には、「地方消費者行政
強化交付金」を活用し、三つの適格消費者
団体等の設立に向けた取組を支援しました。
　消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者
団体等の活動を支援するため、今後も取組
を進めていきます。

　消費者の視点からの行政の展開は、消費
者に安全・安心を提供すると同時に、ルー
ルの透明性や行政行為の予見可能性を高め
ることにより、産業界も安心して新商品や
新サービスを提供できるようになるなど、

産業活動を活性化させるものです。消費者
被害・トラブル額の推計は2018年において
約6.1兆円と依然として高い水準にありま
すが（第２部第１章第５節参照。）、一元的
な消費者行政の仕組みの下で消費者政策を
適切に推進し、消費者の安全・安心が確保
されれば、名目国内総生産（GDP）の５
割以上を構成する個人消費の拡大につなが
ることが期待されます（第１部第１章第１
節参照。）。また、消費者庁の発足後に進め
られた消費者行政の一元化、府省庁横断的
な制度整備、法執行に関する事例の蓄積等
は、ルールの透明性や行政行為の予見可能
性の向上に資すると考えられるほか、適切
な法執行によって悪質な事業者が市場から
排除されることは、多くの健全な事業者に
とっても大きなメリットがあると考えられ
ます。
　このように、消費者政策を適切に推進す

（ ６）消費活動のみならず産業活動を活性化

消費者政策と経済の好循環の関係

図表Ⅰ-2-2-35 全国の適格消費者団体・特定適格消費者団体

※　適格消費者団体は全国に19団体。
　　地方消費者行政強化作戦 政策目標 3（適格消費者団体の空白地域（東北・北陸・四国）の解消）の達成（2018年 6 月）
※　特定適格消費者団体（青色）は全国に 3団体（消費者機構日本、消費者支援機構関西、埼玉消費者被害をなくす会）。

（2019年４月末時点）
京都消費者契約ネットワーク

ひょうご消費者ネット

消費者ネット広島

消費者支援ネットくまもと

消費者支援ネット北海道

特定適格消費者団体
埼玉消費者被害をなくす会

特定適格消費者団体
消費者機構日本

全国消費生活相談員協会

消費者被害防止
ネットワーク東海大分県消費者問題

ネットワーク

消費者支援機構福岡

特定適格消費者団体
消費者支援機構関西

消費者ネットおかやま

佐賀消費者フォーラム

消費者市民ネットとうほく

消費者支援ネットワーク
いしかわ

消費者支援群馬ひまわりの会

えひめ消費者ネット

消費者支援かながわ
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ることは、消費者と事業者の双方にとって
利益となるものであり、市場の健全化や経
済の好循環につながると考えられます（図
表Ⅰ-２-２-３６）。

　消費者政策の目標を実現するための手段
として、規制や法執行等に加えて、消費者、
事業者、行政等関係者間の連携・協働を促
進することは重要です。それぞれが社会に
おける責任を自覚し、コミュニケーション
を深化することによって、より効果的な取
組となることが期待されます。
　多くの事業者・事業者団体では、消費者
の利益に資する活動に積極的に取り組んで
おり、消費者庁としては、これらの活動を

支援・促進する取組の一環として、事業者
団体との意見交換や各種の連携・協力を実
施しています。
　また、2016年から、事業者団体、消費者
団体、行政機関で構成する推進組織66（プ
ラットフォーム）を設けて、消費者志向の
理念に基づく事業者の取組等を、消費者や
社会に広く周知していく取組である「消費
者志向経営67」（愛称：サステナブル経営）
を推進しています（図表Ⅰ-２-２-３７）。
　具体的には、事業者の取組を「見える化」
し、消費者等に知ってもらうため、「消費
者志向自主宣言68・フォローアップ活動」
を推進しています。2018年には、ロゴマー
クの作成や優れた取組事例に対する表彰
（図表Ⅰ-２-２-３８）、シンポジウムの開催等、
今後の更なる普及と取組の多様化のための
取組を積極的に実施しています。

消費者志向経営（愛称：サステナ
ブル経営）の推進

図表Ⅰ-2-2-36 消費者政策と経済の好循環

企業業績改善・
投資拡大

雇用・所得の増加

消費の拡大

家計部門
（消費者）

企業部門
（事業者）

消費者の安全・
安心の確保

ルールの透明性、行政行為
の予見可能性の向上

・市場の健全化
・持続的成長の実現

66�）「消費者志向経営推進組織」。構成員は、事業者団体から、一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人経済
同友会、公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）、一般社団法人日本ヒーブ協議会、消費者団体から、一般
社団法人全国消費者団体連絡会、公益社団法人全国消費生活相談員協会、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談員協会（NACS）、行政機関から消費者庁。オブザーバーとして、国民生活センターが参加し
ている。
67�）事業者が、消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図ることを経営の中心と位置付け、
その上で、健全な市場の担い手として、消費者の安全や取引の公正性の確保、消費者に必要な情報の提供等を通じ、
消費者の信頼を獲得し、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚して事業活動を行う経
営をいう。
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　消費者志向経営の取組により、事業者と
しては、消費者からの信頼が高まるととも
に、内部のコンプライアンス意識の向上等
により、中長期的な企業価値の向上が期待
されます。消費者としては、商品・サービ
スの品質が確保され、またニーズを捉えた
商品・サービスが提供されることにより、

自主的・合理的な選択をすることが可能に
なり、結果として消費の満足度が向上する
ことが期待されます。これらが互いに作用
し合いながら進んでいくことによって、消
費の拡大、企業価値の向上を通じ、経済の
好循環につながると考えられます。

図表Ⅰ-2-2-37 消費者志向経営（愛称：サステナブル経営）について

事業者

情報提供の
充実・意見交換

消費者経営者

消費者志向経営のイメージ

事業者が、

※消費者と直接取引をする事業者に限らない。 消費者とのコミュニケーションの深化

消費者志向経営とは何か

消費者全体の視点

健全な市場の担い手

社会的責任の自覚

従業員

有機的な連携

期待される効果
消費者

・持続可能な成長
・リスク軽減

事業者

・健全な市場の形成
・「経済の好循環」の実現

日本経済

・消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図ること
を経営の中心と位置付ける。

・健全な市場の担い手として、消費者の安全や取引の公正性の確保、消費者
に必要な情報の提供等を通じ、消費者の信頼を獲得する。

・持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚して事
業活動を行う。

【品消法関連部門】
・品質保証部門
・お客さま対応部門
・コンプライアンス関
連部門　等

【事業関連部門】
・商品開発部門
・製造部門
・営業部門　等

要望を踏まえた商品・
サービスの改善・開発

・安全・安心な
くらしの確保
・満足度の向上

企
業
風
土
や
意
識
の
醸
成

ト
ッ
プ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

消
費
者
か
ら
意
見
・
要
望

消
費
者
の
声
を
活
か
す

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

68�）2019年４月末時点で、102の事業者及び事業者団体が自主宣言をしており、自主宣言事業者については、消費者
庁のウェブサイトで公開している。
� � https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/
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図表Ⅰ-2-2-38 消費者志向経営優良事例表彰について

優良事例表彰について（２0１８年度から）

消費者志向経営の推進に資するため、消費者志向自主宣言を公表し、かつ、フォローアップ結果を公表して
いる事業者の取組のうち、優れた取組を行った事業者を対象として、有識者による選考委員会を開催し、そ
の意見に基づき選考を実施

２0１８年度表彰（第 １ 回）

2018年11月26日
消費者志向経営推進シンポジウムにおいて表彰式を実施

【内閣府特命担当大臣表彰　 1件】　

♢　花王株式会社

【消費者庁長官表彰　 3件】　

♢　損害保険ジャパン日本興亜株式会社
♢　株式会社ニチレイフーズ
♢　明治安田生命保険相互会社
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　消費者庁と同時に発足した消費者委員会
は、消費者が安心して安全で豊かな消費生
活を営むことができる社会の実現に関して
優れた識見を有する有識者から成る合議制
の機関です。消費者庁を始めとする政府の
消費者行政全般に対する監視機能等を有す
る第三者機関として内閣府に設置されまし
た。消費者委員会における調査審議に消費
者の意見を反映させるため、消費者・消費
者団体等からの意見書等の受付（図表Ⅰ
-2-3-1）、消費者団体等との意見交換会の
開催等を通じ、それらの意見等を消費者委

員会において調査審議を行う際の参考とし
ています。これまでに消費者委員会に寄せ
られた意見等をみると、「取引・契約関係」、
「食品表示関係」、「消費者安全関係」、「地
方消費者行政」等が多くなっており、消費
者等は日常生活に身近な分野を中心に、消
費者政策の推進を求めていることがうかが
えます。
　また、消費者委員会の委員が地方に出向
き、消費者や関係各団体の声に直接真摯に
耳を傾け、問題の解決に効果的に取り組む
ために、全国各地において、様々なテーマ
で消費者問題シンポジウムを開催69し、地方
の関係団体や地方公共団体等と連携して意
見交換等を行っています（図表Ⅰ-2-3-2）。

消費者委員会のこれまでの取組第 ３節

消費者委員会における調査審議・
建議等

図表Ⅰ-2-3-1 消費者委員会に寄せられた意見等

（備考）　 1． 消費者委員会のウェブサイトより作成。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

国民生活センターの在り方
５%

貸金業法関係
４%

料金・物価関係
３%

集団的消費者被害救済制度
３%

公益通報者保護制度
３%

消費者行政の在り方
２%

東日本大震災関連
１%

個人情報保護制度
１%

表示関係（食品表示を除く）
１%

消費者教育
１%

その他
12％

累計
1,178件

取引・
契約関係
39%

食品表示
関係
11%

消費者
安全関係
８%

地方消費者行政
７%

2009年９月～2019年３月に
寄せられた意見等

69�）2012年１月以降「地方消費者委員会」の名称で第10回まで開催、2014年から名称を「消費者問題シンポジウム」
と改め、これまでに27回開催（2018年度末時点）。
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　消費者委員会は、これまでに建議20件、
提言16件、意見等79件、消費者庁及び消費
者委員会設置法第６条第２項第２号に基づ
く答申６件（2019年４月末時点）を行うな
ど、積極的に調査審議を行っています70（図
表Ⅰ-2-3-3）。
　消費者委員会への意見聴取が法定されて
いる「消費者基本計画関係」や、東日本大
震災後の原子力発電所の稼働停止の影響に
より電力会社からの料金改定申請が相次い
だ「料金・物価関係」を除けば、「取引・
契約関係」、「消費者安全関係」が多く、こ
のような、その時々に問題となっている消
費者に身近な事案を中心に積極的に調査審
議を行っています。このうち、建議・提言
の宛先としては、消費者庁を除くと、厚生
労働省が11件、経済産業省が10件、国土交

通省が７件と多く、これまで12の関係府省
庁に対して建議・提言を行っており、消費
者行政の監視役として幅広い分野を検討
し、関係府省庁に対して積極的に働き掛け
をしています。
　消費者委員会がこれまで行った建議の内
容等については、それぞれ関係府省庁の取
組につながるとともに、消費者庁及び消費
者委員会設置法第６条第２項第２号に基づ
く答申６件については、2018年度末時点で、
４件が法律の改正につながっています。こ
のほかの建議等についても、消費者基本計
画の施策に反映されるなど、政府の消費者
政策の推進にいかされており、消費者の意
見等を消費者政策に反映させる仕組みとし
て機能していることが分かります。
　また、消費者基本法の規定71に基づき、

図表Ⅰ-2-3-2 消費者問題シンポジウムの開催状況（2018年度末時点）

2019年３月　さいたま市
高齢者の消費者被害の防止に向けて

2015年12月　小田原市
消費者被害と消費者行政の在り方

2012年６月　千葉市
地方消費者行政

2019年２月　大阪市
高齢者の消費者被害の防止に向けて

2012年７月　名古屋市
これからの消費者教育を考える

2014年７月　静岡市
消費者教育の推進に向けて

2017年６月　盛岡市
健康食品の適切な利用法と広告の見方

2017年12月　和歌山市
消費者被害をなくすために
～官民連携した地域での取組～

2016年12月　甲府市
消費者市民社会の構築にむけて
～山梨県における消費者教育の取組～

2014年３月　広島市
食品表示について

2017年８月　新潟市
これからの消費者教育を考えよう

2013年７月　金沢市
消費者契約法の課題

2014年11月　長野市
消費者被害をなくすために

2017年10月　岐阜市
岐阜県における高齢消費者被害防止の取組み

2012年12月　大分市
高齢者の消費者被害の防止

2012年３月　松山市
消費者契約法

2015年11月　松江市
消費者被害をなくすために

2015年６月　京都市
エシカル・コンシューマーへの道

2016年８月　福岡市
消費者の選択に資する
広告のあり方を考える

2015年２月　徳島市
徳島県下の消費者教育を考える

2012年１月　仙台市
被災地支援

2013年３月　米沢市
食品表示のあり方について

2016年１月　前橋市
消費者被害をなくすために

2015年７月　浦添市
消費者被害をなくすために

2013年５月　札幌市
製品安全について

2012年10月　山口市
高齢者の消費者被害の防止

2013年12月　大津市
健康食品の表示等のあり方について

70�）このほか、食品表示法、特定商取引法、景品表示法、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣
府令等の消費者庁が所管する個別の法令に基づく諮問に対する答申も多数行っている。
71�）消費者基本法第27条第３項
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新たに消費者基本計画の案を策定する際
や、政府が消費者基本計画の検証・評価・
監視についての結果を取りまとめる際に
は、消費者委員会による答申に先立って関
係府省庁からのヒアリング等を行い、その

結果を踏まえて消費者委員会としての意見
の表明を行っており、消費者基本計画を起
点とする消費者政策のPDCAサイクルの実
施において重要な役割を果たしています。

図表Ⅰ-2-3-3 消費者委員会からの主な建議・意見表明等の内容

分野別分類 種別 件数 主な内容（例）

消費者安全関係
建議 7

自動車リコール制度、消費者安全行政、エステ・美容医療サービス、
消費者事故未然防止のための情報周知徹底 等

提言・意見等 9
こんにゃく入りゼリーによる窒息事故、事故情報の活用、食品衛
生規制 等

取引・契約関係

建議 9
有料老人ホームの前払い金、マンションの悪質勧誘、住宅リフォー
ム、詐欺的投資勧誘、クレジットカード取引、電子マネー 等

提言・意見等 16
未公開株等投資詐欺、貴金属等の訪問買取り、電気通信事業者の販
売勧誘方法、商品先物取引における不招請勧誘、スマホゲーム、プ
ラットフォームが介在する取引 等

答申 3 消費者契約法、特定商取引法の規律の在り方　等

食品表示関係
建議 2 健康食品の表示・広告の適正化

提言・意見等 6 原料原産地表示、特定保健用食品 等

表示関係（食品表示を除く）
建議 1 美容医療サービスのホームページ

答申 1 景品表示法への課徴金制度の導入

地方消費者行政
建議 3 地方消費者行政の活性化、支援策 等

提言・意見等 2 地方消費者行政の執行力の充実 等

公益通報者保護制度
提言・意見等 2 公益通報者保護制度の見直し　等

答申 1 公益通報者保護法の規律の在り方

個人情報保護制度 提言・意見等 3 個人情報保護制度、パーソナルデータの利活用、いわゆる名簿屋

集団的消費者被害救済制度 提言・意見等 1 集団的消費者被害救済制度の創設

料金・物価関係

建議 1 公共料金問題

提言・意見等 28
家庭用電気料金の値上げ認可申請、同フォローアップ、消費税率
引上げに伴う公共料金等の改定、電力・ガス小売自由化 等

答申 1 電力託送料金の査定方法

消費者教育 提言・意見等 4 消費者教育推進に関する基本方針、若年層への消費者教育 等

消費者行政の在り方 提言・意見等 3 国民生活センターの在り方　等

消費者基本計画関係 提言・意見等 19 消費者基本計画の策定、検証・評価、工程表改定　等

その他 提言・意見等 2
消費者白書等、消費者庁等における各種試行（新未来創造オフィ
ス関係）

（備考）　 1．「答申」は消費者庁及び消費者委員会設置法第 6条第 2項第 2号に基づくもの。
　　　　 2．複数の分野にまたがるものについては再掲を行っているため、建議・意見表明等の合計数とは一致しない。
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　本章第２節、第３節で示したとおり、消
費者庁及び消費者委員会は2009年９月の設
置以来の約10年間で、当初期待されていた
諸課題に積極的に取り組み、消費者行政の
一元化や地方消費者行政の強化、各種法令
の整備・執行等、一定の成果を挙げてきま
した。
　消費者政策の推進により消費者の安全・
安心を確保することは、消費者が主役とな
る社会の実現や、消費の活性化、さらには
経済の好循環の実現にとって大前提となる
重要課題であり、消費者庁及び消費者委員
会は、今後、消費者利益の擁護・増進に向
けて更に取組を強化していくことが必要と
なります。
　本節では、消費者への意識調査の結果か
らみたこれまでの約10年間の取組の評価を
行った上で、今後の更なる取組の強化に向
けて残された課題を明らかにしていきます。

　消費者政策の目的は、消費者の安全・安
心を確保し、消費者の自主的かつ合理的な
選択の機会を確保するとともに、そのため
に必要な情報や教育の機会を消費者に提供
することです。併せて、消費者の意見を消
費者政策に反映し、被害が生じた場合には
適切かつ迅速に救済されるような制度・環
境を整備することが重要な役割となります。
　消費者庁では、消費者の日常生活におけ
る意識や行動等を把握し、消費者政策の企
画立案にいかすことを目的として、2012年
度から毎年「消費者意識基本調査」を実施

しています。ここでは、その調査結果の中
から、関連する項目を分析すること等によ
り、最近の消費者政策の成果についての評
価と課題を示していきます。

　「消費者意識基本調査」では、自身を取
り巻く消費生活に関する状況をどのように
受け止めて評価しているかを聞いていま
す。この結果から、消費者からみて消費者
政策の目標がどの程度実現していると考え
られているのかを詳しくみていきます（図
表Ⅰ-2-4-1）。
　同調査を開始した2012年度と2018年度の
結果を比較すると、「当てはまる」（「かな
り当てはまる」＋「ある程度当てはまる」。
以下同じ。）という肯定的な回答の割合は、
多くの項目で増加傾向となっています。
　「流通している食品は安全・安心である」
は47.4％から60.2％、「流通している商品（食
品以外）や提供されているサービスは安全・
安心である」は43.0％から57.0％、「事業者
間で価格やサービスの競争が行われてい
る」は58.1％から68.5％と、割合が増加し
ています。特に、「地方公共団体の消費生
活センター又は消費生活相談窓口は信頼で
きる」は29.8％から49.7％と約1.7倍に増加
しています。
　また、「悪質・詐欺的な販売行為等を心
配せず安全に商品・サービスを購入・利用
できる」は28.1％から36.2％、「商品等の表
示・広告の内容は信用できる」は29.3％か
ら36.2％、「行政から消費者への情報提供

これまでの取組の評価と課題第 ４節

（ １）消費者の意識からみた消費者政策の評価

消費者を取り巻く状況についての
評価
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や啓発が十分になされている」は18.0％か
ら22.3％と、若干の増加となっています。
　食品を始めとする商品・サービスの安全
性については、過半数の消費者が肯定的な
評価をしており、なおかつそのような回答
が増えていますが、これは、消費者政策の
推進や、何よりも多くの健全な事業者によ
るたゆまぬ努力によるものと考えられま
す。事業者間における価格やサービスの競
争についても、商品・サービスの安全・安
心と同様の傾向を示しています。しかし、
いずれの項目についても否定的な評価をす
る消費者が一定数存在するほか、「どちら
ともいえない」とする回答も３割前後を占
めており、現在の消費者からの評価に満足
することなく、更なる取組が必要です。

　他方、商品・サービスの取引の安全性や
表示・広告の適正性については、肯定的な
評価の増加幅が小さく、否定的な評価も
20％以上存在するなど、安全性に関する項
目に比べて、相対的に消費者の評価が低い
水準となっていることが分かります。一部
の悪質な事業者による消費者被害が次々に
発生していることや、店舗やインターネッ
ト上等で不適切な表示・広告が散見される
こと等が要因と考えられます。
　地方公共団体の消費生活センターや消費
生活相談窓口の信頼性については、消費者
庁が地方消費者行政の充実と消費生活セン
ター・相談窓口の整備に積極的に取り組ん
だことを背景に、大幅に向上したことがう
かがえます。しかし、その一方で、行政か

図表Ⅰ-2-4-1 消費者を取り巻く状況について

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者を取り巻く状況について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． （※）の項目は、2012年度調査では「トラブルの際に相談できる地方公共団体の消費生活センター又は消費生活相談窓口が整備され

ており、信頼できる」。
　　　　 4． 回答者数は、2012年度は6,690人、2018年度は6,053人。
　　　　 5． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ら消費者への情報提供や啓発の面では否定
的な評価が肯定的な評価を上回っており、
消費者政策に関する効果的な広報の在り方
や、消費者とのコミュニケーションの強化
が今後取り組むべき大きな課題であると考
えられます。

　「消費者意識基本調査」では、消費者庁

が推進してきた取組について知っているか
を聞いています。2012年度調査と2018年度
調査を比べると、いずれの取組についても
知っているという割合は大きく増加してお
り、2009年の設置から約10年間取り組んで
きたことが消費者に浸透しつつあることが
分かります（図表Ⅰ-2-4-2）。
　2018年度の調査結果をみると、「食品表
示ルールの整備」、「偽装表示や誇大広告等、
商品やサービスについての不当な表示の規
制」、「悪質商法等の消費者の財産に関わる

消費者政策についての評価

図表Ⅰ-2-4-2 消費者庁の取組で知っていること

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 設問は以下のとおり（いずれも複数回答）。
　　　　　　　2012年度調査「あなたは、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいることを知っていますか。」
　　　　　　　2018年度調査「あなたは、2009年の設立以来、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいることを知っていましたか。」
　　　　 3． 2012年度調査の選択肢は、以下のとおり。
　　　　　　　（※ 1）消費者の利益を守るための制度づくり（消費者契約や被害回復のための集団訴訟制度等）
　　　　　　　（※ 2）公共料金の規制
　　　　　　　（※ 4）消費者庁の名前は知っていたが、上記の取組については知らない
　　　　 4． （※ 3）ここでの「リスクコミュニケーション」とは、消費者が専門家からリスクに関する情報・知見を得るとともに、それらの

情報等に関して消費者が質問し、又は意見を述べる等してリスクに対する認識の共有を図っていくものをいう。
　　　　 5．（※ 5）2012年度調査のみ。
　　　　 6． 2012年度調査の「その他（0.2％）」は除いている。

0 604020

上記のいずれも知らなかった（※４）

無回答

食品と放射性物質に関する説明会やセミナー等の
リスクコミュニケーション（※３）の実施

公共料金等の決定過程の透明性及び料金の適正性の
確保（※２）

消費者教育や消費生活に関する普及啓発

消費生活センター等、地方における消費者行政の取組の
推進

消費者の利益を守るための制度作り（消費者契約に関する
制度や消費者団体による訴訟制度等）（※１）

消費者の生命・身体の安全に関する情報発信

消費者の生命・身体に関する事故の原因調査

訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の
規制

悪質商法等の消費者の財産に関わる被害についての情報発信

偽装表示や誇大広告等、商品やサービスについての不当な
表示の規制

食品表示ルールの整備

（％）

消費者庁を知らなかった（※５）

2012年度調査（N＝6,690人、M.T.＝253.6％）
2018年度調査（N＝6,053人、M.T.＝413.2％）
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被害についての情報発信」では４割以上の
消費者に認知されている一方、「消費生活
センター等、地方における消費者行政の取
組の推進」、「消費者教育や消費生活に関す
る普及啓発」、「公共料金等の決定過程の透
明性及び料金の適正性の確保」、「食品と放
射性物質に関する説明会やセミナー等のリ
スクコミュニケーションの実施」では３割
以下の認知度にとどまっています。また、
「いずれも知らなかった」との回答も４割
近くに上っており、消費者庁の個々の取組
が必ずしも多くの消費者に認識されていな
いことがうかがえます。
　さらに、消費者庁が推進してきた上記の
取組を知っていると回答した消費者に対し
て、その取組をどのように評価するかを聞
いたところ、「食品表示ルールの整備」、「悪
質商法等の消費者の財産に関わる被害につ
いての情報発信」、「消費者の生命・身体に
関する事故の原因調査」、「偽装表示や誇大
広告等、商品やサービスについての不当な
表示の規制」、「消費者の生命・身体の安全
に関する情報発信」では過半数の人が肯定
的な評価（「十分な取組がなされている」
＋「ある程度取組がなされている」。以下
同じ。）をしている一方、「消費者の利益を
守るための制度作り」、「消費生活センター
等、地方における消費者行政の取組の推
進」、「消費者教育や消費生活に関する普及
啓発」では４割以下、「公共料金等の決定
過程の透明性及び料金の適正性の確保」、
「食品と放射性物質に関する説明会やセミ
ナー等のリスクコミュニケーションの実施」
では３割以下にとどまる結果となりました
（図表Ⅰ-2-4-3）。
　施策の内容や性質によっては、消費者に
認知されやすいものとそうでないものがあ
ることや、取組の評価についても施策の認
知度や調査時点の社会経済情勢に影響され

る面があることに留意が必要ですが、いず
れにしても消費者庁が推進している取組に
ついて、効果的な周知・広報の在り方を検
討するとともに、より多くの消費者に知っ
てもらうため一層の努力を続けることが必
要です。
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　さらに、消費者問題に対する国の施策と
して望むことについて聞いたところ、回答
の割合の高い順に、「消費者の窓口である
国民生活センター、消費生活センターの充
実を図る」（54.2％）、「高齢者、障がい者
など被害に遭いやすい人たちへの地域の見
守りを支援する」（53.7％）、「消費者被害・
トラブルなどについての情報提供を充実す
る」（50.6％）、「消費者の視点から消費者
を守る行政機関である消費者庁の充実を図
る」（46.1％）などとなっています（図表Ⅰ-2-
4-4）。

　選択肢等が若干異なることから厳密な比
較は難しいものの、消費者庁設置前に実施
された内閣府の「消費者行政の推進に関す
る世論調査」（2008年）と比較してみると、
消費者問題に関する各施策への要望は、総
じて高まっている傾向にあるといえます。

図表Ⅰ-2-4-3 消費者庁の取組への評価

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 消費者庁が取り組んでいる各項目のうち「『知っていた』と回答した項目について、あなたはその取組をどのように評価していま

すか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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消費者の生命・身体の安全に関する情報発信 
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図表Ⅰ-2-4-4 消費者問題に対する国の施策として望むこと

（備考）　 1． 内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（2008年10月調査及び2014年 1 月調査）、消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）
により作成。

　　　　 2．各調査の調査設計、設問等が異なるため、比較には注意が必要である。
　　　　 3．各調査の調査対象、調査方法は次のとおり。
　　　　　　　「消費者行政の推進に関する世論調査」
　　　　　　　　調査対対象：全国20歳以上の者　3,000人
　　　　　　　　回答方法：調査員が訪問して調査内容を質問し、その場で回答を聴取
　　　　　　　「消費者意識基本調査」
　　　　　　　　調査対象：全国の満15歳以上の者　10,000人
　　　　　　　　回答方法：調査員が訪問して調査票を配布し、後日再訪問して回収
　　　　 4．各調査の設問は次のとおり（いずれも複数回答）。
　　　　　　　「消費者行政の推進に関する世論調査」
　　　　　　　　2008年10月調査：あなたは、消費者問題に対する政府の施策として望むことはどのようなことですか。
　　　　　　　　2014年 1 月調査：あなたは、消費者問題に対する国の施策として望むことはどのようなことですか。
　　　　　　　「消費者意識基本調査」
　　　　　　　　あなたが、消費者問題に対する国の施策として望むことはどのようなことですか。
　　　　 5．各調査において、次の選択肢を除いて記載している。
　　　　　　　「消費者行政の推進に関する世論調査」
　　　　　　　　「わからない（2008年10月調査4.4％、2014年 1 月調査3.4％）」
　　　　　　　「消費者意識基本調査」
　　　　　　　　「わからない（9.4％）」、「無回答（1.3％）」
　　　　 6．「消費者行政の推進に関する世論調査」（2008年10月調査）では、
　　　　　　 （※ 1）「苦情相談、コンプライアンス（法令遵守）や社会的責任への企業の取組を支援する」、
　　　　　　 （※ 2）「消費者の自立を促す消費者教育を拡充する」となっている。
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消費者団体の積極的な活動を支援する

消費者教育を拡充する（※２）

事業者間における公正で自由な競争を促す

事業者に対する法規制を全般的に強化する

消費者問題の被害者に対する救済制度を充実する

消費者行政の推進に関する世論調査
（2008年10月調査）

消費者意識基本調査
（2018年度) 

消費者行政の推進に関する世論調査
（2014年１月調査）

消費者行政の推進に関する
世論調査（2008年10月）

（N＝1,853　M.T.＝338.9）
消費者行政の推進に関する
世論調査（2014年１月）

（N＝1,781　M.T.＝364.6）
消費者意識基本調査

（N＝6,053　M.T.＝443.4）

消費者の窓口である国民生活センター、
消費生活センターの充実を図る

高齢者、障がい者など被害に遭いやすい人たちへの
地域の見守りを支援する

消費者からの苦情・意見を商品・サービスへ反映させ
るなど、消費者志向への事業者の取組を支援する（※１）

消費者と事業者間の取引ルール（民事ルール）の
適正化を図る

国民の声を消費者行政に反映するため、提案や
申し出の制度を充実する

行政機関に対して客観的な立場から意見を述べたり、
建議などを行う機関である消費者委員会の充実を図る

消費者の視点から消費者を守る強い権限を持った
行政機関を新たに作る（2008年10月調査のみ） 

法規制のすき間で生じる消費者問題に対応するため
新たな法規制を導入する（2008年10月調査のみ） 

行政機関に対して客観的な立場から意見を述べたり、
勧告を行う機関を作る（2008年10月調査のみ） 

消費者被害・トラブルなどについての情報提供を
充実する

消費者の視点から消費者を守る行政機関である
消費者庁の充実を図る
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　以上のように、消費者問題に関する各施
策への要望は高まる傾向にある一方で、内
閣府の「国民生活に関する世論調査」にお
ける国に対する政策要望に関する質問への
回答をみると、消費者の日々の生活に直結し
ているといえる「物価対策」については、
2018年の調査結果において、31項目中６位と
上位を占めているものの、「消費者問題への
対応」については21位と低い水準にとどまっ
ており、過去の推移をみても10％から20％の
間にとどまっています（図表Ⅰ-2-4-5）。
　この調査結果の解釈としては、①消費者
政策は、上位を占める社会保障や高齢社会

対策等の分野と比べて、相対的に課題が少
ないことによるものとの見方がある一方、
②消費者政策の重要性や有効性等につい
て、現状としては、消費者に十分に理解さ
れているとはいえない状況であることによ
るものとの見方もあり得ます。
　消費者政策への関心が低い水準にとど
まっているのは、上記の両方の要因による
ものと考えられますが、いずれにしても消
費者政策の推進に対する消費者からの後押
しを高めるためには、消費者政策が消費者
の生活に身近で、日々の生活の向上に非常
に役立つものであることについて十分な周

図表Ⅰ-2-4-5 政府への要望
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15.4

11.3

高齢社会対策 景気対策医療・年金等の社会保障の整備（※１）
雇用・労働問題への対応（※２） 少子化対策 物価対策 治安（※３）
自然環境の保護・地球環境保全・公害対策（※４） 消費者問題への対応（※５）
男女共同参画社会の推進 規制緩和・新規産業の育成（※６） 市民活動の促進
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（備考）　 1． 内閣府「国民生活に関する世論調査」により作成。調査対象は、2015年 6 月調査までは20歳以上の者、2016年 7 月調査
から18歳以上の者。

　　　　 2． 「あなたは、今後、政府はどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． 選択肢のうち、消費生活に関連の深い12項目を挙げた。他の選択肢は「防衛・安全保障」、「税制改革」、「外交・国際協力」、

「防災」、「教育の振興・青少年の育成」、「資源・エネルギー対策」、「東日本大震災からの復興」、「財政健全化の推進」、「東
京電力福島第一原子力発電所事故への対応」、「行政改革」、「地域の活性化」、「住宅・公共施設・公共交通機関の整備」、
「交通安全対策」、「中小企業対策」、「地方分権の推進」、「自殺対策」、「文化・スポーツの振興」、「科学技術の振興」、「農
林水産業対策」、「その他」、「ない、わからない」（2018年 6 月調査の選択肢）。

　　　　 4． 以下の選択肢は、2009年 6 月調査までは下記のとおり。
　　　　　　 （※ 1）「医療・年金等の社会保障構造改革」、（※ 2）「雇用労働問題」、（※ 3）「犯罪対策」、（※ 4）「自然環境の保護」、

（※ 5）「消費者保護対策」、（※ 6）「規制緩和や新規産業育成などの経済構造改革」
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知を行い、消費者の理解を高めていくこと
が必要です。そのために、消費者との双方
向のコミュニケーションを密にして、その
真のニーズを的確に把握するとともに、消
費者政策による具体的なメリットを分かり
やすく発信していくことが必要です。

　前述のとおり、これまでの消費者政策に
関する取組は、一定の成果を上げてきてい
るといえますが、消費者の利益の擁護及び
増進に関わる幅広い問題を対象とする消費
者政策が取り組むべき課題は山積していま
す。また、取組の内容や成果が消費者に十
分認知されていない面もあります。
　今後、消費者政策を更に推進していくた
めには、消費者庁及び消費者委員会設置の
理念を踏まえて、新たな決意の下で諸課題
に取り組むことが必要です。
　「消費者行政推進基本計画」では、新組
織が満たすべき６原則として、①消費者に
とって便利で分かりやすい、②消費者・生
活者がメリットを十分実感できる、③迅速
な対応、④専門性の確保、⑤透明性の確保、
⑥効率性の確保の６項目が掲げられまし
た。以下では、この６原則の観点を踏まえ
つつ、消費者庁及び消費者委員会が取り組
むべき課題を提示します。

　「消費者意識基本調査」の結果にもみら
れるように、消費者にとって便利で分かり
やすい消費者行政であるためには、高齢者
を含む全ての消費者が迷わずに何でも相談
できる一元的な窓口が存在することが極め

て重要です。
　消費者庁設立以来、「地方消費者行政推
進交付金」等による財政支援を活用し、ど
こに住んでいても質の高い相談・救済を受
けられる地域体制の整備を目標とした「地
方消費者行政強化作戦」の達成に向けて取
組を進めた結果、相談体制の空白地域の解
消や消費生活センターの設立促進等、地方
消費者行政の体制整備が進んだことは、地
方消費者行政の充実につながりました。一
方で、小規模市町村における消費生活相談
体制の整備や地域の見守りネットワークの
構築等には課題が残っており、今後更なる
充実が求められるところです（図表Ⅰ-2-
4-6）。
　なお、「地方消費者行政強化作戦」につ
いては、「相談体制の空白地域解消」、「適
格消費者団体の空白地域解消」、「消費者教
育推進計画の策定」等、おおむね達成され
た目標も多く、今後は、現下の状況を踏ま
え、「地方消費者行政強化作戦」の成果を
分析し、既存の目標の見直しや新たな目標
の設定を行うことが必要となります。

（ ２）今後の取組強化に向けた主な課題

消費生活相談窓口ネットワーク維持
向上、地方消費者行政の充実強化
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　一方、これらの取組の進展は、「地方消費
者行政推進交付金」等による国からの財政
支援に支えられていたものであり、今後、
整備してきた体制を維持し、更なる充実を
図るためには、国からの財政支援を活用し
つつ、地方の一般財源に裏付けられた消費
者行政予算の確保を行う必要があります。
しかし、地方の一般財源に裏付けられた消

費者行政予算の確保は十分に進んでいない
現状（第１部第２章第２節（２）参照。）に
あるといえます。このことを踏まえ、今後は、
地方公共団体が、地域住民の消費生活の安
全・安心の確保は自らの事務として優先的
に取り組まなければならない課題であると
の認識を深めることが重要になると考えら
れます。

図表Ⅰ-2-4-6 「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況

　 1－ 1　相談窓口未設置の自治体を解消

【2013年 4 月 1 日 → 2018年 4 月 1 日】

　95市町村 → 0 市町村

　 2－ 1　消費生活センター設立促進
　　　　　　・人口 5万人以上の全市町
　　　　　　・人口 5万人未満の市町村の50％以上
【消費生活相談員】
　 2－ 2　管内自治体の50％以上に配置

　 2－ 3　資格保有率を75％以上に引上げ
　 2－ 4　研修参加率を100％に引上げ（各年度）

【2013年 4 月 1 日 → 2018年 4 月 1 日】

　・19府県　 → 35都道府県 （453市町 → 517市区町）
　・ 9道府県 → 21道府県 （340市町村 → 587市町村）

　・36都道府県 → 43都道府県
 （1,218市区町村 → 1,452市区町村）
　・21都府県 → 26都府県 （2,549人 → 2,797人）
　・ 4県　　 → 11県 （平均参加率：85.9％ → 91.8％）

　 3－ 1　適格消費者団体が存在しない 3ブロック
　　　　　 （東北、北陸、四国）に適格消費者団体の設立

促進

【2013年 4 月 1 日 → 2019年 4 月末】

　11団体 → 19団体（全ブロックで設置済）
　「NPO法人消費者支援ネットくまもと」
 （2014年12月17日認定）
　「特定非営利活動法人消費者ネットおかやま」
 （2015年12月 8 日認定）
　「特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム」
 （2016年 2 月23日認定）
　「特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく」
 （2017年 4 月25日認定）
　「特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ」
 （2017年 5 月15日認定）
　「特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会」
 （2018年 2 月 5 日認定）
　「特定非営利活動法人えひめ消費者ネット」
 （2018年 6 月19日認定）
　「特定非営利活動法人消費者支援かながわ」
 （2018年 8 月 3 日認定）

　 4－ 1　消費者教育推進計画の策定
　　　　　消費者教育推進地域協議会の設置
　　　　　（全都道府県・政令市）

【2014年 3 月末 → 2019年 3 月末】

　 9都府県・ 1政令市 → 47都道府県・18政令市

　14都府県・ 2政令市 → 47都道府県・19政令市

　 5－ 1　消費者安全確保地域協議会の設置
 （人口 5万人以上の全市町）

【2017年 1 月時点 → 2019年 3 月末】

　21市町 → 98市区町
　 （人口 5万人以上の全市町で設置済：2県（徳島県、兵
庫県））

政策目標 1　相談体制の空白地域解消
〈未設置地方公共団体〉

政策目標 2　相談体制の質の向上
〈達成都道府県（設置・配置市町村数、資格保有者数等）〉

政策目標 3　適格消費者団体の空白地域解消
〈適格消費者団体数〉

政策目標 4　消費者教育の推進
〈推進計画の策定〉

〈推進地域協議会の設置〉

政策目標 5　「見守りネットワーク」の構築
〈人口 5万人以上の設置地方公共団体〉

2016年 4 月から設置可能に（改正消費者安全法）。

2015年度に、相談体制の
空白地域の解消を達成。
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　こうしたことから、2019年１月から３月
にかけて、「地方消費者行政強化キャラバ
ン」を実施しました。自主財源に裏付けら
れた地方消費者行政の充実について、直接、
都道府県知事等に依頼するなどの取組を進
めています（図表Ⅰ-2-4-7）。
　今後も、地方消費者行政の体制維持・充
実に向けては、消費者庁から継続的に地方
公共団体への働き掛けを行い、「消費者行
政の優先順位」を高めるための様々な手段
を講ずるとともに、交付金による支援の在
り方の見直しも行いつつ、地方消費者行政
予算を確保するための取組を進めていくこ
とが求められています（第１部第２章第２
節（２）参照。）。
　また、消費生活相談の現場を支える消費
生活相談員に対しては、処遇の改善に向け
た取組を進めています。具体的には、2014
年には消費者安全法において、消費生活相
談員の職が法定され、消費生活相談員の専
門性の確保とその社会的地位を確立しまし
た。他方、消費生活相談員の報酬額をみる
と、消費生活相談員の処遇は徐々に改善さ
れていることがうかがえるものの、その水

準は必ずしも高いとはいえない状況にあり
ます（図表Ⅰ-2-4-8）。
　また、消費生活相談員の高齢化が進んで
いるとの調査結果72もあり、今後、消費生
活相談員の処遇について、安定的かつ専門
性に見合う水準を確保することにより、よ
り魅力ある職として次世代の担い手も確保
していくことも課題となっています。
　また、消費者庁では、2010年１月から、
消費生活センターの存在や連絡先を知らな
い消費者の方に、近くの消費生活センター
等を案内する共通の電話番号として、「消
費者ホットライン」の運用を開始しました。
2015年７月には、困った消費者がより便利
に利用できるよう、局番なしの３桁の番号
（「188（いやや！）」）での案内を開始しま
した。３桁化以降、消費者ホットラインの
入電件数は、２倍以上に増加しました。し

図表Ⅰ-2-4-8 消費生活相談員の平均報
酬額の推移

（備考）　 1． 消費者庁「平成30年度 地方消費者行政の現況調査」
により作成。

　　　　 2． 1 時間当たりの報酬単価。定数内（常勤職員）以外。
　　　　 3． 各年 4月 1日時点。

2018
（年）

（円）

2017201620152014201320122011
1,460

1,580

1,560

1,540

1,520

1,500

1,480

1,499
1,507

1,510

1,526

1,520

1,537

1,552

1,561

図表Ⅰ-2-4-7
キャラバンの一環で長野
県を訪問する消費者担当
大臣

72�）公益社団法人全国消費生活相談員協会「会員実態調査」（2018年）
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かしながら、消費者庁「消費者意識基本調
査」（2018年度）で「番号『188』」の認知
度を聞いたところ、全体では9.2％にとど
まり、年齢層別にみると20歳代が最も低く、
高齢になるにつれて高くなっています（図
表Ⅰ-2-4-9）。「188（いやや！）」の認知度
向上のため、2018年７月には、イメージキャ
ラクター「イヤヤン」を発表しました。そ
れ以降は、イヤヤンを活用して、SNSを通
じたデジタルコンテンツの配信を行うな
ど、若者に向けた周知・啓発にも力を入れ
ていますが、全体の認知度は未だ低いため、
今後は消費者の特性に応じて、あらゆる世
代への周知を行うことが求められています。
　内閣府の「成年年齢の引下げに関する世
論調査」によると、消費者被害に遭うかも
しれないという不安を感じている若者は
60％を超えています（図表Ⅰ-2-4-10）。こ
うした状況からも、相談窓口の認知度が特
に低い若年層に対しては、SNSの活用や動
画投稿サイト等を利用するなど訴求対象と
なる消費者に適した手法によって周知活動
を進めていく必要があります。

　消費者被害の発生・拡大を防止するため
には、消費者事故や消費者トラブルに関す

収集した情報の有効活用と消費者
等への発信力の強化

図表Ⅰ-2-4-10
消費者被害にあうかもし
れないという不安を感じ
る割合（16歳から22歳まで）

（備考）　 1． 内閣府「成年年齢の引下げに関する世論調査」（2018
年12月調査）により作成。

　　　　 2． 「あなたは、消費者被害にあうかしれないという不
安を感じますか。」との問に対する回答。

　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

不安を感じる
25.0％

どちらかというと
不安を感じる
39.2％

わからない
1.1％

どちらかと
いうと不安は
感じない
19.9％

不安は
感じない
14.8％

不安を
感じる
（計）
64.3％

不安は
感じない
（計）
34.7％

図表Ⅰ-2-4-9 「消費者ホットライン」188 認知度（年齢層別）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、『消費者ホットライン』188（いやや！）を知っていましたか。」との問で、番号（「188」）についての回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

1.6

0.7

0.4

1.2

1.1

1.2

2.2

2.7

89.2

90.0

96.3

93.8

92.8

90.7

86.1

82.7

9.2

9.3

3.3

5.0

6.1

8.1

11.7

14.6

0 100
（％）

80604020

70歳以上(N＝1,305)

60歳代(N＝1,208)

50歳代(N＝978)

40歳代(N＝1,074)

30歳代(N＝742)

20歳代(N＝456)

10歳代後半(N＝290)

全体（N＝6,053)

知っていた 知らなかった 無回答
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る情報を消費者に分かりやすく伝えること
が重要です。消費者事故等に関する情報を
集約、一元化したことにより、消費者庁に
多数の情報が寄せられるようになり、事故
情報データバンクやリコール情報サイト等
を通じて一般にも提供しているほか、調査
分析や原因究明等を行った上で、消費者に
対する注意喚起や情報提供等を実施してい
ます。
　また、最近では、テキストマイニング等
の手法を活用し、消費者トラブルに関連す
ると思われるSNS等の文字列情報を把握す
る取組を試行的に実施しています。
　そうした取組の成果を活用し、積極的な
情報発信を進めているものの、消費者に
とって有益で分かりやすい情報をよりタイ
ムリーに届けるためには、収集した情報を
より有効に活用するための工夫（調査分析
や原因究明を行うための専門性の向上等）
を続け、各府省庁等と連携の上で、政府の
政策課題に密接に関連する情報提供を適切
に行うことが重要です。また、消費者が情
報に触れる機会を増やすため、例えば、
2018年度に頻発した自然災害の発生後にお
ける情報提供・注意喚起の取組の経験等を
いかし、収集する情報に優先順位を付け、
十分な分析を行った上で、多様な発信手法
の活用等を通じた発信力の強化を図ること
や、制度所管省庁等との連携等を通じ、啓
発資料の内容をより分かりやすいものにす
ること等、発信力の強化やより効果的な周
知広報の在り方を検討することが必要です。

　消費者に消費者行政のメリットを十分実

感してもらうためには、消費者被害の実態
を踏まえて、消費者被害の未然防止、拡大
防止、被害救済等に結び付ける仕組みを十
分に機能させることが必要です。このため
には、一元的に集約した情報を有効に活用
して、タイムリーに注意喚起等を行うとと
もに、法執行等必要な対応を迅速・適切に
行う必要があります。
　このための手段として、消費者庁は消費
者に身近な法令を所管するとともに、消費
者安全法に定められた権限として、関係府
省庁に対する措置要求と「すき間事案」に
対する措置権限を保持しています。
　消費者被害の拡大防止のためには、法令
違反行為に対し法と証拠に基づき所管法令
を厳正かつ適切に執行をすることが重要で
あり、法執行力の一層の強化が課題です。
消費者庁は、これまでも、全国的な広がり
のある重大な事案を中心に法執行を行って
きていますが、更なる情報分析力や調査能
力の向上に向けて、各種研修等による内部
職員の専門性の向上に加え、外部専門人材
の活用を含め執行体制の一層の強化が必要
です。
　また、事案の規模、地域等に応じて、例
えば地方公共団体と共同調査を行うなど、
関係行政機関との連携を一層進めることに
より、効率的な法執行に努めることが重要
です。
　消費者被害が起こった際に、既存の法律
による措置に関する事務を所掌する大臣に
よる速やかな実施を担保するための消費者
安全法に基づく措置要求73については、こ
れまで発動した実績はありません。もちろ
ん、安易に発動することは適切ではなく、
措置要求を行うべき事案、状況であるのか
について十分な見極めが必要ですが、必要

消費者行政における「司令塔機能」
の更なる強化

73）消費者安全法第39条第１項に基づくもの。

108



な場面においては、ためらうことなく権限
を発動する姿勢が求められます。また、措
置要求権限を背景として関係行政機関との
連携を図ることにより、速やかな対応を促
すことも有効です。
　さらに、「すき間事案」についての事業
者への勧告74はこれまでに財産事案の２件
の実績にとどまりますが、収集した情報を
有効に活用し、必要な事案については積極
的に対応していくことが重要といえます。
　府省庁横断的な消費者問題等に迅速かつ
効果的に対応するためには、関係府省庁間
での連携・協力が不可欠です。消費者問題
や物価問題等への取組において、各府省庁
間の連携・協力体制の構築や政府全体とし
ての対処方針の策定等において、総合調整
権限を有効に活用し、消費者庁がより主導
的な役割を果たしていくことが必要です。
　また、消費者基本計画は、各府省庁横断
的な消費者政策を強力に推進する上で極め
て有効な手段です。消費者基本計画を起点
とするPDCAサイクルをより実質的に機能
させることにより、消費者政策を一体的か
つ透明性のある形で推進することができま
す。PDCAサイクルの実効性を高めるため
には、KPIの設定方法等必要な改善に取り
組むことが重要ですが、その上で、社会経
済情勢の変化を踏まえ、基本理念や基本的
施策、政策の推進主体についても積極的に
見直していくことが、消費者政策の発展に
つながると考えられます。
　このように、消費者庁は、消費者行政の
司令塔として、事案や問題の性質に応じて、
与えられた手段を最大限に活用して、消費
者政策を推進していくことが求められます。

　消費者に消費者行政のメリットを十分実
感してもらうためには、特に消費者被害の
未然防止、拡大防止、被害救済等のための
府省庁横断的な法令・制度を十分に整備し、
実効性を向上させることが重要です。
　消費者庁及び消費者委員会の設置後、新
法の制定や法改正等により、消費者法制の
体系的整備は大きく進展しました。例えば、
2014年11月の景品表示法改正75により2016
年４月から導入（施行）された課徴金納付
命令制度76については、これまでに、合計
40件の課徴金納付命令が行われ、合計13億
8461万円の課徴金が課されています（2019
年３月末時点）（図表Ⅰ-2-4-11）。
　また、2017年12月から施行された改正特
定商取引法に基づき、従来の違反事業者に
対する業務停止命令に加え、違反事業者の
役員等に対し新たに法人を設立して停止を
命じられた業務を継続すること等を禁止す
る業務禁止命令の制度が整備され、これま
でに国・都道府県合わせて45件の業務禁止
命令が課されています（2019年３月末時点）。
　他方、例えば、2013年に成立し、2016年
10月に施行された消費者裁判手続特例法に
ついては、施行後２年以上が経過しました
が、同法に基づく提訴は３件（３事業者）
となっています（2019年４月末時点）。もっ
とも、裁判外では、特定適格消費者団体が
消費者のために事業者と交渉した結果、事
業者から消費者に返金されることとなった
例もみられることから、同法の成果が上が
りつつあるといえます。引き続き、特定適

所管法令・制度の拡充と実効性の
向上

74）消費者安全法第40条第１項及び同条第４項に基づくもの。
75�）不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律（平成26年法律第118号）
76�）違反事業者に経済的不利益を課すことにより、事業者が不当表示を行う動機を失わせ、不当表示規制の抑止力を
高めることによって不当表示を防止することを目的とする制度。
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格消費者団体及び適格消費者団体との連携
を促進していくなど、同法が有効に活用さ
れるような環境整備に努める必要がありま
す。
　また、公益通報者保護制度の実効性の向
上を図ることも重要です。同制度は、要件
を満たす通報を行った通報者を解雇その他
の不利益取扱いから保護するものであり、
事業者による不祥事が後を絶たない中、各
事業者における不祥事の未然防止、早期是

正等の自浄作用の発揮による法令遵守の確
保や、通報を端緒情報とする行政機関の法
執行力の強化等に大きな役割を果たします
（図表Ⅰ-2-4-12）。そのため、同制度は、
消費者の安全・安心の確保という消費者政
策の目的を、事業者のコンプライアンス向
上を通じて迅速かつ効率的に達成するため
にも非常に重要であるといえます。
　これまでに、同制度の実効性向上、普及・
浸透に向けて、民間事業者向け及び国の行

図表Ⅰ-2-4-12 公益通報者保護法の概要

行政機関
（通報対象事実について処分・勧
告等の権限を有する行政機関）

報道機関、消費者団体 等
（被害の発生・拡大防止のために
必要と認められる者）

内部通報

公益通報者
（労働者）

行政機関への通報その他外部への通報

事業者内部

通報窓口

３．公益通報者の保護

　所定の要件に該当する通報を
行った「公益通報者」を、解雇
その他の不利益取扱いから保
護。
・解雇の無効
・不利益取扱いの禁止
・労働者派遣契約の解除の無効

１．公益通報者保護法の目的

　食品偽装やリコール隠し等、消費者
の安全・安心を損なう企業不祥事が、
事業者内部からの通報を契機として相
次いで明らかに。
　そこで、公益通報者の保護を図ると
ともに、国民の生命、身体、財産の保
護に係る法令の遵守を図ることを目的
として制定。

（2004年６月公布、2006年４月施行）

２．公益通報の対象

事業者

①労働者（公務員を含む）が
②不正の目的でなく
③労務提供先について
④通報対象事実（※）が
⑤生じ又はまさに生じようとする旨を
⑥所定の通報先に
⑦所定の保護要件を満たして通報、をした場合に保護

（※）刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、
廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定める対象法
律（2019年４月１日時点469法律）に規定する刑罰規定違反

（例）社内のコンプライアンス窓口
事業者が指定する弁護士事務所 等

外部の労働者等か
らの通報を受付

その他外部への通報の保護要件
ア　通報対象事実が生じ、又は生ずるおそ

れがあると思料すること
イ　通報内容に真実相当性があること
ウ　以下のいずれかの要件を満たすこと
　・内部通報では不利益な取扱いを受けると信

ずるに足りる相当の理由がある場合
　・内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合
　・生命・身体への危害が発生する場合 等

行政機関への通報の保護要件
ア　通報対象事実が生じ、又は生ずるお

それがあると思料すること
イ　通報内容に真実相当性があること

内部通報の保護要件
ア　通報対象事実が生じ、又は生ず

るおそれがあると思料すること

図表Ⅰ-2-4-11 景品表示法に基づく課徴金納付命令の運用状況

 （備考） 1．課徴金納付命令は、2016年 4 月 1 日施行の改正景品表示法により導入。
 　　　 2 ．2017年度の課徴金納付命令 1件（317万円）については、行政不服審査法に基づく審査請求を受け、2018年12月21日に取り消された。

 年　度 件　数 納付を命じた課徴金の額 認定された返金措置件数

2016年度 1件 4億8507万円 2件

2017年度 19件 3 億9153万円 1件

2018年度 20件 5 億801万円 0件

合計 40件 13億8461万円 3件
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政機関向けガイドラインの改正、地方公共
団体向けガイドラインの策定、これらの周
知と共に、内部通報制度に関する認証制度
を創設し、2019年２月からその運用を開始
したところです。また、公益通報者保護法
の在り方について、消費者委員会の答申77

を受け、法改正も視野に更なる検討を行っ
ています。今後、更に公益通報者保護制度
の実効性向上に向けた取組を着実に行うこ
とが必要です（図表Ⅰ-2-4-13）。

　消費者教育や消費者への啓発を推進する
ことは、消費者被害の防止を図り、消費者
の自立を支援する上で重要な取組です。他
方、これまで整備されてきた制度や仕組み
が、消費者によって活用され、社会の中で
実効性を発揮するためには、消費者による
消費者政策の現状や制度についての理解が
欠かせません。消費者一人一人にとっても、
安全・安心で豊かな消費社会の形成のため
にも、消費者教育や啓発は極めて重要です。
　特に若年者への消費者教育については、
2022年４月からの成年年齢の引下げを見据

消費者教育等の更なる促進、消費者
とのコミュニケーションの強化

図表Ⅰ-2-4-13 公益通報者保護制度実効性向上のための取組

・2004年 6 月　公益通報者保護法成立（2006年 4 月施行）
　　　　　　　⇒法附則第 2条： 政府は、この法律の施行後 5年を目途として、この法律の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

・2010年 6 月　消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
　2011年 2 月　⇒制度の運用状況等に関する更なる実態把握の必要性について提言
　　　　　　　　（制度の運用状況等に関する実態調査、有識者等からの意見聴取等を実施）

・2015年 3 月　「消費者基本計画」閣議決定
　　　　　　　⇒ 制度の見直しを含む必要な措置の検討を早急に行った上で、検討結果を踏まえ必要な措

置を実施

・2015年 6 月　消費者庁「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」開催
　2016年12月　⇒最終報告書の公表

・2016年12月　民間事業者向け　ガイドラインの全面改正（実効性向上検討会の最終報告書を踏まえて）
・2017年 3 月　行政機関向け　　ガイドラインの全面改正（関係省庁申合せ）
・2017年 7 月　地方自治体向け　ガイドラインの新規策定（ 地方自治法第245条の 4 第 1 項に基づく技術

的な助言）

・2018年 1 月　内閣総理大臣の諮問 ⇒ 消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
　　同年12月　⇒法改正も視野に更なる検討を求める答申「公益通報者保護専門調査会報告書」
・2019年 1 月　消費者庁「公益通報者保護専門調査会報告書」に関する意見募集実施（～同年 3月）

・2019年 2 月　内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）の運用開始

77�）2018年12月27日付けで、消費者委員会から内閣総理大臣宛てに「公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果た
すべき役割等に係る方策についての答申」がなされた。

第
１
部

第
２
章　

第
４
節　

こ
れ
ま
で
の
取
組
の
評
価
と
課
題

111



え、その重要性が改めて認識されています。
消費者庁では、2016年度に消費者教育推進
会議に設置された「若年者の消費者教育に
関するワーキング・チーム」の意見を聴き
つつ、関係省庁と連携し、高校生向けの消
費者教育教材「社会への扉」を作成しまし
た。2018年２月に関係省庁で連携して決定
した「若年者への消費者教育の推進に関す
るアクションプログラム78」では、2018年
度から2020年度の３年間を集中強化期間と
位置付け、「社会への扉」を活用した授業
が全ての都道府県で行われることや、全て
の都道府県で消費者教育コーディネーター
が育成・配置されること等を目指し、働き
掛けや支援の取組を進めています（図表Ⅰ
-2-4-14）。
　このように、消費者政策の目的を効果的
に実現するためには、消費者教育やその他

の周知・広報のルートを有効活用して、消
費者とのコミュニケーションを広く、深く
していくことが必要であり、消費者庁とし
ても、ウェブサイトやSNS等、様々なコミュ
ニケーションツールを駆使して積極的に情
報発信を行っています（図表Ⅰ-2-4-15）。
　他方、消費者とのコミュニケーションを
より深めていくためには、情報発信だけで
なく、消費者のニーズを吸い上げることも
必要となります。効果的な消費者政策を実
施するためには、多様な消費者の意見や消
費者の真のニーズを的確に把握して、消費
者政策の企画立案に反映することが必要で
す。従来からの消費者団体等を通じた意見
集約のルートに加えて、消費者問題や関連
分野に関心を有する新たな団体との交流や
SNS等を通じた情報収集、消費者に対する
意識調査の有効活用等、様々な手法を用い

図表Ⅰ-2-4-14 「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」における目標

1

8

25

47 47

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

目標：全ての都道府県で全高校で実施

集中強化期間

「社会への扉」を活用した授業の実施
⇒実践的な能力を身に付ける

目標：全ての都道府県で配置

16都道府県で配置済み（2017年４月１日現在）

16 17

30

47 47

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

集中強化期間

消費者教育コーディネーターの育成・配置
⇒学校教育現場における外部講師の活用
（実務経験者の有する知識や経験を有効活用）
※消費者教育コーディネーターとは、消費者教育
を担う多様な関係者や場をつなぐため、間に立っ
て調整をする役割を担う者。

徳島県内の全高校で
「社会への扉」を活用
した授業を実施
（全56校／約6,900人）

・徳島県での実証結果について
情報共有（活用手法等）

・消費者教育教材「社会への扉」
の提供

・「社会への扉」を活用した授業を実施
する教員向けの研修の実施、講師派遣

・関係省庁（金融庁、法務省、文部
科学省）との連携

・消費者行政強化交付金を活
用した育成・配置の促進

・国民生活センターによる研
修を活用した育成

都
道
府
県
数

都
道
府
県
数

78�）関係省庁（消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁）で構成する「若年者への消費者教育の推進に関する４省庁
関係局長連絡会議」において決定した（2018年２月）。
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て、消費者の生の声を把握するための工夫
を続けることが必要です。

　社会経済情勢が変化し、消費者問題が多
様化・複雑化する中で、消費者政策が扱う
べき課題は今後ますます多くなっていくこ
とが予想されます。一方で、消費者行政に

関わる人的・財政的資源は限られているの
が現状です。このような制約の中で消費者
政策の目的を効率的に達成するためには、
消費者団体や事業者団体等の関係団体と連
携していくことが必要です。
　消費者団体は消費者の声を集約して発信
し、消費者に対してきめ細やかな啓発活動
を行うなど、行政機関では手の届かない部
分で消費者の利益に資する活動を行ってい
ます。今後も、より多くの消費者が恩恵を

関係団体との連携・協力の強化

図表Ⅰ-2-4-15 消費者とのコミュニケーションツール

事故情報データバンクシステム（2010年から）

消費者庁ウェブサイト（2009年から）

消費者庁リコール情報サイト（2012年から）

政府広報オンライン
●「暮らしに役立つ情報コーナー」に注意喚起情報等の素材を提供。

政府インターネットテレビ
●動画による制度紹介、注意喚起情報等の素材を提供。

消費者教育ポータル（2009年から）

特商法ガイド（2009年から（経済産業省から引き継ぎ））

Twitterを活用した情報発信（2011年から）

１．ウェブサイト

LINEを活用した情報発信

Facebookを活用した情報発信（2016年から）

YouTubeを活用した情報発信（2019年から）

２．SNSを利用した情報発信

３．メールマガジン

子ども安全メール from 消費者庁（2010年から）

リコール情報メールサービス(2012年から)

首相官邸メールマガジン

テレビ番組
「霞が関からお知らせします」

５．その他

ラジオ番組
「秋元才加とJOYのWeekly Japan!!」

ニュース＆生活情報ポータルサイト
NewsCafe

料理レシピサイト「クックパッド」との連携（2014年から）

「YAHOO!  JAPAN」との連携（2014年から）

「吉本興業」との連携（2018年）

４．民間企業との連携

●消費者庁Twitter
報道資料、注意喚起情報等をtwitterを利用して周知。

●消費者庁 子どもを事故から守る！Twitter（2017年から）
子供の事故防止に関する情報等をtwitterを利用して周知。

●消費者庁Facebook
報道資料、注意喚起情報等をFacebookを利用して周知。

●消費者庁YouTube
消費者行政に関する施策や、消費者問題に関する注意
喚起等の動画等をYouTubeを利用して配信。

●首相官邸LINE
内閣広報室が運用する首相官邸LINEのタイムラインに、国民
一般に周知が必要な注意喚起情報等の素材を提供し、配信。

●消費者庁のキッチン
食品アレルギーや食品ロスといった身近な問題に役立つレシピ
をクックパッドのサイト（消費者庁のキッチン）に順次掲載中。

●消費者庁をPRするコラボ動画シリーズを作成（2018年５月）、
消費者庁サイト、twitter、YouTubeで配信。

●「YAHOO!  JAPAN」のニュース担当編集部に最新の報道発表
資料等を提供（依頼ベース・不定期）。

●消費者トラブルに関連する検索キーワードの入力で、消費者
ホットラインを案内。

●消費者教育に関する様々な情報を提供。教材、講座、取組の情報の検索・
登録が可能。

●消費者行政に関する施策や、消費者問題に関する注意喚起等の情報を発信。

●消費者庁と国民生活センターが連携して、生命、身体に関する消費生活上
の事故情報を約23万件掲載し、Web上で事故情報の検索が可能。

●関係行政機関等が公表したリコール情報（食品に関する回収情報等を含む）
を一元的に集約し、Web上で検索が可能。

●特定商取引法の普及・啓発に向けた案内サイトとして、分かりやすい条文
解説や行政処分状況等各種情報を発信。

●主に０歳～小学生入学前の子供の思わぬ事故を防ぐため、注意喚起情報や
豆知識を毎週木曜日に配信。

●関係行政機関等が公表したリコール情報（食品に関する回収情報等を含む）
を一元的に集約し、登録者に配信。

●首相官邸メールマガジン「お知らせ」欄に、国民一般に周知が必要な情
報を配信（依頼ベース・不定期）。

●消費者トラブル、子供の事故防止等、国民
一般に周知が必要な情報を紹介（Webで
アーカイブの視聴可能）。

●子供の事故の予防策等、暮らしに必要な情
報を紹介（Webで過去の配信を「音声で聴
く」、「文字で読む」ことが可能）。

●国民一般に周知が必要な情報を提供。フィー
チャーフォン専用サイト向けゲートドア
ページ官公庁限定広報広告枠に掲出（依頼
ベース・不定期）。
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受けられるよう、消費者団体と緊密に連携
し、支援していく必要があります。
　また、新しい課題が次々と発生する時代
において、既存の消費者団体等との連携だ
けでなく、多様な分野において活動してい
る主要な団体等と積極的に連携していくこ
とも重要といえます。
　さらに、消費者志向経営の推進は、消費
者政策の目的の達成に向けた事業者及び事
業者団体の自主的な取組や協力を引き出す
上で非常に有効な方策であり、今後、更な
る普及・促進を図ることが必要です。しかし、
2019年４月末時点における消費者志向自主
宣言事業者数は102社にとどまっており、参
加事業者の業種、規模、地域の属性にも偏
りが見られるのが現状です。
　このように、参加事業者数が伸び悩んで
いることの背景の一つとして、事業者によ
る消費者志向経営への取組に対する消費者
の関心が現時点では必ずしも高いとはいえ
ない状況にあることが考えられます。消費
者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）
の結果によると、事業者による消費者志向
経営の取組に関心があると回答した消費者
の割合（「関心がある」と「ある程度関心
がある」の合計）は41.5％と、関心がない

と回答した割合（「関心がない」と「あま
り関心がない」の合計）の57.8％を下回っ
ています79（図表Ⅰ-2-4-16）。このように
消費者の関心が必ずしも高くないことが、
事業者が消費者志向経営に積極的に取り組
むためのインセンティブが高まらない要因
になっていると考えられます。
　今後、推進組織の活動等を通じて事業者
による優れた取組をより積極的に周知・広
報すると共に、エシカル消費の取組との連
携を図ること等により、消費者志向経営に
対する消費者の関心や支持を向上させ、事
業者による消費者志向経営への取組を、業
種、規模、地域を超えて普及・促進してい
くことが求められます。

　本文で指摘したとおり、事業者による消費者志向経営への取組全般に対する消費者
の関心は、現状では必ずしも高いとはいえませんが、消費者庁「消費者意識基本調査」
（2018年度）で、消費者志向経営の具体的な取組のうちどのようなものが特に重要だ
と思うかを聞いたところ、「消費者からの意見・要望・苦情を社内で共有し、事業活
動にいかす」、「高齢者や障がい者に配慮した商品などの開発や分かりやすい情報提供
を行う」、「消費者トラブル発生時に、関係部門が連携して対応する」、「消費者の安全・
安心に関するリスク情報が経営者に届く体制を整備する」などの項目を回答する割合
が高くなっています。このように、消費者は品質の向上や安全・安心の確保等、商品・
サービス内容の改善につながる具体的な取組を重視している姿がうかがえます【図表】。
　また、これに続けて、価格等他の条件が同じ場合、事業者が消費者志向経営に積極
的に取り組んでいるかどうかは商品やサービスの選択にどの程度影響するかを聞いた
ところ、「影響する」という回答が７割以上となっています（「かなり影響する」と「あ
る程度影響する」の合計71.5％）。
　このことから、消費者に対して消費者志向経営の取組をアピールするに当たっては、
単に取組を進めていることのみならず、それを通じてどのように商品・サービス内容
の改善につなげているのかを具体的に示すことが重要であると考えられます。

消費者志向経営に関する消費者の意識
C O L U M N 9

【ID3093】消費者志向経営の推進への取組.xlsx

【図表】　消費者志向経営の推進において重要だと思う取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「事業者が消費者志向経営を推進するに当たって、どのような取組が特に重要だと思いますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3．「無回答」（1.0%）を除く。

50.6
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28.7
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21.8

17.3

0.9

0 60
（％）

5040302010

その他 （N＝6,053、M.T.＝350.0％）

消費者からの意見・要望・苦情を社内で共有し、
事業活動にいかす

高齢者や障がい者に配慮した商品などの開発や
わかりやすい情報提供を行う

消費者トラブル発生時に、関係部門が連携して
対応する

消費者の安全・安心に関するリスク情報が
経営者に届く体制を整備する

消費者への情報提供や双方向での
コミュニケーションに取り組む

消費者対応の改善を図るための社内研修などを
実施する

特にない

経営者が消費者志向の経営方針を内外に発信する

消費者団体や消費生活センターと情報交換を行う

環境に配慮した商品開発や取組を行う

法令などの遵守を徹底するための体制を整備する

図表Ⅰ-2-4-16 消費者志向経営への関心

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、事業者による消費者を重視した事業活動（消費者志向経営）に関心がありますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0.8

20.437.431.99.5

関心がある（計）　41.5％ 関心がない（計）　57.8％

関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答

全体
（N＝6,053）

（％）
1000 80604020

79�）特に若年層の関心が低くなっており、年齢層が高くなるほど関心があるとの回答が増える傾向にある。

114
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【ID3093】消費者志向経営の推進への取組.xlsx

【図表】　消費者志向経営の推進において重要だと思う取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「事業者が消費者志向経営を推進するに当たって、どのような取組が特に重要だと思いますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3．「無回答」（1.0%）を除く。

50.6

43.5

43.1

41.4

28.7

28.4

25.4

24.2

23.9

21.8

17.3

0.9

0 60
（％）

5040302010

その他 （N＝6,053、M.T.＝350.0％）

消費者からの意見・要望・苦情を社内で共有し、
事業活動にいかす

高齢者や障がい者に配慮した商品などの開発や
わかりやすい情報提供を行う

消費者トラブル発生時に、関係部門が連携して
対応する

消費者の安全・安心に関するリスク情報が
経営者に届く体制を整備する

消費者への情報提供や双方向での
コミュニケーションに取り組む

消費者対応の改善を図るための社内研修などを
実施する

特にない

経営者が消費者志向の経営方針を内外に発信する

消費者団体や消費生活センターと情報交換を行う

環境に配慮した商品開発や取組を行う

法令などの遵守を徹底するための体制を整備する
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　2017年７月に開設した新未来創造オフィ
スでは、徳島県等の協力の下、各種プロジェ
クトに取り組んでいます。全国展開を見据
えたモデルプロジェクトとしては、若年者向
け消費者教育や高齢者等の見守りネット

ワークの構築等、基礎研究プロジェクトと
しては、若者の消費者被害の心理的要因か
らの分析、障がい者の消費行動と消費者ト
ラブルに関する調査等を実施し、成果を上
げてきました（図表Ⅰ-2-4-17）。新未来創
造オフィスでの取組で得られた成果や検証
結果等を踏まえて、全国展開へつなげ、全
国の消費者のためになるよう役立てていく

消費者行政新未来創造オフィスの
成果の全国展開

図表Ⅰ-2-4-17 新未来創造オフィスにおける主なプロジェクトの成果と課題

 プロジェクト名 地方及び全国の消費者行政の進化に資する成果 今後取り組むべき課題

若年者向け
消費者教育の取組

・ 徳島県内の全ての高等学校等において「社会へ
の扉」を活用した消費者教育の授業の実施

・ 「「社会への扉」を活用した授業実践報告会」の
開催

・ 各高等学校等における「社会への扉」の活用の
ポイントをまとめた事例集や、授業の実施効果
に関する高校生へのアンケート調査結果の公表

・ 「若年者への消費者教育の推進に関するアクショ
ンプログラム」に基づき、2020年度までに全ての
都道府県の全高校で実践的な消費者教育の実施

・ 徳島県において開催した授業実践報告会を参考
に、全国の状況を踏まえて、推進が遅れている
地域で報告会を開催

見守りネットワーク（消
費者安全確保地域協議
会）の構築

・ 全国で初めて人口 5万人以上の全市町で協議会
を設置

・ 2018年度末までに県内全市町村においても設置
・ 設置加速のポイントを含む事例集の作成

・ 事例集を活用した協議会設置の全国展開
・ 協議会が有効に機能しているかの検証、活性化
方策の検討、事例収集

食品ロスの削減

・ 徳島県内のモニター家庭において食品ロス削減
の取組の効果を調査し、その結果を活用して、
イベントにおけるパネル展示及び啓発用パンフ
レット更新を実施

・ 実証事業の取組及び結果を基に、新たな啓発資
材を作成し、全国の地方公共団体へ配布すると
ともに、消費者が食品ロスを理解し、削減の取
組に利用できるようウェブサイトを充実

・ 家庭での食品の保管と食品ロスに着目したヒア
リングを実施

子どもの事故防止
・ 子供の事故防止に関する意識・行動について、
子供の発達段階に応じた調査を実施し、報告書
を公表

・調査結果の詳細な分析
・ 調査結果を踏まえた関係機関との連携した有効
策の展開

栄養成分表示等の活用に
向けた消費者教育

・ 藍住町等徳島県内での検証結果を基に、地域で
実践する際のポイントをまとめた実施要領を作成

・ 栄養成分表示に係る地方公共団体・事業者団体
の支援状況についての照会結果を公表

・ 実施要領を活用した取組を全国的に実施
・ 地方公共団体等における栄養成分表示を活用し
た消費者教育の実態把握

消費者志向経営（愛称：
サステナブル経営）の推
進

・ 消費者志向経営を推進する地方組織として「と
くしま消費者志向経営推進組織」を設立

・ 県内30事業者が「消費者志向自主宣言・フォロー
アップ活動」に参加（2019年 4 月末時点）

・ 徳島県内における消費者志向経営推進の取組の
拡大

・ 徳島における取組を参考にしながら、近隣県へ
消費者志向経営の推進の取組を展開

公益通報受付窓口（市区
町村）及び内部通報制度
（事業者）の整備促進

・ 県内の全地方公共団体で通報受付窓口（内部・
外部）を整備

・ 県内全市町村共通の通報受付窓口（外部）を整備
・ 県内の事業者団体内に共通の通報受付窓口を整
備・運用

・県が職員向けに独自のeラーニング教材を作成
・ 県が民間事業者向け通報対応マニュアルを作成・
公表

・ 市区町村の通報受付窓口整備の全国展開
・ 事業者の内部通報窓口の普及・啓発（窓口設置
のメリットや認証制度を積極的に紹介）

障がい者の消費行動と消
費者トラブルに関する調査

・ これまであまり例のなかった障害者本人及び支
援者に対する消費行動と消費者トラブルに関す
るアンケート調査を実施し、その実態を明らか
にするとともに、報告書を公表

・ 消費者トラブルの詳細をヒアリングにより収集
し、未然防止・早期解決のための事例集を公表

・ 徳島県や岡山県を中心に、事例集を使った出前
講座を行い、その経験と知見を基に、講義の手
引き等の作成を検討

・ 徳島県や岡山県を中心に、障害者団体及び障害
者施設へ消費生活センターの周知・啓発活動を
実施

若者の消費者被害の
心理的要因からの分析

・ アンケート調査（全国 1万人規模）及びヒアリ
ング調査を実施し、検討会報告書を公表

・ 購入・契約に至りやすい「リスキーな心理傾向」
を測るチェックシート等を作成・公表

・ 若者の消費者被害防止に役立てるため、検討会
の成果について県内にとどまらず広く周知・広
報を実施し、若者に向けてパンフレットや各種
チェックシート等を普及
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ことが必要です。また、基礎研究プロジェ
クトについても、消費者の実態を踏まえ、よ
り効果的な政策を立案していくために、得
られた成果を役立てていくことが必要です。

　これまで述べてきたように、消費者政策
をより効果的なものにするための課題は山
積していますが、消費者庁及び消費者委員
会は設置当時の理念を踏まえつつ、これら
の課題に着実に取り組んでいくことが求め
られます。
　まず何よりも、消費者行政一元化による
シナジー効果を最大限に発揮して、組織体
制の効率的な運用を行うとともに、行政組
織の肥大化を回避することに留意しつつ、
真に必要な組織体制の拡充を行うことが必
要です。そのためには、少ない人員で最大
限の効果を発揮する「機動的に活動できる
賢い組織」であることを目指し、多様なバッ
クグラウンドを有する職員や、関係府省庁、
民間の専門家の力を結集して、消費者問題
への対応における高い専門性を発揮してい
かなければなりません。

　また、小さな組織で幅広い消費者問題に
対応するためには、関係機関との効果的な
連携・協力関係を構築することが不可欠で
す。国民生活センター・全国の消費生活セ
ンター等による消費生活相談窓口のネット
ワーク、地方公共団体、関係府省庁、消費
者・事業者による団体等、あらゆる関係機
関と効果的に連携・協力して、山積する諸
課題に立ち向かうことが、今後の消費者行
政において必要となります。
　最後に、消費者庁及び消費者委員会の真
価を発揮することが重要です。消費者庁は
「消費者を主役とする政府の舵取り役」と
しての機能を担うのに対して、消費者委員
会は政府の消費者行政全般に対する監視役
としての機能を果たします。消費者庁を始
めとする政府の消費者政策に消費者の意見
を反映し、透明性を確保するためには、消
費者委員会によるチェック機能が重要で
す。他方、幅広い消費者問題に対して各府
省庁横断的に取り組むためには、消費者庁
と消費者委員会による連携した取組が有効
といえます。チェック機能による適度な緊
張関係の中で両組織が適切に連携すること
によってこそ、消費者庁及び消費者委員会
の真価が発揮されると考えられます。

消費者庁及び消費者委員会の機能
向上、真価の発揮
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